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（午前10時１分 開会） 

○井上真佐美委員長 ただいまから、予算常任委員会

財政総務分科会を再開し、本日の会議を開きます。 

―――――――――――○――――――――――― 

○井上真佐美委員長 初めに、本分科会に分担されま

した議案の審査は、クラウド上などに掲載してあり

ます審査順位（案）のとおり進めたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議ありませんので、そのように進めることに

します。 

  なお、質疑時間を十分確保し、審査の充実をより

一層図るため、理事者からの資料説明は省略するこ

とにします。 

  また、要求資料の目次の欄に、要求委員名を記載

してもらっておりますので、御了承願います。 

  これより議事に入ります。 

―――――――――――○――――――――――― 

○井上真佐美委員長 議案第31号 令和７年度吹田市

一般会計補正予算（第９号）中、総務部所管分及び

消防本部所管分並びに議案第19号 令和８年度吹田

市一般会計予算中、総務部所管分及び消防本部所管

分を一括議題とし、質疑を行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

○今西洋治委員 まずは危機管理室、資料作成ありが

とうございました。 

  まず、資料の部分で需用費の防災対策事業に関す

る非常用物資の購入の部分の食糧に関しまして、

1,194万5,000円ほど上がってるんですけども、この

うちの食糧というのは何食分を今回は計上されてい

るんでしょうか。 

○清田知秀危機管理室主査 食糧に係る費用としまし

ては約790万円となっております。 

○今西洋治委員 物量的にはどんな感じですか。何個

ぐらいとかそういう話で。 

○菊地祥吾危機管理室主幹 こちら、食糧の購入につ

きましては、主食分としまして6,000食、今回購入

させていただく形で、７か年に分けて購入を図って

いるものでございます。 

  そのほかにライスクッキーは5,520食、飲める御

飯を540食、おかゆ550食、また簡易食といたしまし

てビスコ9,600食、ようかん5,000食を購入する計画

としております。 

  いずれも５か年計画などで購入しているものでご

ざいます。 

○今西洋治委員 結構な量かなとは思うんですけど、

大体それトータルで何分の１ぐらい。７か年ってい

うから７分の１ぐらいで大丈夫なんでしょうか。 

○塩津達哉危機管理室主幹 食糧につきましては５年

で更新するものと７年で更新するものがございます。

最後の１年につきましては計上しないという形にし

ております。それの割合で計画に基づいて購入を進

めているものとなっています。 

○今西洋治委員 結構妥当な量なのかなとは思うんで

すけども、引き続きまた御尽力ください。 

  次に、資料にあった防災対策事業の中の防災情報

システムに係る利用料448万8,000円とあるんですけ

ど、これはどんなものなんでしょうか。 

○羽生田 健危機管理室主査 防災情報システムにつ

いての金額ですけども、月額34万円となっておりま

して、災害情報システムの利用料が20万円、また職

員参集メールの機能利用料が14万円となっておりま

して、年間で440万円となっております。 

○今西洋治委員 次に、予算説明書の270ページ、本

年度の災害対策費は２億４万円、そのうち一般財源

で１億2,700万円ぐらいあるんですけど、これを市

民39万人と考えて割ったら、１人当たりの年間負担

額って三百数十円なんですが、対して災害対策にお

ける事前準備のほうで備蓄とか、ハード物も含めて

ですけど、費用というのは、例えば需用費のうちの

消耗品費とか印刷製本費、役務費のうちの、例えば

通信運搬費、その他もろもろ委託料とか、使用料及

び賃借料、あとは原材料費、備品購入費の合計って

大体１億300万ぐらいになるんですが、これってま

た同じように39万人で割ると、年間の市民の負担額

って260円そこそこ、270円ぐらいになるんです。 

これって、三百数十円のうちの270円なので、ほ

とんどがそっちになるんですけれども、市民１人当

たりの年間負担額270円とか260円そこそこの部分っ

て、高いか安いかなんですが、読売新聞のデータに
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よると、家庭の年間の災害対策費って、一家だと思

うんですけど3,700円ぐらいだそうです。それに対

して270円、260円そこそこの部分って少し負担額と

してはまだ軽いほうなのかなって個人的には考える

んですが、この辺の部分でちょっと増やしてもいい

のかななんて思うんです。 

  それと、のんべんだらりと行くんではなくて、や

っぱり必要なもの、ハード物とか、ずっと年間的に

かかっていくっていうランニングコスト的なものは

ちょっと避けた上で、ハード物みたいな形で考えて

いったらいいのかなと思うんです。 

  その中で、同僚議員、あと先輩議員もおっしゃっ

てましたけども、循環型トイレの設置を増やしてい

きたいということを、やっぱりその災害時において、

きれいなトイレは非常に重要であると。使いやすい

とかきれいに使えるトイレがあったほうがいいよね

って話で、増やしてほしいという要望もあったと思

うんです。 

  まず、お伺いしたいのは、その循環型トイレの設

置費用ってどれぐらいかかるんですか。例えば、便

座が何個で、男女で１か所幾らぐらいとかそんな答

え、出せますでしょうか。 

○塩津達哉危機管理室主幹 令和７年度の予算で執行

している部分の循環型トイレにつきましては、約

1,000万円程度の予算がかかって、今現在、試験運

用している段階ではありますけれども、これから増

やしていくに当たりましては、その費用が規模に応

じては下がってくる可能性がございます。 

  ただ、明確にどれぐらい下がるかということにつ

きましては、今現在、発注した先と検討している段

階で、今すぐに何円というところは申し上げられま

せんが、下がるということはお聞きはしているとい

う現状です。 

○今西洋治委員 小学校、中学校は避難所と考えられ

る中で、大体54校合わせて５億4,000万円よりはち

ょっと下回るかなみたいな感じで考えてもいいんで

すか。 

○塩津達哉危機管理室主幹 今回、本庁で入れたもの

につきましては、１日100回程度で考えております

けれども、それが例えば50回で済むということにな

りましたら、その分費用が下がるということになり

ますし、また複数入れていくっていうことになりま

したらスケールメリットというところもあると思い

ますので、５億4,000万円よりかは下がるというふ

うなことを考えておりますが、明確に絶対下がると

いうことは何とも言えない状況ではあります。 

○今西洋治委員 これ、また計算してみますと５億

4,000万を39万人で割ると1,385円の負担、これが毎

年かかるわけでもないですし、１回かかってしまえ

ばいいのかなと思うので、この５億4,000万円ちょ

っとを計上してもらって、別にすぐとは言いません

けど、何か年かに分けてやってもらえればなと思い

ます。 

○泉井智弘委員 輪島市への支援なんですけど、今の

現状を教えてもらっていいですか。 

○柴野将行危機管理室参事 現状につきましては、国

の制度に基づく中・長期派遣という制度があります

ので、その制度に基づいて市の職員３名が派遣をさ

れているという状況です。それに加えまして、これ

までの支援で築いた関係性もありますので、輪島市

における、これから復興に向けたプロジェクトとい

うのがたくさん進んでおります。防災政策推進監で

あったり、私も含めてなんですけれども、その復興

プロジェクトの委員を務めさせていただいておりま

すので、そういったところを共同して進めさせてい

ただいているという状況でございます。 

○泉井智弘委員 派遣されてる方って、期間って大体

どれぐらいで行かれてるのかっていうのと、同じ人

が行ってるのか、入れ替わってるのかっていうのを

教えてもらっていいですか。 

○柴野将行危機管理室参事 中・長期派遣ということ

で、ある程度派遣される職員によって年数が若干変

わったりもするんですが、基本１年ベースで、その

後継続するかどうかというところは、市の中でも判

断をしていっているという状況ですから、これまで

発災直後に支援していって数か月で変わっていくと

いうような状況では、今はございません。 

○泉井智弘委員 それは大体いつぐらいまでのめどで

考えて、完全復興っていうと大分かかると思うんで

すけど、大体のめどがあるのかなっていうのと、あ



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 3 － 

と、行かれてる方の処遇っていうか、その生活環境

というのはどういうふうになってるんですか。例え

ば、ホテルなのか、向こうに、役所の中の何か仮設

みたいなところで寝泊まりしてるのかっていうのも

教えていただいてよろしいですか。 

○柴野将行危機管理室参事 今回の定例会の中でも、

今後の市の職員の派遣ということで、少し御答弁を

させていただいているところはございますけれども、

輪島市との関係性があって、この中・長期派遣です

から、復興がまだまだ道半ばということですから、

輪島市さんのニーズというところも確認し合いなが

ら、できる限りは支援を継続していきたいというと

ころは考えております。 

  ただ、その先どこまでかというところは、先方、

輪島市さんの意向もございますから、直近のところ

についてはそういう意向をお伺いしたりもしていま

すので、そこは継続していければというところの思

いはございます。 

  派遣されている職員の処遇というところで、特に

生活環境ですけれども、この中・長期派遣が始まる

に当たって、輪島市の職員も当然中・長期派遣を受

け入れる体制づくりというのをしっかりつくってく

れていますので、向こうでも賃貸の物件ですね、そ

こをちゃんと整えてくれた上で、そこに入って、こ

ちらと変わりなく生活できるような環境は確保して

いるという状況でございます。 

○泉井智弘委員 それは何か出向という形になってる

と思うんですけど、その手当がつくのか。要はその

賃貸物件では自炊されてるってことですかね。それ

と、それは共同生活ですか、それとも例えばワンル

ームみたいなところで、ちゃんとプライバシーは確

保されているのか、教えてもらっていいですか。 

○柴野将行危機管理室参事 実際に、私もその物件と

いうのは現地で確認をして、お一方で住まわれるに

当たっては十分な広さが確保されています。お部屋

も一つではなくて二つ程度確保されていて、それぞ

れの方々が個人での生活ができるように、一つずつ

お部屋を確保しているというような状況になってご

ざいます。 

○泉井智弘委員 分かりました。いつまでというのは

まだ決まってないっていうことなんですけど、一定

のめどというのはもうつけていった方がいいのかな

というふうに思います。もちろん向こうの職員さん

もいてますんでね、ある程度、初期段階の柴野参事

が行かれてたときとはまた状況が変わってきてると

思いますし、ある程度のノウハウっていうのももち

ろん伝達というのはできてると思いますので、めど

というのはそこそこ決めていったほうがいいのかな

というふうに思います。 

  次の質問なんですけど、消防の関係で、地域に配

置されている可搬式ポンプがあると思うんですけど、

結構ね、防災訓練とかでは使ってると思うんですけ

ど、一斉防災訓練とかそういうとき、だから簡単に

言えば年に１回か２回しか動かさないんじゃないか

なっていうのがあって、その各地域の使用状況とか

って把握されていますかね。整備されてるところの。 

○辻 英司警防救急室参事 各地域に配置しておりま

す可搬ポンプの使用状況というのは把握しておりま

せんが、毎月、自主点検等、消防の職員において指

導ないし修理の箇所を点検等は行っておる状態でご

ざいます。 

○泉井智弘委員 市内で何台ぐらいあるんですかね。 

○徳森 司警防救急室主幹 市内には現在57台配置し

ております。 

○泉井智弘委員 これ、勝手なイメージで申し訳ない

んですけど、その57台あって、実際、地域の人だけ

で動かせるのってどれぐらいあると思いますか。そ

こは把握されてないですよね。 

○徳森 司警防救急室主幹 詳細については把握はで

きておりませんが、必要に応じて消防署のほうから

訓練指導という形で指導はさせていただいておると

ころでございます。 

○泉井智弘委員 必要に応じてというのは消防のほう

から出向いてるってことですか。 

○徳森 司警防救急室主幹 各消防署の消防隊が現地

に出向いて指導するということでございます。 

○泉井智弘委員 それは分かるんですけど、それは消

防署から地域に日程を決めて、訓練日を決めて指導

しているのか、それとも地域から依頼がないと行か

ないのか。 
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○徳森 司警防救急室主幹 地域の依頼を受けて派遣

するものでございます。 

○泉井智弘委員 それ、年間57台あるうちのどれぐら

い依頼ありますか。全くないところはないですか。

多分ね、ほとんどないと思うんですよ。何が言いた

いかっていうと、江坂地域も結構何台かあるところ

があって、江坂でしたら消防団のほうに依頼があっ

て、合同訓練のときとかに必ず動かすっていうか、

指導をしてるんですけど、それでもやっぱり年１回、

２回やってても、なかなか地域の方だけでは扱い切

れてないんですよ。 

だから、そういう意味で、実際それを置いてて、

結構、使い方を間違えると危ないじゃないですか。

だから、置くのはいいんですけど、使えないと意味

がないっていうのと、置くんでしたらちゃんと使え

るように、それは各消防署からでもいいですし、地

域の消防団に協力をちゃんとしてもらって、消防団

のほうから定期的に地域と可搬ポンプの使い方って

いうのを指導っていうかね、教えてもらうというの

は、計画的にやったほうがいいんじゃないかなって

いうふうに思うんですよ。その辺のお考えはいかが

ですかね。 

○辻 英司警防救急室参事 委員から御指摘のありま

したとおり、実際の可搬ポンプの放水までに至るよ

うな訓練というのは一斉合同訓練とか、大きなイベ

ントのとき以外は、地域の住民の方はほぼされてい

ないのかなというところが実際でございます。 

  今後、御指摘に向けて、消防署から自治会長と連

絡を取りまして連携いたしまして、また消防団のほ

うも協力いただきまして、訓練のほう、計画を進め

てまいりたいと考えております。 

○泉井智弘委員 あともう一つ、それ必ずやっていた

だきたいんです。例えば、月１回の点検のときに、

地域の代表の方、何人か来ていただいて、稼働させ

るだけでもやっていただいたらいいんじゃないかな

っていうのと、あと注意点もちゃんと教えといてい

ただきたいです。あれ、水回さないとエンジン焼き

ついてしまうじゃないですか。だから、エンジンか

けっぱなしで、エンジンかけりゃいいっていうもん

じゃないですよね。そういう故障もあるんじゃない

かなっていうのと、あともう一つは、自然水利の吸

管しかないんですよ。そうなると、その設置されて

いるところの防火水槽の範囲でしか、稼働できない

ですよね。 

ということは可搬式を置いてる40ｍぐらいしかも

う意味がないんですね、半径。ホース２本ぐらいし

か多分なかったと思うんで。インチ入れたらもうち

ょっとあるんですかね。だから、半径60ｍぐらいし

か使えないっていうのもどうなんかなっていうのも

あって、ちゃんと水利取れるように整備したほうが

いいんじゃないかなって思うんですけど、その辺の

考え方はいかがですかね。 

○辻 英司警防救急室参事 現在、設置しております

可搬ポンプにつきましては、委員の説明にあったと

おり、防火水槽からの揚水しかできないような状況

と地域の方に設置の際には説明をしております。  

ただ、非常時には湧水、消火栓キーも積載してお

りますので、消火栓からのホース直づけにより消火

栓キーを回して放水ということは可能ではあります

が、幾分、説明また、危険な行為になりますので、

これについては設置の段階では地域の住民には勧め

ておりませんので、現在は委員の言われたとおり防

火水槽を取った範囲、ホース約５本積載しておりま

すので、約100ｍ、この範囲内の地域で何かあった

際には活用してくださいという地域への説明として

おります。 

○泉井智弘委員 通常って言ったらおかしいんですけ

ど、平時の火災とかであれが出ることはまずないと

思うんですよ。消防隊も５分、６分で来ますんでね。

あれを使うときって必ず有事のときやと思うんです。

大災害、地震等で火災が起こったときとか。なので、

そのときに、やはり100ｍっていう制限の中でって

いうのがまずどうなのかなっていうのと、やっぱり

水も防火水槽、限界あるじゃないですか。どれぐら

い放水できますかね、30分ぐらいできるんですか 。 

○辻 英司警防救急室参事 普通40ｔの水槽ですと約

40分間放水可能となっております。 

○泉井智弘委員 40分出れば、そこそこの水は出ると

思うんですけど、消火栓から取れる器具っていうか、

それがあるってことですか。 
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○辻 英司警防救急室参事 地域に配置しております

可搬ポンプの消火栓キーを積載しているという状況

です。ただし、設置に向けて地域への説明する際は、

消火栓が取れますといった説明は付け加えておりま

せんので、地域の方は防火水槽でしか対応できない

というのが今の現状でございます。 

○泉井智弘委員 消火栓キーって何ですか。いや、着

けれるんですか、あれ。消防ホースにそのまま。 

○辻 英司警防救急室参事 消火栓キーにつきまして

は、地上にあります消火栓の蓋を開けまして、コッ

クを開けれる、そのキーだけが積載している状況で

ございます。 

○泉井智弘委員 理解しました。消火ホースをそのま

ま直接付けるっていうことですね。それは基本的に

はやらないですよね。やらないし、危ないですよね。

それをするんであればね、分岐をやっぱり置いとか

なあかんと思うんですよ。あそこだけで止めるって

いうの、多分ほぼ無理ですよね。100ｍ先で曲がり

角とかあって、先で何が起こっても分からないと思

うんで、ちょっとそれは非効率っていうか、危険性

がかなり高いんかなというふうに思いますんで、何

らかの形でその辺の対策も、あくまで保険的な可搬

式の配置やと思いますんで、何か実際にこういう有

事のときに使えないっていうのが一番意味がないこ

とだと思いますんで、やはりその辺は防災関係も検

討いただいて、しっかりその57台が、その地域の方

だけで動かせる状況にはしておいていただきたいな

というふうに思います。 

  とりあえず、一旦置きます。 

○後藤恭平委員 まず、消防団の建物を工事していく

じゃないですか。今回も工事費それなりについてる

と思うんですけど、これ消防の人が見に行って順番

決めてるんですか、それとも何か声が上がってきた

順番とか、年数なのか状況なのか。それは何か基準

があって、年次ごとにやっていってるんですかね。 

○福井明紘総務予防室主幹 消防団詰所の改修、その

辺りの工事の計画につきましては、関係部局である

資産経営室と個別施設計画等を策定して進めている

ところでございます。 

○後藤恭平委員 何か建物の状況とかね、資産経営室

もいろんなもん見てるんやと思うんですけど、その

優先順位とか消防内のこれが先、これが後とか、こ

れは何年にしようとか、どれが危ないとか、何か基

準があるんですかね。それとも資産経営室さんに全

部お任せなんですかね。 

○福井明紘総務予防室主幹 その計画につきましては

最適化委員会、こちらで計画を図りまして進めてい

るところでございます。 

○後藤恭平委員 いや、その計画を図る前に、何か自

分らで先、要望を上げるんじゃないですか、そうで

もないですか。もう全部資産経営室が決めて最適化

委員会にかけてと、その前段階で自分らでこれが先

かなとか、こっちが後かなとか、消防が当然状況を

把握してるわけですよね。資産経営室が日頃把握し

てるわけじゃないじゃないですか、建物ね、どこど

こがおかしいとか、ここが雨漏りしてるとか。 

○福井明紘総務予防室主幹 消防団の年数であります

とか建物の劣化状況、この辺りを判断しながら、要

望を上げて進めているところでございます。 

○後藤恭平委員 それと、さっき最適化委員会ってお

っしゃったんですけど、例えば消防団の詰所ってい

ろんなとこに何か細々とあったりするじゃないです

か。意外と独立してたりするじゃないですか、その

場所がね。これ、ほかの施設と複合化とかされた場

合に、それはそれで成立するものなんですかね。あ

んまりないじゃないですか。例えば、公民館とくっ

ついてますとかってないと思うんですよ。いろいろ

公民館とか順次やっていってるじゃないですか、工

事とか。詰所は詰所っていう感じで、やっぱり組織

がもう独立してるから、なかなか最適化委員会に言

って複合化一緒にしていきましょうとか、そういう

姿勢にはあんまり今のところなってないんじゃない

かなというふうに思うんですけど、その辺りはどう

いうお考えなんですかね。 

○福井明紘総務予防室主幹 現状ですね、山田分団、

こちらが公民館と複合化で運用しているところでご

ざいます。今後にありましても、その辺りはしっか

りと関係部局と協議しながら、進めていきたいと考

えております。 

○後藤恭平委員 よろしくお願いします。せっかく危
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機管理室と一緒なんで、僕も昔聞いたことがあるん

ですけど、何度か。災害が起きたときに、まず最初

に何するかって、やっぱり身の回りの人を助けよう

ってなると思うんですよね、すぐ近くの。当然ばら

ばらに人もおるでしょうけど、時間帯によっては。

でも、やっぱりすぐそこにいてる命とかね、すぐお

隣さんとか、自分の身内とかっていうところをやっ

ぱり救助っていうのが、どうしても一時的に最初に

なると思うんですよね。 

  それは輪島のほうに行ってみて、どうですかね。

もう救助は危ないからやめてくださいってなってん

のか、やっぱり自分の身内がそこにおるって思った

ら、そこに助けに行こうっていう人がやっぱりいて

ると思うんですよね。それも、その１個や２個じゃ

ないと思うんですよ、災害が起きたとき。そういう

ときの対応であったりとか、そういう目の当たりに

した部分があれば、教えて欲しいなと思うんですけ

ど。 

○柴野将行危機管理室参事 一応、消防も兼任という

ことですから、私のほうからお答えをさせていただ

きたいと思います。 

  委員おっしゃっていただいているように大規模な

災害になった場合の初期の救助、これについては消

防隊は119番の通報を受ければ、受けた通報に対し

て出動をしていくということがありますので、実際

の輪島でも輪島市の消防吏員にお話を伺いますと、

その現場に行き着くまでのところで、助けを求める

要救助者がいたという場面を聞いております。 

そのときにどうしたかという話なんですけれども、

それこそ輪島で大きなビルが倒れた、まさにあの現

場です。あそこでも横の御主人がここに妻と娘がい

るということで助けを求められたんですけれども、

出動がかかっている火災の消火に向かわないといけ

ないということで、そこを置いて現場に向かったと

いうお話を聞いています。 

  本当に大規模な災害が起これば、そのような場面

っていうのがこの吹田でも多く出てくるであろうと

いうことは、我々もその現場を目の当たりにして感

じているところです。そこで、現地で助けに入られ

たのが、やっぱり消防団の方であったりとか地域の

防災に携わる方々、また地域の隣近所の方々で助け

られる命を助けていったということを聞いておりま

す。 

○後藤恭平委員 やっぱり僕は必要だと思うんですよ

ね。今、幾つかお話あったんで、一つずつ絞ってい

きますけど。 

  すぐ近所でやっぱり助けようというふうになると

思うんですね。やめてくださいとか危ないって言わ

れてもすると思うんですよ。そんときの資材であっ

たりとか、ここに行ったら道具があるよとか、そう

いう情報があまりにも何か日常的に皆さん知らなさ

過ぎるというか。その情報というのはすごい大事な

んじゃないかなと、やっぱりいざというときの、そ

のいざっていうのがすごい人ごとになってるのは、

やっぱり自分がとか自分の身内がそういう目に遭う

よっていうのがあんまり分からないっていうか、そ

の実感が湧かないんです。 

やっぱりそういうのを災害があったときに、よそ

の災害だと思って、自分の生活に落とし込めないの

って、やっぱり自分の身内がっていう場面が想像で

きないというか、実際想像してもらったら、やっぱ

り知っとかなあかんなっていうふうにはなると思う

んですけど、そういう情報をもっと発信していって

ほしいなって思うのと、そういう資材ですよね、そ

の場所とか、その地域に１個ってなるとやっぱ少な

いような気もするんですよね。班であったりとか、

自治会でもちょっと広いかなっていう気もするんで

すけど、そういう場所を提供してもらって、何か設

置するとか。何か日頃、消防のほうもＡＥＤの講習

とかしてるじゃないですか。多分その日常的なとこ

ろでの講習やと思うんですよね。本当に災害ってな

ったときには、それだけでも駄目だと思いますし。 

だから、そういう場面っていうのと、非日常とそ

の本当の有事っていうのがかけ離れてる気がするん

ですよね。その辺、消防のほうに聞いていいですか

ね。この危機管理と大災害とか、その日常的な部分

と、そんで本当に災害が起きたときのそのシーンっ

ていうのがあると思うんですけど、その辺の切り分

けての訓練みたいなのはされてらっしゃるんですか。 

訓練というか話合いというか、決め事とか、そうい
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ったものを消防のほうで一定ルールがあって、先ほ

ど言ったその救助を、連絡があったほうに行かなあ

かんとかっていう部分も含めて、日常と、災害時の

そういったところの情報共有みたいのもあるんです

か。 

○柴野将行危機管理室参事 私がいる意味というのが、

委員がおっしゃっていただいているようなところに

なってくるかと思います。大規模な災害だけではな

くて、その大規模な災害に備えるということももち

ろんあるんですけれども、日常の防災に取り組む中

で、消防機関ですね、消防とこの市の体制というの

を密接につなげていくということが必要になってい

るかと思います。 

  おっしゃっていただいているような資機材、私た

ちは資機材を用意して配置することはできるんです

けれども、やはりその使い方、指導、こういったと

ころの地域に向けた啓発というのは、消防とも連携

をしていかないと、それが実現されないということ

は日々感じているところです。 

  それが市内全域でできているかというとなかなか

難しいところはあるんですけれども、訓練の機会を

捉えて、その資材を使った訓練の指導というのは、

消防のほうでも行っていただいているところでござ

います。 

○後藤恭平委員 いろいろやって大変なのもよく分か

るんですけど、その消防さんもいろいろ日常忙しい

と思うんですけど、ＡＥＤの講習とかそういうとき

に、救助とかっていう部分をあまりピックアップし

ないじゃないですか。救助って命をその場でぱっと

助けるというのは、日常的にはしますけど、災害の

ときにってなったら、それだけでは多分駄目なんだ

と思うんですよね。そういう場面場面の訓練という

か市民への講習とか、そういうのって、あまりされ

ていらっしゃらないんじゃないかなっていう気もす

るんですよ。そういうのは連携されないんですかね、

あんまり。 

  危機管理室のほうにも手伝ってもらうとかこうい

う資料を提供してもらうとかあったほうが、臨場感

というか、すごいあると思うんですよ、こういう場

合は絶対こうして助けないとってね。日常とその災

害時とかっていうので、本人の危機感とかというの

は多分大分変わってくるんやと思うんですけど、言

ってる意味分かりますか。そういう連携とかという

のはあんまりないんですかね。 

○井上真樹消防本部次長 確かに、救急講習や先ほど

委員がおっしゃられたような可搬式小型動力ポンプ

の地域への指導等におきましても、もちろんその訓

練訓練が主体単体で行っているものが今ではメイン

の活動、啓発になっているのかなというようなとこ

ろがございます。 

  今後につきましては、意見を尊重しながら、危機

管理室と連携をしながらやっていけるような体制を

検討していきたいなと考えておる次第でございます。 

○後藤恭平委員 ぜひ、危機管理室だけで市内全域に

広げるのはちょっと無理かなと思うんで、消防さん

のそういう講習とかね、年々増えてるじゃないです

か、今は。一時コロナのとき、減りましたけど。そ

ういう講習とか市民向けとか、学校向けとかいろい

ろやってると思うんですけど、ぜひそういったシー

ンも一緒に考えてやってもらうとか、いざというと

きにやっぱりこれ使えないと本当に困るよっていう

のが分かるように伝えてほしいなっていうふうに思

います。 

  先ほど言いました救助の優先順位を災害時ってど

ういうふうに考えてるのかなと。今ちょうど言われ

たんですけど、すごい気になってて、絶対人手が足

りなくて消防も足りないじゃないですか。地域に張

り付いて何か救助活動をするのか、それともやっぱ

り今と同じように救急車とか消防車を使って、皆さ

ん配置につけっていう指揮命令の下で何か活動する

のか。連絡があったときに、その連絡があったのを

優先順位としているのか、目の前にあったものを優

先するのか、本当にその選択が迫られるんやと思う

んですけど、その選択が迫られるシーンっていうの

をどういうふうに想定していらっしゃるのかなとい

うのは教えてほしいです。 

○辻 英司警防救急室参事 委員の言われたように大

災害時にはまず、119番の段階においてコールトリ

アージといったものを実施いたします。重症である

とか中等症であるとか軽症であるという、まず通報
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段階での振り分けをいたします。 

  その後、出動に際しても通常ですと、火災ですと

消防隊５台とか、もう最悪十何台出るところを、隊

を減らしまして、分散して出動できるような体制、

こういったものも取り組んでおります。 

  ただ、消防におきましては、まずは大きい延焼火

災であったりとか、多数の方の救出が必要な場面に

向かうっていうのが原則で、そういった対応ができ

るようなマニュアル等を作成し、それに向けて運用

を進めているところでございます。 

○後藤恭平委員 何かすごい酷なんですけど、そうい

うふうな救助の順番だっていうふうに、多分、世間

さんも知らんと思うんですよ。だから、自分の身内

だけが危ないときって、消防来ないんだよと。大き

い建物が倒れたとかなったら、そっちのほうの現場

に行っちゃって、自分の一戸建ての家が倒れた、ち

ょっと何かが倒れてきたっていうときは、消防は来

ないんだよって言っておかないと、自分たちで助け

てくださいねって。もうそれが答えになっちゃうじ

ゃないですか。 

危ないからやめてくださいって日常なら言うと思

うんですけど、有事のときは、それは自分で助けて

くださいと言わないと、助けが来ると思ってるかも

しれないですよね。そういう情報ってすごい大事だ

と思うんですよね。選ばれるんですよって、そのと

きは、酷かもしれませんけどって。 

それを正直に言って、日頃から建物とか物を置い

てるのが危ないよとかっていうのを周知してもらう

というのは、すごい大事なんじゃないかなと思うん

ですよね。危ないからこうしてくださいよっていろ

んな、配られるじゃないですか、防災のやつとかも

ね。そこに臨場感がないのはやっぱり、命の選択を

迫られるんですこちらもっていうのをちゃんと言っ

ておかないと、その危機感というのはあまり生まれ

ないんじゃないかなというふうに思うので、消防の

その大事な選択っていうところを、やっぱりもうち

ょっと危機管理室とも共有してもらって、ちゃんと

周知してほしいなというふうに思います。 

○井上真佐美委員長 理事者から、先ほどの今西委員

の質問に対する答弁の訂正について申出があります

ので、ただいまから発言を受けることにします。 

○羽生田 健危機管理室主査 先ほどのシステムの利

用料につきまして、税抜きの金額をお伝えしており

ましたので、訂正させていただきます。 

  システムの利用料、防災情報システムの利用料が

20万でお伝えしていたのが22万円、メール機能の利

用料14万でお伝えしていたのが15万4,000円、月額

にありましては34万円でお伝えしていたのが37万

4,000円となります。 

○井上真佐美委員長 ただいま理事者から発言を訂正

したい旨の申出がありましたので、許可します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○藤木栄亮委員 地域の防災訓練を年１回されてます

けども、あれは地震が起きたという想定で、例えば

何分後とか何十分後とか、まず地域で集まって、そ

こから避難所である小学校のグラウンドとか、そう

いうとこが多いんですけれども、そういう時間的な

決まりというのは何か一定指針ってあったんですか。 

○塩津達哉危機管理室主幹 一斉合同防災訓練の時間、

地域の訓練につきましては、全市一斉でこの９時ぐ

らい、発災時間というのは決めておりまして、その

要領に基づいて各地域で発災後について、例えば緊

急集合避難場所とか、小学校への避難というところ

でさせていただいているところでございます。 

○藤木栄亮委員 時間を聞いてるんです。３時間後で

いいの、集まるの。半日後ででいいんですか。集ま

るそういう指針っていうのがあるんですかっていう、

時間的なものに関して。 

○菊地祥吾危機管理室主幹 こちらの訓練の時間、想

定してる時間でございますけれども、発災直後とい

う形になりますので、地震が起きてまず身の安全を

守る、それからその家から避難所まで避難するとい

う工程になりますので、おおむね発災から１時間、

２時間以内の場面というのを想定した訓練というこ

とで実施しているものでございます。 

○藤木栄亮委員 １時間、２時間以内というのは、避

難所に集まる時間ですね。 

○菊地祥吾危機管理室主幹 自宅から避難所に集まっ

て、そちらで地域の中で避難者の集計等を行う、ま

た市と連携を取るような時間、発災後１、２時間ぐ
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らいを想定しているものでございます。 

○藤木栄亮委員 これ、前にも指摘したことあるんで

すけど、危機管理室の人間を吹田市民で集めなさい

って言ったんだけど。何でか言うたらね、要は大災

害が起こると当然交通も遮断されていうことになっ

てきて、吹田市内になかなか市外からは集まってこ

れないという状況が容易に考えられるんだけど、そ

うすると、皆さんがそういう吹田市民に一定１時間

以内、２時間以内に集まりなさいと言いながらね、

実際、指揮を執る危機管理室の職員さんが１時間、

２時間で来られませんわということであれば、何を

してることか、何を指針出してることか分からない

じゃないですか。全員吹田市民なんですか。 

○塩津達哉危機管理室主幹 危機管理室の職員につき

ましては、吹田市の職員と吹田市以外の職員も含ま

れております。その理由といたしましては、吹田市

におきまして大規模な災害が発生した場合、職員も

被災する可能性がございます。そういったところの

被災して来れない場合ってのが想定されますので、

吹田市内だけで固めてしまうと、もしかしたら全員

被災する可能性がございます。 

  そうではなくて、他市にもいることによって、吹

田市では被災せずに来れるっていう職員も出てきま

すので、そういった観点から吹田市内と吹田市じゃ

ないところで職員を分けているところです。 

○藤木栄亮委員 割合はどれぐらいですか。 

○菊地祥吾危機管理室主幹 今の現状におきましては

危機管理室の中で６割ほどが市内在住、それ以外が

市外在住という形で在籍しております。 

○藤木栄亮委員 それは、今の一つ前の答弁にあった

ことを踏まえて６対４がいいという判断なんですか。

それともたまたま６対４なんですか。 

○菊地祥吾危機管理室主幹 必ずしも６対４という形

で想定して配置しているわけではないですけれども、

先ほどのような塩津主幹から申し上げたような観点

をもって市内ですぐ集まれる者と、市外でまた、追

って集まれる者、二手に分けて配属ということが今

現状されております。 

○藤木栄亮委員 命に関わってくるようなことなので、

そんなアバウトなことでいいんですか。先ほどおっ

しゃったように、吹田市で集めちゃうと、全員が被

災する可能性があるので市外ということであればね、

きっちり３対７、６対４、２対８っていうことで決

めないといけないじゃないですか。 

アバウトでやってるということは、何か後づけの

答弁に聞こえちゃうんですよ。これは聞かれたらこ

う答えとこうみたいな。命に関わるようなことでね、

きっちりそういう数字、割合、パーセンテージとい

うのを出していかないといけないんじゃない。そう

じゃないと、僕は後づけの答弁を考えてはるなと思

ってしまいますよ。いかがですか。 

○岡田貴樹危機管理監 ただいまの御質問ですけども、

現在のところ、申し上げましたように何か基準があ

って６対４になっているということではございませ

んで、人事異動などの経過をたどって現時点で６対

４になってると。ただ、今後につきましては、今、

委員に御指摘いただきましたように、そういった観

点も含めながら、総務部人事担当とも協議、相談を

していくということをしていきたいと思っておりま

す。 

  現時点で６対４という割合で何か対応で不都合が

あるというようなことは生じておりませんので、お

おむね今ぐらい、今現在程度の水準というのは少な

くとも維持をしていくというのは、そのような観点

を持っておきたいと思います。 

○柿原真生委員 資料たくさん用意していただいてあ

りがとうございました。 

  まず、消防のほうからお伺いしたいと思います。 

  過去５年間の消防と救急のそれぞれの出動してか

ら現場到着の平均時間、各町名別で頂いております。

おおむね、消防と救急というのは、傾向としては似

通ってるかなっていうふうに思います。一部違うと

ころもありますけど。 

  消防のほうでお伺いしたいんですけどね、消防の

ほうの資料の５ページで、全体の件数というのも、

下のほうに入れていただいています。圧倒的に警戒

発生件数っていうのが多いんですけど、これはどう

いう事案のことなんでしょうか。 

○徳森 司警防救急室主幹 警戒出動につきましては、

自動火災警報器の鳴動に対する調査出動であったり、



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 10 － 

救急隊、重症患者対応のために救急隊の支援に出動

するような案件でございます。 

○柿原真生委員 内容は確認しました。 

  次に、救急の資料も頂いています。令和７年は、

平均が６分49秒ということになっています。また、

全体の出動の件数も、最後10ページのところにあり

ますけれども、令和７年でいいますと年間２万

3,519件ということで、その過去２万3,000、２万

3,000、２万1,000、１万7,000というふうに、年々

増えてきてるのかなと思いながら、コロナもあった

ので、それ以前の状況も過去のオープンデータで見

てみましたけど、やっぱり基本的にはずっと増えて

いる。コロナの令和２年だけががくっと3,000件ぐ

らい減ってますけれど、平成25年で１万6,000件台

からずっと１万7,000、１万8,000と、平成30年には

２万台に乗るっていう状況になりました。 

  ＤＲＣの整備なんかも行われたり、救急隊も増隊

されたのではないかと思いますけれど、一方で、高

齢化率が現在25％弱ぐらいかなと思います。市の計

画で、今後の高齢化率を見てみますと、やっぱり増

えていく方向です。これにどう対応していくのかと

いうことですね。見通しって言うんでしょうかね。 

  実施計画では、近隣との連携強化っていうふうに

書かれてるんだけど、それはそれで一定効果がある

というふうに思いますが、出動の件数の見通しと、

あと近隣との連携強化で対応できるのかどうか、そ

の辺りの考え方をお聞かせください。 

○長嶺秀則警防救急室参事 御指摘のとおり、救急出

動件数の増加の主な要因としましては、高齢化の進

展というふうに分析しております。 

  今後の対応としましては、やはり救急搬送先の医

療機関というのは限りがございますので、求められ

ているものは、まず高齢者の方がかかりつけ医をし

っかりと持つ、その上で予防救急をしていただく、

その点につきまして普及、啓発を行っていくってい

うことが本市として求められていると分析しており

ます。 

○柿原真生委員 すみません、予防救急というのはど

ういったことでしょうか。 

○長嶺秀則警防救急室参事 予防救急といいますのは、

高齢者の方ですと、自宅内で転倒して負傷するとい

うのがございますので、自宅内で転倒しないように

家の中を片付けていただくとか、そのような段差を

なくす取組をしていただく、そのような点、あと熱

中症予防というところが予防救急となっております。 

○柿原真生委員 こういうことで、一定救急の要請を

する件数を減らすっていうことは、可能な部分もあ

るかと思いますけれども、割合がどうなのかという

のはよう分かりませんねんけどね。これでどれぐら

いなくせるというふうに見ておられるんですかね。 

○長嶺秀則警防救急室参事 どれくらいなくせるのか

というのは、その推測等はできないと考えておりま

すが、やはり今後ですね、限りある消防士、救急と

医療資源っていうところで、まず市民の方に、予防

っていうところを重点にしていくのがポイントと考

えておりますので、そこら辺を普及、啓発を進めて

いきたいと考えております。 

○柿原真生委員 おっしゃられるように、限りある資

源ですから、防げるものは防いでいただきたいし、

１分１秒を争うような重篤な患者さんのところに救

急隊が向かうということは、これはそもそも予防が

できない部分もあるかと思いますので、そこはしっ

かりとやっていただけるのかなというふうに思いま

すが、今の予防救急ですか、啓発を行うっていう話

は、これはいつからやっておられるんですか。 

○長嶺秀則警防救急室参事 予防救急はいつからとい

うのが、今現在手持ちで資料がありませんが、救急

講習というのは以前から実施させてもらいまして、

その中で事前にかかりつけ医を持ちましょうとか、

転倒の予防しましょうというところを普及、啓発で

すね、させてもらっているところでございます。 

○柿原真生委員 だから、そうやってやっておられる

けれども、やっぱり高齢者が増えるということで、

救急の要請とかというのは、当然増えていってるわ

けですよね、過去の資料を見ますとね。だから、そ

れで本当に本来、転倒などでけがしないほうが御本

人のためにもいいと思いますし、それはやったらい

いと思うんだけれど、それで本当に大丈夫なのかな

ということを心配してるんですね。 

  もう一つ、資料で頂いて、平均の時間よりもかな
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り遅れて到着する地域が幾つかあるなっていうふう

に思います。一方、さっき言ったように、ＤＲＣが

できたことによってすごく早くなった地域もありま

す。令和７年でいうと、平均の６分49秒から大幅に

長いなと思うのが、例えば９ページの青葉丘北の11

分１秒とかね、あとは江坂町３丁目の９分３秒とか、

南正雀５丁目10分22秒とかね、あとは幾つかありま

すけれども、その地域によるばらつきの解消という

のは、どんなふうにできるのかなと。どんなふうに

考えておられるのかなっていうのをお聞きしたいん

ですが。 

○長嶺秀則警防救急室参事 消防署っていうところは

適材適所っていうところで、今現在配置していると

ころでございますが、各地域のバランスっていうと

ころに関しましては、救急隊のほうでですね、救急

需要件数や、この現場到着までの時間等を勘案しな

がら、弾力的な配置、多い地域に救急車を、時間帯

なりを分析しまして配置するなど、その点で対応し

ていきたいと考えております。 

○柿原真生委員 それは、今はやってなくてこれから

そうしますっていうお話なんですよね。 

○長嶺秀則警防救急室参事 直近でいいますと、昨年

度は実施しておりませんが、その前ですとコロナ禍

で、やはり現場到着時間が遅れていくっていう現場

がありましたので、その際には弾力的な配置を実施

しまして対応していたということがございます。 

○柿原真生委員 先ほど幾つか事例として挙げたとこ

ろが、長いところはずっと長い時間がかかっている

ということになってますので、その点は弾力的配置、

スペースとか、どれぐらい可能なのかというのはよ

う分かりませんけれども、その点は大丈夫なんです

か。 

○長嶺秀則警防救急室参事 御指摘のとおり、場所っ

ていうのをピンポイントでそこに詰めるっていうわ

けにはスペース上難しい部分はあると思いますが、

例えば多い地域でございますと、西署のほうに救急

車を常在させて、その間、救急件数が予測される地

域を巡回しながら救急対応する、そのような対応も

考えられると思っております。 

○柿原真生委員 よろしくお願いします。 

  それをまたやっていただいた上でね、一定検証を

できるようなタイミングでお聞きできたらいいかな

っていうふうに思います。 

  あと、もう一つの資料で、救急の受入れ病院が決

まるまでの時間、どれぐらいかかってますかって資

料を頂いてます。 

  過去５年なんで、コロナ禍もかかってるんでね、

単純に分析しづらい期間にはなってると思いますが、

少し短くなってきてるかなというふうに思います。

その理由で、もし何か思い当たるところがあればお

聞かせいただきたいのと、あとは市民病院が、この

間、受入れを結構断ってたっていう話もお聞きして

るんですけれども、その辺り、２点どのようにお感

じなのか、お聞かせください。 

○長嶺秀則警防救急室参事 まず、現場滞在時間が短

縮している主な原因としましては、新型コロナウイ

ルス感染症が一定程度落ち着いたことに伴いまして、

医療機関側の受入れ体制が改善されたことが主な原

因と考えております。 

  次に、吹田市民病院につきましては、令和７年中

の応需率に関しましては、応需率といいますのは救

急件数を問い合わせしまして、その問合せに対して

受け入れていただいた件数の割合となっております

が、応需率につきましては70.4％となっております。 

  コロナ前と比較しますと、コロナ前は約80％台と

なっておりまして、まだやはりそこの水準までは回

復してないっていうところで分析しております。 

○柿原真生委員 その辺りの市民病院との連携という

のは何かされてるんですか、もうちょっと受け入れ

て欲しいんですけどっていうような話合いとかって

されてるんですか。 

○長嶺秀則警防救急室参事 ３か月に１回、病院長を

はじめ地域医療の方が集まった会議体がございまし

て、その場で市民病院の受入れ状況や吹田消防の救

急搬送状況等を情報共有しながら、受入れ等のお願

い等を実施させてもらっているところでございます。 

○柿原真生委員 その会議体ってどういう名称なんで

しょうか。 

○長嶺秀則警防救急室参事 地域医療支援病院連絡協

議会となっております。 
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○柿原真生委員 次に、危機管理室のほうに資料を頂

いていますのでお伺いします。 

  職員の参集体制の資料で、３号配備だったかな。

これ、全職員対象だということで、職員数、正規職

員の数が上がっているんです。実際にね、どれだけ

参集できるのかっていうところを知りたかったんで

すけど、それは危機管理室のほうでは把握はされて

いないということでしょうか。 

○塩津達哉危機管理室主幹 業務継続計画で職員の参

集というのは算定しておりまして、大規模災害の場

合におきましては24時間で66.3％の参集を想定して

おります。 

○柿原真生委員 その計画では66％の参集を見込んで

るっていう話なのか、実際できますよっていう話な

のかどっちなんですか。 

○塩津達哉危機管理室主幹 こちらの計算につきまし

ては、過去の災害、阪神・淡路大震災やその他の災

害、大規模災害を踏まえまして、職員の参集率って

いうのを参考に算出したものとなっております。 

○柿原真生委員 その職員の方が阪神・淡路大震災の

ときと、いろいろ構成は変わってるのかなっていう

気もしてまして、一つは当時と比べたら多分女性職

員がすごく増えているということがあると思います。 

  もう一つ、公務員の場合は、そういう大規模災害

のときには、例えば超過勤務とか、そういう上限と

かも別にないので、住民のために働かなければいけ

ないっていうことがあるんだと思いますけれど、か

と言ってですね、先日も輪島の職員さんの朗読劇を

見させてもらいましたけど、24時間以内に来れるか

って言われたら、やっぱり家族のこととかもあって

ね、これない人もいると思うんですね。 

そういう点がしっかりと加味をされているのか、

現実に即しているのかなっていうのが、24時間で

66％っていうのが果たして可能なのかっていうとこ

ろは、今、数字を聞いて疑問に思うとこなんですけ

ど、その点はどうなんでしょうか。 

○菊地祥吾危機管理室主幹 先ほど塩津からも答弁い

たしました参集率につきましては、あくまで現状の

職員の体制においての想定というところになってお

りまして、我々としては当然ながら、委員おっしゃ

るように、様々な状況で参集できない職員というの

は生じるものかとは考えてございます。 

  その中で、先ほど申し上げたＢＣＰ、業務継続計

画などで通常業務でも成立するもの、休止するもの

などをあらかじめ定めながら、災害時にも応急対策

業務が新たに発生する中で、通常業務をできるだけ

休止して、災害の人命に関わるような業務を優先し

て実施できるような体制というのをつくれるように、

こういった計画等を定めておりまして、それに基づ

いた訓練を定期的に実施することでですね、より対

応力というのを高めているところでございます。 

○柿原真生委員 起こってみないと分からないってい

う部分もあるかもしれませんが、基本的に大規模災

害が起こったときには、その被災地の職員が頑張っ

てやるというだけじゃなくて、広域的に受援、支援

を受けるということを前提にね、今は計画をされて

いると思います。 

  ただ、実際に輪島市の職員の方々も、被災地でお

仕事をされていて、超過勤務ってものすごくたくさ

んあったっていうふうにも言われてますが、その辺

り、どんなふうな状況なのかなと思うんですね。職

員が66％参集して、業務を行うと。長時間勤務でも

それはもう災害時だから仕方がないっていう中で、

必要な支援は他市から受けますよっていう枠組みな

んだけど、実際そういう枠組みであったとしても、

物すごい超過勤務が発生してたと思うんですね。そ

れで本当に現場の職員さんも疲弊をされるというふ

うに思います。 

それをできるだけね、過酷な勤務じゃないように

っていうことを言いたいわけなんだけど、被災時の

職員の超過勤務ってどれぐらいなのかというのは御

存じなんでしょうか。 

○柴野将行危機管理室参事 大規模災害が起こったと

きの災害対応業務というのは、本当に日常業務を超

える中で、限りある職員で対応していかないといけ

ないということで、時間外勤務は増えます。輪島市

でもそうでしたけれども、実は業務については偏り

が生じます。それも、フェーズによってその対応業

務のピークが変わってきますので、その都度、そこ

の対応に当たる職員の時間数というのは伸びていき
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ます。 

  これをちゃんと適切に配分をしない場合には、輪

島でもそうでしたけれども、数日間、自宅にも帰れ

ない、時間外勤務が200時間を超えるという職員も

我々も確認をしております。 

  そういった状況で何をしないといけないのかとい

うことは、それを見越した上で、輪島でも実際に支

援の中で取り組ませていただいたのが、業務量を調

査する。本当に大変なところなんですけれども、今

誰がどの時間に帰ってどんな業務をしてるのかって

いうのを、すぐさまそれに取りかかるということを

させていただいております。 

それによって、今のその市の状況の中でどこに偏

りが出るかということを見た上で、それを適切に配

分をすると、こういったようなことを取り組んでき

たというようなことがございます。これは、吹田に

も置き換えれることですから、ピークに偏りがない

ようにしていくということが重要であるというふう

には考えております。 

○柿原真生委員 それをマネジメントできる人材がい

るかどうかによって、大きくそれぞれの被災地の自

治体というのは変わるのかなというふうに思います。 

  もう一つお聞きしたいのが、今回、片山、岸部の

備蓄倉庫の件です。予算を増やして入札不調に対応

するっていうことだったんですけれど、１億3,400

万円増額をする。これはこども園の部分も含んでる

んであれなんだけど、レイアウトも事前に見せてい

ただいて、この備蓄倉庫ってこんなにスペース必要

なんかなっていうのは正直思うところなんです。ほ

かの備蓄倉庫もあると思うんだけど、それぞれの面

積って分かりますかね。 

○菊地祥吾危機管理室主幹 各倉庫の面積につきまし

て、今、市内におきましては６地域に各一つ、倉庫

を設けておりますが、順番に申し上げますと、千里

ニュータウン地域、こちら来年度整備予定の、旧北

消防署の北千里出張所の跡地で設けるもので347.17

㎡、ＪＲ以南地域備蓄倉庫、こちらにつきましては

624.917㎡、山田・千里丘地域備蓄倉庫につきまし

ては192㎡、片山・岸部地域地区倉庫につきまして

は487㎡、旧岸部診療所、現在暫定で使っているも

のの面積でございます。新しく整備する複合施設に

おきましては349㎡確保する見通しでございます。

千里山・佐井寺地域備蓄倉庫につきましては238.7

㎡、豊津・江坂・南吹田地域におきましては236.97

㎡、それぞれ延べ床面積で以上の面積を確保する形

で、それぞれの地域の備蓄物量に応じたスペースを

確保しているものでございます。 

○柿原真生委員 今、お聞きしたら、ＪＲ以南が一番

広そうですね。これは必要な備蓄量とか、支援の対

象人数に対しての面積なのか、それとももうこの施

設でやるから、このスペースになるんですよなのか、

それはどっちなんですか。 

○塩津達哉危機管理室主幹 備蓄倉庫の面積につきま

しては、被害想定の避難者数に基づいて備蓄計画で

備蓄数を決めております。その備蓄数に基づいた物

資の面積を算出いたしまして、必要な面積を確保し

た上で備蓄倉庫を整備しているというところでござ

います。 

○柴野将行危機管理室参事 少し補足をさせていただ

きますと、ＪＲ以南地域、それと山田・千里丘地域

につきましては、既存施設の改修でこの備蓄機能を

設けたという事由がありますので、スペースに若干

の差異が生じているというところになっています。 

  純粋に備蓄倉庫の機能ということで新設した豊

津・江坂・南吹田地域ですね、ここの備蓄倉庫がモ

デル的になるというように考えております。 

○柿原真生委員 だから、備蓄倉庫の面積はそういう

ことなんですねっていうことは分かったんですけど、

それ以外に入り口のところから入っていく辺り、そ

のスペースがまあまあ広いなっていうふうに思って

て、車も３台置けるようになってますけど。他の備

蓄倉庫もそういう状況なんでしょうか。 

○塩津達哉危機管理室主幹 備蓄倉庫の機能といたし

まして、荷物の運搬が必要になって、荷さばきする

スペースが必要になっていきます。それに当たって

トラック等が展開できるスペースが必要になってき

ますので、豊津・江坂・南吹田の地域備蓄倉庫につ

きましても４ｔトラックが展開できるぐらい、片山、

岸部につきましても同等のことで考えております。 

○柿原真生委員 ほかは逆に言ったら、できないとい
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うことなんですね。 

○菊地祥吾危機管理室主幹 今現在整備しております

いずれの倉庫につきましても、そういった物資の輸

送も前提とした倉庫になっておりますので、トラッ

クの展開を含めたスペースの確保というものを、恒

久的な整備をした施設におきましては必ず具備して

いるものでございます。 

○柿原真生委員 だから、既存施設を利用したところ

では、逆にそれは用意はできていないっていうそう

いう意味ですね。 

○菊地祥吾危機管理室主幹 既存施設を改修したとこ

ろにつきましても、恒久的に倉庫で使うという形で

運用しているＪＲ以南、山田・千里丘地域につきま

してはトラックでの搬入を想定した体制、場所を確

保することができております。 

○塩見みゆき委員 危機管理室のほうでは、資料も作

っていただきましてありがとうございます。 

  まず、消防のほうからお聞きをしたいと思います。

今年度、女性の隊員の方が４名採用されるっていう

ことでね、現在11名になってるのかなとは思うんで

すけど、新年度の採用については女性隊員の方おら

れるんですか。 

○岡本 瞳総務予防室主幹 今年度、採用試験実施し

まして、令和８年４月１日採用者は７名となってお

ります。 

○塩見みゆき委員 そうですか。結構、数年間、女性

の方が増えないっていうことがあったと思うんです

けども、この間、それなりの人数の方が入ってこら

れるということで、現在、24時間、当務と非番って

いう形の勤務体系の方と、毎日勤務っていうんです

かね、消防署でお仕事されてる方と、大体女性の場

合、何人ずつぐらいおられるのか、教えてください。 

○岡本 瞳総務予防室主幹 現在の内訳でございます

が、11名のうち２名が育児休業中、１名が初任教育

生として大阪府立消防学校に入校しております。実

質勤務している女性職員に関しましては、予防や総

務などの毎日勤務の勤務者が２名、消防隊や救急隊

など、泊まり勤務となる隔日勤務者が６名となって

おります。 

○塩見みゆき委員 今、国とかも含めて、全体の女性

隊員の比率を上げていこうっていう動きがあると思

うんですけれども、国の基準はどれぐらいで、また

吹田ではどれぐらいを目標にされているのか、教え

てください。 

○岡本 瞳総務予防室主幹 国のほうの令和８年４月

当初の予定としましては５％、全職員に対して５％

という目標でございました。吹田市消防本部で考え

ますと、女性職員数19名というところになります。 

  現時点で、令和８年４月採用者を含めまして18名

というふうになっておりますので、現時点で4.8％

となっております。 

○塩見みゆき委員 そうですか。ずっと、目標に近く

なってきてということで、やはり以前からも申し上

げてますけど、やっぱり男性の社会的な場所だった

ところに女性の方がそうやって入ってこられるって

いうことでは、女性も男性ももちろんなんですけれ

ども、大変厳しい勤務の中でね、やっぱり健康で働

いていただけるっていうことが必要になってくると

思うんです。 

  去年なんかの女性の生理休暇の取得率のことをお

聞きしたいんですけれども、６年度とそれから７年

度途中なんですけど、どんな様子か教えていただけ

ますか。 

○岡本 瞳総務予防室主幹 令和６年度の生理休暇の

取得状況につきましては、全職員数７名で４回とい

う形になっております。令和７年度現時点では２名

が取得し、合計４回取得となっております。 

この取得内容に関しましては、先ほどお話ししま

した毎日勤務者が１名、それから泊まりとなる隔日

勤務者がそれぞれ１名取得されております。あと、

こちらが一番懸念する取りたい職員が我慢して休め

ないという状況は、現時点まででは発生しておりま

せん。 

○塩見みゆき委員 今いろんな働き方改革の中で、休

暇もね、本当に育休についても男性の方もかなり取

られるようになってきていますし、そういう休暇に

ついては関心もあるし、実際、目標とするところに

だんだん近づけるように取れてるっていうのはある

んですけど、生理休暇については消防にお聞きして

ますけど、消防だけじゃなくて、見てみましたら
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2020年度で0.9％しかやっぱり取れてないんですよ、

国の。 

これがピークだったときが、もうかなり古くて

1965年がピークで、それでも26.6％っていうことで、

やっぱりその後、男女雇用機会均等法なんかができ

て、いろいろそういう男女の格差をなくしましょう

よという中で、深夜勤務なんかについても女性に制

限をしてたっていうか、保護の規定みたいなものが

だんだんなくなったり緩和されたりする中で、男性

と同じようにということで、そういう女性特有の休

暇というのは取りにくくなってるっていう、やっぱ

りそういう社会情勢もあるのかなというのは思うん

ですけど、本当に長い人生の中で、そこで無理をす

るかどうかによってその後の妊娠とか、更年期の過

ごし方みたいなものも影響してくると思いますので

ね、ぜひ取れるような環境をつくっていただきたい

と思うんですけど、この間、研修もされてるみたい

ですが、また来年度なんかも特に女性隊員が増える

というところでは、どんなふうにお考えでしょうか。 

○岡本 瞳総務予防室主幹 この件に関しましては令

和６年度からの風土改革のために、全職員に対して

動画研修を実施し、受講後のアンケートで現状につ

いて意見を求め、たくさん前向きな意見を頂いてお

るところでございます。 

  また、今後女性職員が増える形となりますので、

女性の新規採用者につきましては、あらかじめハン

ドブックを用いて休暇制度について説明した上で、

生理休暇を含む様々な休暇に対して、現場の職員も

実際に取っている実績がありますというところをお

伝えした上で、御自身の判断で取得を促してまいり

たいと考えております。 

○塩見みゆき委員 判断は確かに仕事ができるかでき

ないかっていうね、その症状にもよるっていうとこ

ろなんですけれども、厚労省が2022年に調査してい

る中でも、そういう生理に対する症状がないってい

う人はわずか５％なんですよ。そのほかの人は、強

弱はあるにしても、一定やっぱり薬を必要とする、

本当に寝込んでしまうというような方もあったりし

て、後の95％については、やっぱり何らかの困難が

生じている。実際に休暇取れるかって言ったら、や

っぱり取りにくいっていう調査も、やっぱり61.8％

だったかな、あるんですね。 

それが特に男性の場合取りにくいというのもある

んですけど、女性であっても、やっぱりそういう生

理に対する理解がね、あるかないかっていうことも

ありますので、これは別に今回は生理のことを取り

上げてますけど、男女問わず、本当にあの激務の職

場ですのでね、お互いがやっぱり気遣えるような、

そういう環境をつくっていただきたいし、一つの指

標として、やはり結婚された方は産前産後休暇で、

育休っていうふうになっていくんですけれども、そ

の前のやっぱり生理についても取れる環境というの

は、ぜひ考えていただけたらなというふうに思いま

す。時間休的なことも含めてね、またよろしくお願

いします。 

  それから、資料を頂いた危機管理室のほうにお聞

きをしたいと思います。 

  一斉防災の様子をお聞きして、それぞれに様々な

取組がされてるかなというふうに思っているんです

けれども、これで全ての地区になるんでしょうか、

実施されてるのは。されてないとこはないっていう

ことですかね。 

○清田知秀危機管理室主査 地域からの報告を受けて

いるものについては全て記載しております。 

○塩見みゆき委員 何かその空白になってやってない

っていうところは、一応ないっていうことなんです

かね。 

○塩津達哉危機管理室主幹 全ての地域で訓練を実施

しております。 

○塩見みゆき委員 それと大分、印象ですけども、充

実がされてきているのかなっていう、各地区がそれ

ぞれ工夫もされてされてるのかなっていう印象なん

ですけれども。ここ10年くらいといいますか、大阪

の北部地震があって以降といいますかね、特にそこ

ら辺から、我が事として捉えられるというのかしら、

そういうふうになってきてるっていうのもあるのか

なと思うんですけど、この約10年くらいの間で、危

機管理室としてそういう地域の活動なり、防災訓練

みたいなものがどんなふうに変化してるのかとか、

どんなふうに評価したり、今後の課題として考えて
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おられるのか、教えていただけますか。 

○塩津達哉危機管理室主幹 地域の訓練につきまして

は、やはり地域の実情に合わせて訓練を実施されて

いるんですけれども、年々よく相談に来ていただい

ているところがございます。そういった中で市の取

組はこういったものをやっているとか、また地域で

こういったものをやりたいということでしたら、こ

ういったやり方がありますよとか、避難所の運営と

か、そういったところをお伝えさせていただいてい

るところではございます。 

  そういった意味で、また特徴的なところといたし

ましては、一部の地域につきましては災害救助犬を

用いた訓練をしたりとか、炊き出しの訓練はもちろ

んやってるとこもいっぱいあるんですけれども、本

当に地域の実情に合わせて多岐にわたる訓練を様々

独自で考えていらっしゃるっていうところを相談を

受けていて思うところでございます。 

○菊地祥吾危機管理室主幹 加えて答弁させていただ

きたいのが、やはりこの間の推移という中で、やは

り地域の防災の高まりというのは、非常に感じてお

ります。 

  その中でも、連合自治会の自主防災組織につきま

しても、この間非常に増加しておりまして、我々も

補助金制度等で支援を行っておりますけれども、そ

の前22団体であったのが、今、34地域中32団体まで

増加してございます。そういった連合自治会の自主

防災組織、それを核としまして地域の訓練なども取

り組まれておりまして、我々といたしましてもその

支援として、連合自治会の自主防災組織の情報交換

会、こちらを毎年実施して、近年では発表会という

ことで好事例も御紹介させていただくなど、取組に

ついていろいろと各地域で新しい取組を進めていた

だいてる中で、それを横展開できるようなサポート

というのも継続して実施しておりまして、そういっ

たところが、かなり地域の自主防災力、こういった

訓練の充実というのにつながっているものかなと考

えてございます。 

○塩見みゆき委員 次のところでお聞きしたいなと思

っていた、そういう共有ですよね、本当にうまくい

ってるところをどんなふうに市域全体に広げていく

かっていうことでは、お聞きしたいなと思ってまし

たので、それもお答えいただいてありがとうござい

ました。今後もまた、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  続いて、もう一つ頂いた資料で５ページなんです

けども、ここ５年ぐらいですかね、様々な防災、減

災に資する主な取組内容ということで資料を頂きま

した。 

  2025年度、新たな取組も様々行われたということ

で、来年度、2026年度については特に予算上も目立

った施策としてはないのかなと思うんですが、2026

年度についてはどういう形でこういう取組をされよ

うとしているのか、教えてください。 

○塩津達哉危機管理室主幹 2026年度ですけど、今回、

令和７年度に新たにシステムとか導入させていただ

いております。そういった部分の導入、例えば循環

トイレの検証とかそういったところも含まれており

ますので、令和８年度につきましては７年度に入れ

たものの検証を行いつつ、さらに防災の取組につい

て進めさせていただきたいというふうに思っており

ます。 

○塩見みゆき委員 検証っていう辺りが、どんな形で

されようとしているのか、もう少し具体的に教えて

いただけますか。 

○塩津達哉危機管理室主幹 例えばですけれども、避

難施設解除システム、今年度導入させていただいて

おります。一斉合同防災訓練でも活用しております

し、６月の訓練でも活用させていただいたんですけ

れども、地域の皆様からの意見を踏まえまして、こ

ういったふうに改善したほうがいいとかっていうお

声も聞いておりますし、また災害用のトイレ等につ

きましてはですね、１月の下旬から導入、試験運用

をさせていただいておりますけれども、使用回数を

今確認しているところでございます。 

その後、現在、循環トイレのアンケート、使用し

た方のアンケートを取っておるところでございます。

評価について確認をした上で必要な改善課題があり

ましたら、そこについて改めた上で、次の導入につ

いて検討していきたいというふうに思っております。 

○塩見みゆき委員 今おっしゃったように、確かに今
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回の一斉防災訓練の中で、その避難所の解除システ

ムとかそれからラップポントイレですね、こんなの

もされてるところもあるんですけど、それって、ど

ちらかというと危機管理室のほうから具体的にこう

いうのの皆さんの意見というのかな、聞きたいので

取り組んでほしいというそういう働きかけはされた

んですか。 

○塩津達哉危機管理室主幹 一斉合同防災を訓練を実

施する際に、避難施設、避難所マネジメントシステ

ムの活用についてですね、地域の方には御連絡させ

ていただいて、試験運用されたいっていうところに

つきましては、全ての地域において、ＩＣＴだとＱ

Ｒコードで、実際に体験していただいたというとこ

ろになっております。 

  また、ラップポントイレにつきましては、今年度

導入したところがありますので、そこを校区防災要

員と連携しながら設置をしたというところになって

おります。 

  また、そのほかにも、出前講座とか市の研修を通

して、地域防災リーダーとかにもマネジメントシス

テムやラップポン、そういった体験っていうのを研

修等を通じて周知を行っているところでございます。 

○塩見みゆき委員 そしたら、何か所かこれ見せてい

ただいてると、そのトイレなり、避難所の解除シス

テムなり、積極的に入れておられるのかなと思いま

す。そこから御意見を聞かれるのだと思います。 

  私の地区でも、両方とも取り入れた訓練しまして、

早速自治会がアンケート取ってるんですよ。ただ避

難所の解除システムのほうは、それほどでもなかっ

たですけど、トイレはやっぱり関心が、すごいよか

ったっていうのがあって、実際に本当にお水を入れ

て凝固剤を入れて、ちゃんと圧着をしてこうなりま

したというね、現物もみんな見てっていうことで、

非常に好評というのかしら。 

いつも報告なんかを、もし被災地の支援に入られ

たときのお話を聞いてたら、本当にやっぱりトイレ

の臭いっていうので、もうまずはすごい皆さんが驚

くというか、それで衛生的な面から見てもやっぱり

トイレの問題って本当に我慢できないことですので

ね、今、各避難所にそのラップポントイレにしたら

１台ということで配備していただいてますけども、

もちろん今のお話の検証を受けて、今後どうするの

かっていうことにはなると思いますけど、ラップポ

ントイレは非常に圧着する時間が結構１分とは言わ

ないけどかかるんですね。まずは、お一人の方がそ

ういう凝固剤入れて、用を足してからそれを圧着し

てとかいうと、それなりにお一人の方がトイレを使

用される時間が通常よりも延びるっていうところで

は、やっぱりこれがいいから、たくさん入れてほし

いっていうか、今１台しかないんですよっていうこ

とだと、そういう声をたくさん聞きましたのでね、

その辺で検証後とは言うものの、どんなふうにお考

えか、お聞きできたら。 

○柴野将行危機管理室参事 ラップポントイレ、非常

に被災地でも有効に活用されておりました。それを

吹田市の中でも取り入れていきたいということで、

危機管理室からも環境部と協議しながら、これの導

入に至っているわけでございますけれども、申し上

げたように、令和８年度についてはこの様々新たに

導入した被災地の教訓をもとに導入したシステムト

イレ、こういったものをお声を聞きながら、どう展

開していくかという次のステージに向けた検討を進

めるわけでございます。 

  もう有用性は明らかではありますので、どの場所

に配置をするのが適切なのか、その量がどれぐらい

なのか、こういったところもちゃんと根拠を持って

お示しができるようなこの１年に、令和８年度にし

てまいりたいということを考えておりますので、そ

れに基づいて次年度どうしていくか、令和９年度に

向けて準備を進めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○塩見みゆき委員 ありがとうございました。 

○井上真佐美委員長 理事者から、先ほどの柿原委員

の質問に対する答弁の訂正について申出があります

ので、ただいまから発言を受けることにします。 

○長嶺秀則警防救急室参事 先ほど市立市民病院との

３か月おきの会議体の名称について、訂正させてい

ただきたいと思います。 

  名称としましては、吹田市民病院地域医療連携推

進委員会でございます。 
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○井上真佐美委員長 ただいま、理事者から発言を訂

正したい旨の申出がありましたので、許可します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○乾 詮󠄀副委員長 資料ありがとうございました。資

料からまず、御質問させていただきたいと思います。 

  消防の資料で、車両購入費の内訳を資料として頂

いたところですが、消防車両、特に救急車２台と化

学車、これは更新でしょうか、新規でしょうか、そ

の内訳を教えてください。 

○坂野晃平警防救急室主査 ３台とも更新となってご

ざいます。 

○乾 詮󠄀副委員長 昨年も車両の更新で車両の売却益、

これは委員会で質問させていただいて、売却をされ

るっていうことに至ったと思います。 

  今回、更新される旧車両の財産売払収入は計上さ

れているでしょうか。 

○坂野晃平警防救急室主査 歳入に関しては予算計上

はしておりませんが、入札を実施して売却予定でご

ざいます。 

○乾 詮󠄀副委員長 ぜひ官公庁オークション、他の自

治体でも先行してやられているケースがありますの

で、それもまた、検討いただいて、前回のような売

却に加えて、官公庁のオークション、これに臨んで

いただけたらと思うんですが、いかがでしょうか。 

○坂野晃平警防救急室主査 当市の財務規則と入札保

証金の関係等もございますので、その点、確認しな

がら、関係部局と調整して検証していきたいと思っ

ております。 

○乾 詮󠄀副委員長 ぜひいろんな手法で歳入確保を図

っていただきたいと思いますので、よろしくお願い

します。 

  次に、予算書の中で明許繰越で消防のほうですね、

繰越明許が上がってますけど、この内訳について教

えてください。 

○新納秀和指令情報室参事 支援事業におけます繰越

明許といたしましては、北消防署、北千里出張所、

こちらの指令システムを今建築中であります北千里

出張所仮設庁舎、北千里出張所へ移設する事業とな

ります。 

  委託料としましては1,055万3,000円を予定してお

ります。これの繰越しの理由でございますが、指令

システムの移設について、これは業者、関係者との

調整に時間を要したため、令和７年度内に移設を終

えることが困難となったため、供用開始時期に合わ

せ、次年度に予算を繰越しするものとなっておりま

す。 

○乾 詮󠄀副委員長 次に、補正予算で常備消防費、給

与、職員手当共済費が大きく減額されてるんですけ

ど、何か特別な理由、人員体制とかそういう理由が

あった上での減額でしょうか。理由についてお答え

ください。 

○小西将也総務予防室主査 人件費の算出におきまし

ては、人事室で算出しておりますので、こちらでは

御答弁を控えさせていただきます。 

○乾 詮󠄀副委員長 また、後で人事室に聞きたいと思

います。 

  次に、危機管理室のほうから頂いている資料で、

大阪府衛生無線の第３世代の工事負担金、これは令

和７年に予算取られたのを減額して、令和８年で同

額を計上されているということで、これは消防、危

機管理室ともに同様の対応されてるんでしょうか。 

○羽生田 健危機管理室主査 消防と同様の対応とさ

せていただいております。 

○乾 詮󠄀副委員長 予算的には昨年度の予算と同額で

執行できる見込みというのは、これ、間違いなく執

行できる見込みでしょうか。 

○菊地祥吾危機管理室主幹 現状におきまして、既に

大阪府はこちらの工事についても契約を締結してい

るということを伺っております。その金額につきま

して、この予算と同額の金額ということで、負担金

の割合を伺っておりますので、この金額内で執行で

きるものと確認しております。 

○乾 詮󠄀副委員長 大阪府はもう既に工事請負契約を

やってるということであれば、これ、なぜ明許繰越

にされずに、減額補正でまた、新たに当初計上とい

うそういう手続をされたんでしょうか。 

○菊地祥吾危機管理室主幹 こちらにつきましては工

事完了後に、大阪府から負担金として吹田市、各市

町村に請求が来るものということで確認してござい

ます。現時点では工事が完了していないことから、
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まだ明確な金額としては確定はしてございませんの

で、支出負担行為として今現状実施していない状況

となっております。 

  そのためですね、来年度こちら工事完了の時期に

合わせて、支出負担行為を行うということで財政的

な手続を予定しておりますので、一旦今年度に支出

負担行為を実施する見込みがないことから、一旦今

年度の予算を取り下げまして、また、来年度に当初

予算に計上する形を取らせていただいたものでござ

います。 

○乾 詮󠄀副委員長 分かりました。 

  次に議案書で、災害対策費で２点併せてお聞きし

たいんですけど、委託料のリアルハザードビューア

データ更新の委託料が432万9,000円の減額、それか

ら負担金補助及び交付金で、これはほかとかも書い

てあるので、耐震化の補助金とか、大きくこの不用

額が出ている理由を教えてください。 

○菊地祥吾危機管理室主幹 災害対策費のまず、リア

ルハザードビューアーにつきましては、こちらは令

和７年度に洪水ハザードマップの更新を行っており

まして、リアルハザードビューアーのシステムが、

この洪水ハザードマップを基にしたシステムであり

ますことから、そのデータの更新を予定しておりま

した。しかしながら、このリアルハザードビューア

ーの提供事業者から、来年度令和８年度いっぱいを

もちまして、このシステムのサービスを終了すると

いう御連絡がありましたので、今、そのサービスの

終了が見込まれている中で予算をかけて、こちらの

更新を行うことについて、少しもったいないという

ところもございましたので、一旦この委託業務につ

いては取りやめを行いまして、その分を減額補正を

行ったというものでございます。 

  負担金補助及び交付金につきましては、先ほどご

ざいました大阪府衛星無線の減額につきまして、危

機管理室としては大きく計上しているものでござい

ます。そのほかにつきましては、災害対策費として、

他事業の部分も含まれているものと認識しておりま

す。 

○乾 詮󠄀副委員長 リアルハザードビューアデータは

もうこれ一切やらなかったということの御答弁のよ

うですので、今後、予算取りをされるときには先行

きも見越した上で十分に予算対応縮減に図っていた

だきたいと思います。 

  また、負担金補助及び交付金のところで、ほかと

くくられたところが今回衛星無線で資料を頂いた分

の減額の額が相当額含まれるというようなことでし

ょうから、その辺りほかでくくらずに、やはりはっ

きりと予算内訳の明記をしていただいたほうが私た

ちも理解しやすいと思いますので、よろしくお願い

します。 

  取りあえず以上で置いておきます。 

○柿原真生委員 危機管理室のほうにお伺いしたいん

ですけど、長期間派遣、他の自治体に派遣をされて

いったりっていう方の人事評価ってどんなふうにさ

れてるのか、教えて欲しいんです。 

  １年間派遣されてる方は、もしかしたら現地職員

という扱いになってたんかもしれないんですけど、

一般論で結構ですので、お答えください。 

○岡田貴樹危機管理監 恐れ入りますが中・長期派遣、

自治法に基づく案件につきましては人事室の配置、

人事室の職員という形で長期派遣という形になって

おりますので、総務部の人事室が入る際にお聞きい

ただければと存じます。 

  よろしくお願いいたします。 

○柿原真生委員 中・長期派遣、その人事室の在籍職

員という扱いでない方はおられないんですかね。派

遣というんですかね、長期間吹田市役所で働いてお

られない方。 

○柴野将行危機管理室参事 防災に係るところでは今

は行っていませんので、よろしくお願いします。 

○井上真佐美委員長 ほかに質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、議案第31号中、総務部所管分及び議案

第19号中、総務部所管分に対する質疑は保留し、議

案第31号中、消防本部所管分及び議案第19号中、消

防本部所管分に対する質疑は終了します。 

―――――――――――○――――――――――― 

○井上真佐美委員長 暫時休憩します。 

（午前11時57分 休憩） 

（午後１時 再開） 
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○井上真佐美委員長 分科会を再開します。 

  次に、議案第21号 令和８年度吹田市部落有財産

特別会計予算を議題とし、質疑を行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第21号に対する質疑は終了

します。 

―――――――――――○――――――――――― 

○井上真佐美委員長 次に、議案第31号 令和７年度

吹田市一般会計補正予算（第９号）中、総務部所管

分及び議案第19号 令和８年度吹田市一般会計予算

中、総務部所管分を一括議題とします。 

  質疑を保留しておりましたので、質疑を再開しま

す。 

  質問があれば、受けることにします。 

○今西洋治委員 一つ人事のほうに聞きたいんですけ

れども、会計年度職員の予算計上の仕方が今年から

変わったんですけど、なぜなのか教えていただけま

すか。 

○河合俊郎人事室長 会計年度任用職員の予算につき

まして、令和２年度の制度移行時から人件費という

ことで整理されるようになりまして、近年、正職に

準じた取扱いをされるということでの予算規模もな

かなか占めてきているというような経過もございま

して、一体的に、相対的に把握させていただくと。

正職の人件費と同様に取扱いをさせていただくとい

うことで、予算については人事室で一括計上させて

いただくということに変更したものでございます。 

○今西洋治委員 そうなるとですね、事業ごとの要、

不要がちょっと分かりにくくなってしまいますので、

トータル的には大きくなってるとは思うんですけど

も、事業ごとで大きく変わったところって、どこか

あるのか教えてもらっていいですか。 

○河合俊郎人事室長 要、不要につきましては、これ、

予算のことになりますので、基本的には各所属のほ

うで必要な業務対応体制を取るために予算要求とい

いますか、していただいているものでございますの

で、所管の事業のほうで必要な人数の把握というの

はされていると思うんですけれども、今、特段大き

な何かの事情で大きく変わっているということでは

なくて、基本的には例年どおりの予算額を計上して

いるものというふうに認識しております。 

○今西洋治委員 もうちょっと時間たったら分かって

くることだと思うんですけれども、結局、人数が大

きく、大きくというか、トータルでは増えたか減っ

たかとか、あと、給料の平均額が上がっているのか、

上がっていないのか、その辺とかというのはどうい

った感じで報告されるというか、いつぐらいになる

んでしょうか。 

○河合俊郎人事室長 今回、初めてこういう形で人事

のほうで取りまとめさせていただいておりますので、

今後、予算執行がされて経年で見れるようになって

きたときには、そういったところの増減要因とかっ

ていうことも、一定人事のほうで把握ができるよう

になるかなとは思っております。 

  ただ、基本的には所属の事業費、事業運営の中で

見ていただくものですので、事務事業を進める所管

の方でしっかり必要額の精査をしていただくという

のがベースにあるのかなというふうに考えておりま

す。 

○今西洋治委員 今度は特別職の報酬について、今回

変わった部分ありますけども、基本的には自治事務

次官通知によって、昭和39年５月28日の自治給第

208号によりますと、この報酬審議会は、給与価格

改定、給与改定をする前には、毎回その都度、随時

行わなきゃいけないというルールがあるとは思うん

ですけど、この間の答弁の話では、２年前、2023年

の報酬審の意向によりって話になったんですが、そ

の辺は何か特別な理由とかあったんでしょうか。 

○山谷竜也人事室参事 特別職等の報酬につきまして

は、おっしゃるように、報酬審議会のほうで御審議

いただいて、答申を受けて給与改定を行うというと

ころでございまして、直近では令和５年に開催して

おります。その令和５年の答申を受けて、当年度は

一旦提案を見送ったんですけども、次年度に上げて

というような手続を経てます。一連の令和５年の答

申を踏まえて対応したというところでございます。 

○今西洋治委員 先ほどの御答弁で令和５年の分の、

引き続いてっていうことがちょっと気になったんで

すが、一旦我々っていいますか、私の認識なんです
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けれども、令和５年の分は１回そこで終わって、令

和６年度から仕切り直しやと思ってたんですが、そ

の辺はちょっとそごがあったと思うんですけども、

どういう感じか御説明いただけますか。 

○山谷竜也人事室参事 報酬審につきましては、本市

につきましては、以前開催されました報酬審の中で、

おおむね４年に１回ということが示されておりまし

て、令和５年の前は令和元年に開催されているとこ

ろです。ということで令和５年の答申を受けて改定

が答申されましたので、それに基づいて我々はそれ

に沿って提案等、事務手続を進めさせていただいた

というところでございます。 

○今西洋治委員 となると、確かにその昭和39年って

いう通知は大分前、もう一昔前とは思うんですけれ

ども、本当は世間的に言ったらですね、選挙が行わ

れた後、首長が変わった直後とか、そういう都度で

報酬審が開かれるみたいな形になってますけれども、

吹田市はおおむね４年、2023年ってことは１回選挙

終わった後ぐらいに行われた切りって話になってま

すけど、私の任期は３年ちょっとぐらいありますけ

ど、この間でも結構その経済事情とか、周りの環境

とかは激変したと思うんですね。それも踏まえて給

与の、特別職に限らず一般職員さんとかの給与も改

定みたいな話になってきてまして、今回、今年令和

７年ですか、の給与も見直しされたという形で大き

く変わったところ、この節目においてですね、変わ

るよっていうところで１回報酬審は開くべきだと思

うんですが、その辺は御見解いかがでしょうか。 

○山谷竜也人事室参事 かつて令和元年に開催される

までにつきましては、そういう基準みたいなものが

ございませんでしたので、しばらく開催されていな

かったんですけれども、令和元年に開催されたとき

に、どれぐらいのスパンで開催すればいいかという

ことも含めまして、答申いただきました。その後、

令和元年ですね、ちょうどコロナが始まる直前ぐら

いだったかと思うんですけども、その後コロナがあ

って、令和５年に開催されまして、その令和５年の

中でもそういった社会変容はあったんですけれども、

一応、引き続き、そのスパンについては各４年ごと

ということで示されていますので、我々としまして

は、報酬審の中の議論を踏まえた上で対応させてい

ただいているというところでございます。 

○今西洋治委員 ４年に１回というのは、定期的に見

直しするという定期点検みたいな形でやるというの

はやぶさかではないとは思うんですけども、やはり

特別職とか我々公選職の給与、報酬に関わる話とい

うのは、我々が頂いてます市民の信託において貴重

な、本当に大きな部分というか、大事な部分に関わ

ることだと思うんで、定期点検とは別にですね、あ

と大きく変えますよっていうところでは、一旦はや

はり何ていうか専門知識を持った報酬審のほう、都

度行うべきやと思いますので、１回、その辺のとこ

ろは改めていただきたいなとは思います。 

○泉井智弘委員 会計年度任用職員の件で一つ聞きた

いんですけど、人数ってどんな感じ、どんな感じっ

て言ったらあれなんですけど、業務委託とか、結構

いろいろしてて、そこで本来必要だった人はもう必

要なくなったとかというのはいろいろあると思うん

ですけど、その辺どうですかね。人数ってどういう

ふうに調整してるんですか。 

○谷口 明人事室主幹 令和７年４月１日現在で人数

は2,179人でございまして、会計年度任用職員が始

まった当初から大きくは変更はございません。会計

年度任用職員の人数についても、所管は行政経営部

のほうで管理されていますので、人数の増減に関し

ては人事室で控えさせていただきます。 

○泉井智弘委員 管轄外ってこと。定数については。 

○河合俊郎人事室長 ちょっとだけ補足なんですけど、

正規職員につきましては定数ということで管理をさ

せていただいているのと、会計年度任用職員につい

ては予算で管理をさせていただいておりまして、各

所属で必要な会計年度任用職員の予算額を決めるも

のというのは、例えば保育園とかでしたら、そうい

った配置基準があって何対何で、こういう人数を受

け入れたらこんだけの職員体制が要りますよという

ようなところで積算が積み上がっておりまして、そ

れらの会計年度任用職員につきましても、その人数

とか必要性のところの精査というのは予算として行

政経営部のほうで査定を一定されているとは思うん

ですけれども、執行管理とか予算としての管理は人
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事室が行うということで、今回整理をさせていただ

いたものでございます。 

○藤木栄亮委員 本会議でも質疑させていただきまし

たが、予算説明書の98ページの収益事業収入にです

ね、これ、決算で話しさせていただいて、以前まで

は収益事業収入ということで明記、表記されていた

のが今回は、この予算書に関してはボートレース事

業収入ということに変わったということで、市民か

らね、やっぱり分かりやすい表記がいいということ

で、これのほうが私は分かりやすいと思いますので、

一定評価させていただきます。ありがとうございま

した。 

  あと、ここの額でいうと、４億1,500万円という

ことで、これは前年度分と言ったらおかしいかな。

入ってきたお金で、もう来年度分は決まってて５億

円ぐらいということで、当然、売り上げによってこ

の配分金というのは決まるのでね。１億円ぐらいの

大きなレースがあるときは、それだけ収入があると

いうことで、吹田市にもそれだけ上乗せして入って

くるということなんですけど、結局売上げが悪かっ

たら、これほぼゼロのときもあったと聞いてますけ

ども、駄目なわけで、やはり吹田市としてもですね、

当然今もう交付団体になって、財調も取り崩してと

いう、なかなか収支の均衡が図られていない中でね、

やはりこういう４億円、５億円といえども、貴重な

財源だと思うので、ぜひともやはりＰＲに努めてい

ただきたいっていうのが本会議の趣旨だったんです

けど、その中で本会議では日本財団の話をしました。

あまり時間がなかったんで、あのときはそんな話し

てなかったんですけども、今年の１月に都市ボート

レース企業団議会の議運のメンバーで議長、副議長

とあと議運のメンバーでですね、東京赤坂にある日

本財団の本部を訪れまして、向こうの職員の方とお

話しさせていただいたわけでございますが、やはり

ね、地方自治体、我々選出の議員からしてもありが

とうございますということでね、お礼方々訪ねてい

ったわけでございます。 

  本会議ではああいう市内の福祉団体が多かったん

ですけれども、そういう車とかね、そういうのの購

入に寄与しているということで、そういう使い道に

関してもやはりＰＲしていただきたいなと。それが

やはりボートレースの事業の売上げの増大というか

貢献になるとは思うので、今後ね、よろしくお願い

したいと思うんですけれども。 

  私、今、連合自治会長してまして、私の地区の青

パトも実は日本財団で購入、160万なんですけどね。

額はそんな、この前出したような額ではないんです

けど160万円で10年ぐらい前かな。その前にも日本

財団の助成金で、全額助成金で買ってるんですけど、

やはり何かあったときに、その地域の会合とかあっ

たときに、これは日本財団ボートレースの売り上げ

から青パト代出てるんですよいうことで、私も喧伝

してるわけであって、ぜひ、吹田市としてもですね、

そういうことも努めていただきたい。 

  あと、そうですね、提案というかなんですけど、

いろいろボートレーサーとかね、例えば吹田出身の

ね、あの松井選手なんて御存じだと思いますけれど、

吹田市出身です。これはもう生涯獲得賞金が40億円

超えで、断トツですよ。まだ一線でＡ１のレースで

出ている現役のばりばりのレーサーですので、こう

いう方を例えば市報で紹介するとかね。今、町田啓

太さんという俳優さんを使って、ボートレースのほ

うも、町田教官かな、何かそんなボートレース養成

所に絡めた、テレビコマーシャルとかユーチューブ

とかコマーシャルしてますけれども。 

鹿児島の、福岡の柳川っていうところに、ボート

レーサーの養成所、学校ですよね、あって、あれ１

年間行かないといけないんですね。ほぼ休みないで

す。年末年始ちょっと休業があるだけで、ほぼ休み

なしで朝６時に起床して朝食をとって、あと外にで

て日章旗はいわゆる国旗ですね、日の丸を掲揚して、

国歌君が代を歌って、そっから朝一始まります。そ

れから講座とか実技が始まって、夜の10時かな、に

は就寝という、こういう生活。それで男子はもう丸

刈りです。女子も短髪ということで非常に厳しい訓

練。稀にやっぱり死亡事故もあるのでね、やはり厳

しい、そういう訓練が必要だということ。そういっ

たことで１年間、当然そこの学校に入るまでの何十

倍という審査があって、それを通って学校に行って

も、そこでやはり脱落していくということで、残っ
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た方がプロのレーサーとして残るわけでございます

けれども、最近はですね、大学生も増えているんで

すよ。 

  僕はたまたま視察行ったときに、卒業式に行くん

ですけれども、大阪支部のこと話してたら、私の関

西大学の後輩ですということで、１年間行かないと

いけないから休学するんですね。また、復学して１

年、３年生だから次もう１年大学行って、卒業した

ら走るというか、レーサーになりますいうことで、

今ちょっと出てはりますけれども、そういった、や

っぱり吹田市に関係のある大和大学とか大阪学院と

かは存じ上げませんけれどもね、そういう方もおら

れますので、何か吹田市にちなみ、だからゆかりも

あるようなレーサーとかももしね、取り上げていた

だいたら、ボートレースのそういうＰＲになるので

はないかと思いますが、部長、今後の広報について

広報課ではないけども、総務部としてこういうこと

を考える、私が今提案したのはどうかなと思うんで

すけど、いかがでしょうか。 

○山下栄治総務部長 ボートレースの収益事業につい

ては、委員御指摘のとおり、本市の財政に非常に有

益な事業収入であるかなと認識をしております。そ

れをどうやって周知するかというところで、いろい

ろ工夫をしていかないといけないなと思っておりま

す。 

  御提案いただいた広報がいいのか、あるいはもう

少し柔らかい媒体のほうがいいのか、ちょっといろ

いろ考えてみたいなと思いますので、そこはよろし

くお願いいたします。 

○柿原真生委員 人事評価についてお伺いしたいと思

います。 

  先ほど危機管理室のほうで長期間出向というか、

輪島市の職員扱いになってるんですかね、今。その

方々については、どういう人事評価なんですかって

聞いたら、今は人事室付けになってますっていう話

だったんですけど、それはどんなふうにされている

んでしょうか。 

○川口敬規人事室参事 輪島市への派遣職員につきま

しては、おおむね２か月に１回、帰庁報告を受けて

おりまして、その中で業務の取組状況や健康状態な

どを聞き取っております。 

  その内容を基にですね、人事評価の自己評価を確

認しながら人事評価を行っているものでございます。 

○柿原真生委員 いわゆる上司が面談をするのが一般

的かと思いますが、それは人事室のどなたかが上司

っていうことになるわけですか。 

○川口敬規人事室参事 委員御見込みのとおり、こち

らの派遣職員につきましては人事室付けになってお

りますので、その上司が評価をするものでございま

す。 

○柿原真生委員 それ以外に国の省庁とかにも出向さ

れている方もいらっしゃいますけど、それも同じで

すか。 

○中川真麻人事室主幹 委員お見込みのとおり、国、

府、県の職員に関しましても人事室付けの職員とな

っておりますので、人事室のほうで定期的に帰庁報

告を受けて評価を行っているものでございます。 

○柿原真生委員 人事評価については過去からいろい

ろあったと思いますが、その人事評価に対する職員

の評価っていうんでしょうかね、職員のアンケート

っていうんですか、これが公正にちゃんと評価され

ているというふうな納得性を得られているのかどう

か、その辺りについては、何かそちらとしても把握

をするようなことってされているんですか。 

○中川真麻人事室主幹 人事評価についての職員意見

なんですけれども、今年度ですね、人材育成基本方

針の改正作業の一環で、職員向けのエンゲージメン

ト調査というものを実施いたしました。その中で、

人事制度に対する職員の意見等も広く集約をしてお

りまして、そこで出た意見等もこちらのほうで認識

をしているところでございます。 

○柿原真生委員 そこについてはどんな結果ですか。 

○中川真麻人事室主幹 人事評価についての職員意見

といたしましては、主なもので、評価者の評価のば

らつきであったりとか、どのように自分が評価者に

なったときに相手を評価するときのポイントである

とか、その部分が人によってばらつくっていう課題

っていうところも意見として出てきたところでござ

います。 

○柿原真生委員 それは自由記述欄にそういう意見が
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ありましたよっていう話なのかなと、今のをお聞き

して思うんですが、全体として、今の人事評価でい

いんじゃないっていう納得が得られていると、おお

むね納得は得られているというふうに評価できるよ

うな何か指標っていうのがあったんですか、そのエ

ンゲージメント調査ってよく分かんないんだけど。 

○藤井麻由子人事室参事 エンゲージメント調査の項

目の詳細について、今手元にすぐ出ないんですけれ

ども、一定５段階でつける項目っていうのがありま

して、その中で人事制度っていうところを聞かせて

いただきました。その中でも評価というのは一定出

ておりまして、決して低い評価ではございませんけ

れども、現状満足とかに比べれば、人事制度という

のは一定見えにくいところもございまして、自由意

見も含めて意見ありましたので、その点というのは、

今後、検討していこうと思っているところでござい

ます。 

○柿原真生委員 新年度、人材育成の基本方針を改正

するっていうお話なので、今いろいろ上がっている

職員からの意見というかな、実際に評価する側にな

って客観的評価できるか、それに耐えれるかってい

うのも、やっぱり職員の働くモチベーションに関わ

ってくると思いますので、その点については職員の

仕事を、市役所の職員の仕事をどう評価するかって

すごく難しいと思うんですけどね。どう成果を上げ

たかなんて、職場で違うし、話題になっている仕事

もあれば、すごく地味な仕事もあって、そこで堅実

にやってはる人らって、あんまり日の目を見ないか

もしれないけど、それができてて当たり前で、何も

ないからっていうこと自体がすごく貴重だったりっ

ていうこともあると思うんですけど、そういうとこ

ろの納得性っていうんですかね、そこはしっかりと

職員の意見を聞きながら進めていっていただきたい

と思います。 

  次に、もう一つお聞きしたいんですけど、採用の

試験がもう大分前から変わってると思うんですけど、

いわゆる昔の公務員試験っていうのが、一転、その

行政関係だけじゃないけど、いろんな法律とかにつ

いてのざっくりとした基礎的な知識とかね、そうい

うのが問われるやろうということで、皆さんそれを

勉強して試験受けてはったと思うんですけど、今の

場合はそういうことは特段求められてないんですか

ね。どんな感じの試験になっているんでしょうか。 

○水谷昌揮人事室主幹 現在は特別な公務員試験対策

の勉強が不要となるように、ＳＰＩ３試験を導入し

ております。２次試験以降はグループワーク、グル

ープ討論試験、３次試験は個別面接試験という形で、

特別な公務員試験対策は不要としております。 

○柿原真生委員 そうしたら、そういうのをもともと

分かってて、その行政関係とか法律関係について一

定の知識持ってはる方が来られてる場合もあるし、

そうじゃない方が来られてる場合もあるかなってい

うふうに思うんですけど、その辺りで、それは知識

なんで、後から、別に就職してから勉強したらいい

っていう部分もあるかもしれないんだけど、それは

どうやって身につけていきはるんですか。 

○中川真麻人事室主幹 採用後の職員のそういった公

務員としての知識の向上につきましては、まず、一

番大きな取組としまして、新規採用職員向けの研修

を約五日間実施しております。 

  こちらの中では公務員倫理や地方公務員制度その

ものについて、職務基本能力の向上など職員として

働くための基本的な知識をまず、一番最初に勉強し

ていただくというようなプログラムを組んでおりま

す。 

  また、その後も、職階、希望する職員といろいろ

な形の研修があるんですけれども、法務研修である

とか、財務の研修等を適宜行っているものでござい

ます。 

○柿原真生委員 その新規採用向けの五日間の研修の

中で、公務員制度に関して、説明というかね、され

てると思うんですけど、もう少し具体的に教えて欲

しい、どういう中身ですか。 

○中川真麻人事室主幹 今、研修の資料そのものを手

持ちで持っていなくて、なかなか詳細をお答えがで

きず申し訳ないんですけれども、公務員倫理、地方

公務員制度のところにつきましては、外部から講師

をお招きしまして、そもそもの地方公務員法等法規

の在り方であったり、公務員倫理、公務員として守

らなければいけないコンプライアンスの部分であっ
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たりというのを、具体的な事例等を交えながら、外

部講師の方から御説明いただいているものでござい

ます。 

○柿原真生委員 いろんな市民の方が来られて、対応

されると思うんですね、市の職員の方々って。市民

の方でもいろんな法律とかに詳しい市民の方とかも

いらっしゃって、あるいは制度に詳しい方とかもい

らっしゃって、そういうことについて答えれない職

員さんがいるようなことも、市民の方から言われた

りして、今、あのとき電話に出たのは委託なんやろ

かとか、いろいろ言わはるわけですよ。だから、委

託の方は委託の範囲内でしか答えられないんで、も

う全体のことを聞かれても答えられないっていうの

もあるんだけど、職員の方でも一定ね、職階に応じ

てっていう話だったけど、別に係員の方でも一定答

えれなあかんこともあるんちゃうかなっていうふう

に思うんですね。その辺りが何か、大丈夫なんかな

っていう率直な心配です。 

○中川真麻人事室主幹 委員御指摘のとおり、市民の

方になかなかお答えができずに、市民の方が困って

しまうというような事例もあるかなと思うんですけ

れども、その中で一つ取組といたしましては、職場

内研修というものも制度としてございまして、こち

らにつきましては先ほどの公務員倫理のように全職

員が一律で持つ、それぞれの職場の中で法律であり

ましたり、定め、あとはそこの職場に特化して行う

べき取組等、職場の中で研修を実施するという取組

も各室課のほうで適宜行っておりまして、その辺り

で専門性というのを高めていけるものかなと思って

おります。 

○藤井麻由子人事室参事 補足といたしまして、職場

の研修に関しましては職場内研修のほか、もともと

ＯＪＴ制度というのもございまして、先輩職員から

具体に教わっていくっていう制度を設けているとこ

ろでございます。そのほかには、新任主査にはなる

んですけれども、法務能力向上研修というのもつく

っておりまして、法務能力につきましては法制室に

いる特定任期付きで弁護士を雇っておりますところ

から、そこと連携しまして、法務能力の向上という

のは不可欠というところで、研修体系も組んでおり

ますので、法務能力の向上につきましては研修でも

努めていきたいと思っているところでございます。 

○柿原真生委員 時間もなくなってきたんであれなん

ですけど、今、ＯＪＴの話がありましたけど、決算

委員会のときにね、在課・室課年数がだんだん年々

短くなってきてますよねっていう話をしたと思いま

す。マニュアルとかつくってるんだっていう話もあ

りますけれど、やっぱりマニュアル化できない部分

も含めての、教えていくっていうことをやっていく

必要があると思ってまして、そこがね、だんだん経

験年数が少なくなっていくと、マニュアルはしっか

りしたものがあるかもしれないんだけど、事務とか

実務の話はしっかり伝わるけれど、そのバックボー

ンっていうんですかね、そこの辺りがちゃんと伝わ

ってるんだろうかというふうに、それもちょっと心

配になる部分があるんですね。ですから、いろんな

在室課年数を短くしようと思って短なってるわけじ

ゃないっていうのが、それも決算委員会で言われて

ましたけれど、その辺りも含めて、私自身は考えて

いっていただきたいなというふうに、要望にとどめ

ます。一旦置きます。 

○塩見みゆき委員 まず、最初に資料を頂いたんです

けど、これは決算のときと同じ資料、令和６年度ま

でということでした。おおむねどの部についても残

業自体は減ってきているということが言えると思う

んですけど、よく市民の方から言われますのは、今

年度からでしたかね。夜間とか、土日の市民の懇談

とか、この前、先日でいうと、自治会が地域の要望

のことで担当と話したいっていったときに、まずは

土曜日は駄目、じゃあ夜は、夜も駄目っていうこと

で、なかなか参加できない人がね、役員の中に出て

しまった。やっぱり若い人にもそういう地域のこと

にも参画してもらおうと思うと、どうしても働いて

る方というのは、夜間とか土日になってしまうんで

すけどね。 

  一方では、もちろん職員の人たちにもきちんと休

みを取っていただきたいし、自由な時間をやっぱり

使って、それを活力に仕事をしていただきたいって

いうこともあるんですけども、毎日夜とか毎週土日

ということではないと思います。 
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  部局によっては、その仕事の中身の関係でやっぱ

土日に出られて、その代休を平日に取るっていうこ

とになると思うんですけど、その辺りの地域や団体

の要望があったときの対応として、職員の方にはそ

の代わりちゃんと代休は取っていただくということ

で、夜間や休日なんかの対応というのはできないも

のなんでしょうか。その辺のことを聞かせてくださ

い。 

○川口敬規人事室参事 標準的な勤務時間である９時

から５時半外の勤務につきまして、今委員おっしゃ

っていただきましたとおり、振り替えでありますと

か時間外勤務命令もありますし、今制度としてあり

ます時差勤務などを活用して、柔軟に対応していた

だければと考えています。 

○塩見みゆき委員 人事の方はそういうふうに今言っ

ていただいたんですけど、なかなか市民相談のとこ

ろなんかに自治会なんかも要望を出されると、もう

そこで断られちゃうんですよね。だから、その辺は

今後、連携していただいて十分に休みを取っていた

だく、そこは確保していただくっていうことを条件

に、夜間や休日のそういう市民の要望にも応えてい

ただきたいというふうに思いますので、お願いしま

す。 

  それと、会計年度任用職員さんの給与のことは先

ほど、正規の職員と同じようにっていう表記になっ

たということなんですが、今年度、国のほうも骨太

の方針2025とか、それからその中では職務経験をち

ゃんと考慮してね、適切な給与水準とかそれから実

情、能力の実証を経た会計年度任用職員さんの常勤

化みたいな、そういうことを進めていこうっていう

方針が出ているんですよね。 

  本会議でもお聞きしたように、そこで私は短時間

正規職員っていうのを提案させていただいたんです

けど、これからいろいろ研究していくということで

した。 

  会計年度任用職員さんの制度を運用するに当たっ

てのマニュアルが、これも今年度改定されまして、

その中では、今、吹田でもそうだと思うんですけど、

職種によって違うんでしょうか。入職してそれから

１年で４号給上がるけど、それが４年とか５年でも

う条件が決まってしまうと、もうそれ以上何年働い

ても一緒っていうようなね、そういう形になってて、

その上限をもうなくしてもいいですよと、そういう

ふうになってると思うんですけど、その点について

はどんなふうに考えておられますでしょうか。 

○谷口 明人事室主幹 経験加算につきまして、本市

におきましては健康専門的な職の方につきましては、

４年の昇給で給与設定をさせていただいております。

会計年度任用職員の給与水準につきましては、均衡

の原則に基づきまして、同程度の職務の内容や責任

の度合い、国や他市、民間企業の給与水準を参考に

することとされております。 

  初任給である基礎号級や上限号級の上限から権衡

しないよう検討し、決定しているものでございます。 

  総務省通知により、必ずしも上限を設定する必要

はないとされたことは認識しておりますが、吹田市

の会計年度任用職員の基礎号級や号級の給与水準が

総合的に他市と比べて低いものとは認識しておらず、

直ちに上限を撤廃することは難しいと考えておりま

すが、今後につきましても引き続き、他市や民間の

動向に注視して適切な給与水準の確保に取り組んで

まいりたいと思います。 

 ○塩見みゆき委員 決して低くないということでし

たが、いつか私、学校看護師の時給に換算したとき

の比べたものを本会議で御紹介したことありました

けど、国の厚労省なんかが調べてる全国平均の時給

よりも、やっぱり吹田の場合低かったと思うんです

よ。だから、会計年度といいますか、昔その非常勤

と言われた職務は、何か補助的な業務というような

表現のされ方もしたと思うんですけど、今、吹田の

業務の中でも会計年度任用職員さんが正規職員とほ

ぼ同じ仕事っていうのをしておられる割合って分か

りますかね。正規職員さんとほぼ同じような仕事を

されておられる会計年度任用職員さんの割合ってど

れぐらいでしょう。 

○河合俊郎人事室長 割合というところで把握はして

おりませんけれども、そもそも業務内容が同一かど

うかっていうようなことと、また、正規職員と非正

規職員で職責といいますか、そういった困難業務に

当たっていただくとか、こういう例えば、議会対応
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とか関係部局との調整とか、そういった職責ある行

動を、責任を負わせられるかというようなこともあ

りますので、一概に業務内容だけで同じことやって

るから同じ処遇なのかという議論ではないのかなと

いうふうには考えております。 

○塩見みゆき委員 全国的な調査では、正規職員とほ

ぼ同じ仕事をしているっていう方が大体この会計年

度任用職員、自治体の調査したら、27.9％ほどは職

員さんとほぼ同じような仕事をしている。正規職員

の方の指示を受けない専門的な仕事をしてるってい

う方も13％おられるということで、やっぱりそれな

りの責任を持って経験生かして仕事をされている方

がいると思うんですよね。やっぱり上限があること

で、一定のところまで行ったらもう昇給しないって

いうことになってしまうんだけど、学童の指導員の

方とか学校看護師もそうですし、正規のそういう人

たちがいないところで、もう本当に会計年度任用職

員でありながらも責任ある仕事をしてはる方たちも

たくさんいて、やっぱり一定そこは評価をされるべ

きだと思いますし、専門職としてのやっぱり資格な

り専門性っていうものはきちんと認められなければ

ならないのではないかなというふうに思います。 

今後、どこか他市でその上限のことを見直してい

るとか、短時間正規職員もですし、会計年度任用職

員さんを正規の職員に採用する試験を優先的に受け

る、そういう試験を実施するとか、いろんな動きが

全国でも出てきていますので、その辺は吹田として

も研究していただきたいし、ぜひ、職員の皆さんの

声も聞きながらですけれども、考えていただきたい

と思いますけど、その辺りいかがですか。 

○河合俊郎人事室長 他市の方でそういう短時間勤務

の方の正職を一部、運用的なところで実施されてる

ような事例というのも、もちろん我々把握はしてお

りまして、そういった皆さんが働く上で働きやすい、

皆さんに定着していただけるような勤務なり、採用

っていうのができればというふうには思っておりま

すけれども、今後も検討はしてまいりますが、基本、

正規職員については常時勤務が原則という法律の大

前提でございますので、そこをしっかり踏まえつつ、

どういった手法が取れるのかというのは引き続き検

討はしていきたいと思っております。 

○塩見みゆき委員 会計年度任用職員さんであれ、や

っぱりちゃんと公務労働っていうところではね、や

っぱり市民のためにっていうことで頑張っていただ

いてると思いますので、その辺りは今後も研究しつ

つ、前向きに検討していただきたいということをお

願いしておきます。 

  続けて、以前には、若年層でね、市の職員になら

れても、20代、30代、40代ぐらいでお辞めになる方

が結構いるんじゃないですかっていうことで、資料

も頂いたりしたことがあったと思うんですが、逆に

民間とかで働いておられて、吹田の公務員に、職員

にっていうことで入ってこられる方もあると思うん

ですけど、それは採用試験の中の割合というか、人

数にしてどれぐらいおられるものですか。 

○水谷昌揮人事室主幹 採用試験におけるいわゆる既

卒の割合ですけれども、職種によるところはあるん

ですけれども、例えば一般事務の試験で申し上げま

すと、新卒が受けられる22から25歳の区分では応募

者が、今年度実施試験で779名、それに対して事務

の26から30歳、いわゆる既卒の区分では応募者数は

266名ということで、大体新卒の３分の１程度の人

数となっております。 

○塩見みゆき委員 新卒の３分の１は、ほかの民間な

んかで経験した方が試験を受けに来ておられるとい

うことなんですね。 

  もしもそういう方の場合でね、大学を卒業されて、

勤められたとして、10年以内というか、10年くらい

とした場合、きちんとそこら辺の評価といいますか

ね、今までの経験というものを評価した給与になっ

てるんですか。新卒で大卒で市役所に入られた方と

同じような給与になっているんでしょうか。 

○古谷光平人事室主幹 既卒者の給与に関しましては、

税抜きの加算をしておりまして、新卒で入った者の

給与とは同水準にはならないんですが、一定の加算

は行っております。 

○塩見みゆき委員 同じではない、同水準ではないと

いうことですね。 

○山谷竜也人事室参事 補足をさせていただきますと、

全く新採と一緒ではなくてですね、もちろんその前



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 28 － 

に勤められていた会社が、我々公務員、市役所で働

く上で仕事が同業種の場合もありますし、全く違う

場合もありますので、みんな一律に同じ額が、経験

が加算されるわけじゃないんですけども、基本同じ

ような会社に勤めてはって、引き続き吹田市で働い

た場合につきましては、新採で卒業してからすぐに

入って４年たった方と、その方もどっかの民間に卒

業してすぐ入って４年後、吹田市に入った場合はも

うほぼ一緒ということです。ですので、そういう意

味では違いはないんですけども、いわゆる違う会社

とかで働いていた場合は、吹田市で働いてた方と差

が出たりとかするところでございます。 

○塩見みゆき委員 同じ公務員同士とかだったら変わ

らないけれども、民間の会社なんかだったら違うと

いうことになるんですね。 

○山谷竜也人事室参事 言葉が足らなくて申し訳ござ

いません。民間の会社でも我々と同じような業務を

しておれば、いわゆる100％と言うんですけど、全

く同じになるんですけども、例えばですけれども、

事務職で働く方が全然違うような職種で民間の企業

で働いていた場合、やっぱりこの入ってきたときの

仕事というのは、全く同じような、例えば銀行で事

務職やっていた方で吹田市に入る方と、全然違う何

かそういう調理師の方で事務職になった方って、同

じ４年間を同じように評価するのは難しいので、そ

ういう方についてはちょっと差が出てしまうという

ところでございます。 

○塩見みゆき委員 そしたら、技術職なんかの場合、

どうですか。今、本当にいつも建設環境委員会でも

聞いてますけど、なかなか水道とか、土木なんかの

関係でも技術職がなかなか募集しても来ないとかい

うのがありますよね。だから、それが経験した人が

役所に来てくれるかどうかそれは分からないんです

けど、そういう人たちにも来てもらおうと思うと、

やっぱりそこら辺の配慮っていうんですかね。前か

ら言うてるように、府下でも初任給で見たら、吹田

って一番高槻と一緒で低いじゃないですか。 

  だけど、働いてるうちにどこかで追いついたり、

いろいろその時期によっては違うということだった

と思うんですけどね。だから、逆に経験した方が来

たら、初めて勤める方は初任給を見るけれども、経

験者の人はやっぱり一定評価してもらえるって、次

のところを見るわけやから、技術職でもそこら辺で

給与面でも魅力があればね、来ていただけるってい

うことにもなると思うんですよね。その辺はちゃん

と評価されるんですか。 

○山谷竜也人事室参事 先ほど事務職のことについて

述べさせていただいたんですけども、専門職も同じ

でございまして、これまで長い間、私もそういう格

付けの作業というのを見てるんですけども、技術職、

例えば、土木とか建築の方というのは、基本やはり

民間でも同じような仕事されていますので、ほとん

どの方がいわゆる前の会社を同じように、吹田市で

もし仮に働いてた場合と同じように評価されて、給

与面でもそのほとんど遜色ないような状態っていう

こともありますし、あと、初任給のことで差が、府

内では差があるという、低いということもございま

したが、今年度予算のほうでついに、地域手当が

16％に上がるということで、実際、府内で初任給給

料の本俸自体は、８号低いっていうことなんですけ

ども、府内では４号高いところと８号高いところ、

自治体があるんですけれども、４号高いところに至

りましては、地域手当を含めると、もう吹田市のほ

うが高い。また、８号給高い豊中につきましても、

もうその差額はもう1,900円となってますので、そ

こまでその月額1,900円のために豊中を選ぶかとい

うと、その辺は給料だけで、今まではそうだったか

もしれないけど、もうそういう状態ではないという

ふうに私は認識しております。 

○塩見みゆき委員 でも、地域手当って言っても、固

定されたもんじゃなくて、また、変わりますもんね。

分かりました。同じような業種であれば、中途の採

用であってもきちんと同じように評価されているし、

業種の違う場合は、どうしても差が出てしまうとい

うことですね。 

  できればね、やっぱりそういうふうになれて即一

緒にお仕事ができるような方が来てくださるという

のは、市にとっても市民にとってもプラスになると

いうふうに思いますので。 

  一旦置いときます。 
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○乾 詮󠄀副委員長 先ほど消防で質問しましたら人事

に聞いてほしいということでしたので、議案書の

218ページの常備消防費の給料、職員手当等、共済

費というところで大きく減額補正されています。予

算の譲与ということ以外に、体制的なもので何かこ

の要因があるのではないかと思って質問したところ

なんですけど、いかがでしょうか。 

○山谷竜也人事室参事 消防のほうの所管というとこ

ろでございますが、人事室のほうでも理由を把握し

ておりますので、ここで述べさせていただきたいと

思います。 

  御指摘の219ページで人件費、給料、職員手当等、

共済費で合計で約１億3,700万円の減額補正をさせ

ていただいているんですけども、これは何か体制が

変わったというわけではございません。もちろん、

年度途中に退職者が出たりということもあるんです

けども、我々のこの減額の主な要因としましては、

まず、１点目が、当初予算を見込むときに依願退職

者を見込んでいるんですけども、その見込みが実際

の数より３名ほど低かったので、4,500万円程度、

そして、最近は育児休業を男性でも取る方がたくさ

ん増えてきまして、消防のほうでも例外なく取られ

ていってるんですけども、それが大体年間で20名ぐ

らいいらっしゃるんですけども、そこで4,700万円、

そして、当初予算の人数から途中の依願退職で辞め

られた方が２名ほどいらっしゃいまして、1,600万

円、合わせて１億800万円程度ありますので、大体

はそういったところが理由となっているところでご

ざいます。 

○乾 詮󠄀副委員長 それは依願退職が見込みよりも少

なかったということは、以前に比べて、やっぱり定

着率が高くなったっていうふうに読んでいいんでし

ょうか。 

○山谷竜也人事室参事 退職手当につきましては定年

退職と違いまして、依願退職というのは本当に見込

むのが大変難しいところでございまして、見込む際

には過去のいわゆる平均値であったり、そういうも

のを参考にしていますので、何かたまたまそういう

要因があったかとかいうのは不明なんですけども、

ただ、現実的に当初予算で見込んだ方よりも少なか

ったというところでございます。 

○乾 詮󠄀副委員長 はい、分かりました。 

  続いて人事室に質問させていただきます。 

  今回、予算書の318ページ見てますと、一般職、

対前年で24名の増ということで、本会議で同僚議員

が質問させていただいてる中でも、ＤＸ化とか委託

に振った窓口業務の委託とか、保育所も過去から公

立保育園を民営化したりとかっていうことで、職員

体制としては職員数が減っていってるところなんで

すけど、ここでも予算人員は増えているというとこ

ろで、これは行政経営部でないと答えられないこと

ですか、それとも人事で答えていただけることです

か。この24人増加している要因というのはどういう

ところにあるんでしょうか。 

○河合俊郎人事室長 予算が人員として増えてるとこ

ろというのは、当然予算計上、積算をしている人事

のところにはなるんですけれども、定数そのものが

どういった形で増員、委託で減る分で、新たな行政

事業のために増やす分っていうものを管理をしてい

るのは行政経営部のほうになります。ただ、我々の

ほうとして言えることとしては、各所管で様々な行

政需要のためにいろいろ定数要求、増員要求をされ

ていると思うんですけれども、人事室といたしまし

ては、やはりその働き方のところですとか、育児休

業のところとかでお休みされる方の代替職員の部分、

ここをしっかり拡充してほしいというようなことで、

行政経営部のほうには働きかけをしているところで

ございますので、一定そういった要因で増えている

部分もあるのかなというふうに我々としても認識は

しております。 

○乾 詮󠄀副委員長 それでは、増減の内容については、

これはもう行政経営部に質問させていただくってい

うところになるんですかね。 

○河合俊郎人事室長 給与のこととか、処遇の面では

人事室のほうになりますけれども、人数ということ

であれば、行政経営部のほうになるかなというふう

に思っております。 

○乾 詮󠄀副委員長 また、人数の内訳については行政

経営部で質問します。 

  続いて、総務部に庁舎管理のことでお伺いしてお
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きたいと思います。 

  庁舎管理事業の予算の中で、本庁舎の駐車場に係

る経費もここに含まれていると思います。そして、

行政経営部資料で頂いている雑入の100万円以上の

内訳を教えてくださいという資料の中でも、駐車場

のこの利用料収入、これの総務室の所管分が上がっ

てきています。今、本庁舎の駐車場管理に係ってい

るコストと、それをまた歳入として見込んでいる駐

車場の利用料収入、これはどのようになっています

か。配分的にコスト高なのか、それとも収入超過し

てるのか、いかがでしょうか。 

○霜竹美樹夫総務室参事 駐車場の管理につきまして

は、大きく駐車場管理システムのですね、保守の委

託をさせていただいておりますけれども、ただ、今

手元に金額がないんですけれども、歳入のほうにつ

きましては、大体1,000万円ほど歳入がございます

ので、収入のほうが大幅に大きくなっているような

状況でございます。 

○乾 詮󠄀副委員長 収入のほうが歳出よりも多いとい

うことですので、今後、システム改修も予定されて

いるというふうにお聞きしていますので、昨年、駐

車場料金も値上げをされたというところで、収入に

ついては一定確保できてるところでしょうから、や

はり駐車場の混雑、駐車場に出入りするために、周

辺道路の混雑が相変わらず続いている状況ですので、

駐車場管理システム、これを更新される際には、今、

スーパーとか大手の商業施設であるような、ナンバ

ー読み取り方式ですとか、事前精算システム、また

キャッシュレスですよね、非接触でキャッシュレス

でできるカードで支払えるとか、ペイ払いができる

とか、そういう先進的なことも、歳入が十分確保さ

れているならば、更新時期にそういうことも検討い

ただきたいと思うんですけど、いかがでしょうか。 

○霜竹美樹夫総務室参事 委員おっしゃるとおり、今

年度、駐車場料金値上げをさせていただきまして、

今まで大体年間1,000万円ほどやったのが、今年度

の見込みでいうと、500万円ほど上がるような感じ

になっております。実際に、その形で歳入も大きく

増額が見込めますので、今後また、行政経営部との

調整も必要になるかと思いますけれども、その予算

の使い方について、また相談したいと思います。 

○泉井智弘委員 これも行政経営部と言われるか分か

んないですけど。 

  １回定年になられて再任用される職員さんいるじ

ゃないですか。その場合に、例えば部長級だったら

課長級でとか、の場合あると思うんですけど、その

評価というのはどこでされているんですか。評価っ

ていうか、誰がそれを決めているんですかね。 

○川口敬規人事室参事 いわゆる役職再任用、特例任

用等につきましては、本人の希望と、あと、所属か

らの要望に基づき、検討して判断しているものでご

ざいます。 

○泉井智弘委員 その場合って、１回退職金を払われ

るんですかっていうのと、例えば、役職がついた場

合は、その給料はどうなるんですか。正規の職員さ

んと同等の給料が出るのか。 

○山谷竜也人事室参事 委員おっしゃっているのは、

多分、定年延長ということだと思うんですけど、今、

定年延長が将来は65歳になるんですけども、今、段

階的に上がっている段階で、今62歳ということにな

ります。ですので、今までであれば、60歳で定年さ

れ、まだ再任用という方がいらっしゃいますけど、

60歳で定年して退職金もらって再雇用されて再任用

ってなるんですけども、定年延長の場合は、60歳を

迎えても定年が延長してるのに引き続き62歳まで働

きますので、そのときに退職手当は支給されるので、

60歳では出ません。かつ60歳のときには、おおむね

役を、例えば部長であれば、それより下ということ

で、役付きであれば主査級に役が落ちるんですけど

も、そのときはその60歳の定年前の７割にカットさ

れた給料になるところでございます。 

○泉井智弘委員 要するに、その基本給とかその基礎

給みたいなのがそもそも下がるっていうことですか。 

○山谷竜也人事室参事 はい、おっしゃるとおりです。

そもそも役も落ちますし、給料額も７割、以前、定

年前にもらっていた額の７割に全員なります。 

○泉井智弘委員 能力があるから必要だということで、

各所管からそういう役職も含めてつくと思うんです

けど、それによって逆に定年ってだんだん伸びてく

ると思うんですけど、その分、意欲のある方が出世
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できないとか、枠が埋まっちゃうとかというのはあ

り得るんですか。それはないんですかね。 

○川口敬規人事室参事 いわゆる特例任用は、例えば

課長職であったりで、引き続き任用する場合という

のは、極めて限定的には捉えておりますので、なる

べく現役世代のその昇任を阻害しないようには考え

ております。 

○泉井智弘委員 部署によっては、例えば、一般事務

でしたら部署を異動して出世できると思うんですけ

ど、さっきの消防とかでしたらね、枠組み決まって

るわけですよね。それでやっぱり上がれない職員が

出てきてないんかなというのが一つ懸念されるのと、

あと、こんなん言ったらあれなんですけど、秘書課

は総務部の中の一つの課になるんですよね。秘書課

の今、次長級いてますよね。何でここに入ってない

んですかね。それはいいんですけど、その秘書課の

簡単な仕事を教えてもらっていいですか。 

○久保考司秘書課長 主に、議会調整事務が秘書官の

仕事。議会関係の事務がメインになっております。 

○泉井智弘委員 議会調整事務ですよね。もともと秘

書課って秘書課長だけだったじゃないですか。そこ

に次長級を置いた必要性っていうか理由って、これ、

部長しか答えられへんと思うんですけど。 

○山下栄治総務部長 秘書課全体の業務で見ますと、

特別職の秘書業務であるとか、あとそのほかの栄典

業務等々がございます。それと加えて先ほど課長が

御答弁させていただきました議会との調整というこ

とで、これは秘書課業務よりも一段、非常に困難、

機微な業務であるということで次長級を配置させて

いただいております。 

○井上真佐美委員長 ほかに質問はありませんか。 

  それでは、質問の途中ですが、職員入替えのため、

暫時休憩します。 

（午後２時９分 休憩） 

（午後２時12分 再開） 

○井上真佐美委員長 分科会を再開します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○泉井智弘委員 広報課に伺いたいんですけど、市報

すいたってあるじゃないですか。あれの表紙、いろ

んなデザインされてて、何かいわゆる、ザ・市役所

みたいな、以前に比べれば、結構写真であったりと

かデザインよくなったなというふうに思うんですけ

ど、あれは毎回、何かコンセプトを持ってされてい

るんですか。 

○西村知華広報課主査 市報の表紙につきましては、

その号の特集記事であったりとか、あとはその季節

のものをテーマに作成をさせていただいております。 

○泉井智弘委員 議会広報委員会というところがあり

ましてね、私、結構長いんですよ。議会自体をやっ

ぱり市民の方にも身近に感じていただこうというこ

とで、これまでいろんな提案をしてきたんですけど

も、やっぱり予算がちょっと増えるからまとまらな

かったりとか、じゃあ裏面から始めたらいいんじゃ

ないかっていうのとかもね、それもちょっと広報課

に蹴られたりとか、いろいろ寂しい思いをしてるん

ですけどね。４回ですよね、年間でいうと。市議会

だより合併号って、同じような色で、薄く右上に書

かれてるだけっていうのが、なんか寂しい気持ちは

あるんですけど、せめてこの議会だより合併号のと

きはですね、市議会を取り上げてもらうとか、表紙

で。そういうことってできないものかなっていうの

を希望も含めて質問なんですけど。 

○船越敍希広報課長 市議会だより等を中に含んでる

号がありますので、そういったところで議会事務局

とも市議会だよりの見せ方など、いろいろ相談させ

ていただいたりとかした経過がございます。その中

で、市議会だよりをもっと充実させたいっていうこ

とは聞き及んでますので、その中では、例えば市民

の方に市議会を身近に感じていただけるように特集

を組ませていただくとか、そういったこともできる

のではないかというのは広報から御意見をさせてい

ただいています。それであれば、先ほど答弁したと

おり、特集の内容と連動して表紙を作成することも

多いですので、今御提案いただいた内容もかないや

すいのかなというふうに考えております。 

○泉井智弘委員 年４回、ぜひ特集していただくよう

にお願いしたいなと。やっぱりね、そこも大事だと

思うんです。行政と議会っていう立ち位置っていう

か、やっぱり議会を市民の方によく知っていただく

っていうのも、市の中では重要な部分かなというふ
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うに思いますんで、ぜひその辺を考慮していただい

て、市議会だより合併号のときはですね、市議会で

特集を組んでいただいて、今、議会広報のほうでも、

いろいろＳＮＳの発信をしていこうとか、議員一人

一人、市民に親しみやすいように身近に感じてもら

おうという取組をしていってる最中なんですけどね。

また、そういう取組をしているっていうのもですね、

ぜひ広報課の皆さんも興味を持っていただいて、一

緒に盛り上げていっていただければなというふうに

思います。 

○後藤恭平委員 昨年できた条例、社会通念上相当な

範囲を超えた言動による職員の被害の防止に関する

条例なんですけど、どうですかね、できて、何か、

この実効性であったりとか、今までの評価と今後の

取組みたいな、この条例ができる前とできた後、ま

た今後っていうそういう視点で見たらどういう変化

があったか教えてもらえますか。 

○佐藤浩一法制室主幹 今年の10月から、まず、外部

委託業者によります相談窓口を開設をしまして、件

数が多いほうがいいのか悪いのかというのはあるん

ですけれども、一応10月開設から今までで十数件と

いいますか、10件程度の相談が入りまして、やはり

その相談内容の中には、法制室の担当者では答える

のが難しかったかなというような、専門知識を生か

した回答を頂いてるようなものもございます。 

  条例制定からの目立った取組としてはまず、その

やはり相談窓口かなと思っておりまして。 

  あとは条例が始まる、条例制定前からの取組では

あるんですけれども、やはり研修ですね。カスタマ

ーハラスメント対象研修というのはまた、実施をし

まして、100名ちょっと足らないぐらいの参加、１

月ぐらいの実施だったんですけれども、それでも感

想、受講の感想などを見させていただくと、ロール

プレイングなども入れたような研修だったんですけ

れども、やはり実際にどういう対応するかを文章で

はなくて、あの演技として見たりですとか、あるい

は本人が、研修を受ける者が自分でどういう回答す

るかっていうことで、研修講師がカスタマーハラス

メントを行う者の役をやりまして、それに対するど

う対応するかというのを実地にやったりですとかで

すね、そういうのも非常に参考になったというよう

な意見もいただいております。 

  こういう取組を引き続き続けていきたいというふ

うに考えております。 

○後藤恭平委員 いや、もう分かったんですけど、そ

の研修は条例なくてもできますよね。別にそれがこ

の条例が根拠になっててその研修してますじゃなく

て、多分なくてもできますよね。 

  できたことによってどう変わったっていう、その

相談窓口も別に条例なくてもできますよね。その条

例があったことによって何か変化が見受けられたか

という質問なんですけど。 

○由利宏樹法制室参事 研修につきましては令和５年

度から始めておりまして、令和６年度とやってきて

おります。条例ができた後、今年度につきましては、

より充実させようと、受講者もより多くの方に参加

していただこうということで、今年度はコンプライ

アンス推進リーダーという各室課の室長、課長級の

職員も、研修、必須受講という形で受けていただい

たり、より多くの受講をしていただいくような取組

をしております。 

  また、相談窓口につきましても、従来は職員が受

けておりましたけれども、委託業者が入ることで、

開設をする前から各室課のヒアリングをしっかり行

って、市のカスハラの現状を知っていただいて、ま

た、職員側もそのヒアリングの場でもこういったこ

とがあるんですと、相談をしてもらったりとか、そ

ういうことで、カスタマーハラスメント対策という

ことへの様々な取組の意識というのも向上していっ

てると思っております。 

○後藤恭平委員 はい、分かりました。例えば何かこ

ういう取組をしてるから、職員さんにアンケートと

かで、どう変化がありましたかとかっていう評価を

いただかないと、多分ね、結果として何も分かって

こないんじゃないかなっていう気がするんですけど。

まだ、そこまでには至ってないという見方でいいん

ですよね。 

○由利宏樹法制室参事 まだ、条例施行１年目でござ

います。相談窓口という形をつくらせていただいた

のも、昨年10月からということで、一定の評価は今
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後のことになるかなと思っております。 

○藤木栄亮委員 市報について、紙質は何であんなぺ

らぺらなんですか。１回指摘したんだけど、一向に

改善される雰囲気もないし、仕事柄、他自治体の市

報等もよく見ますし、また、いろんな諸団体の同じ

ような冊子も見ますが、やはりちょっと貧弱だし、

雨降ったときなんかね、もうひっついたりで見る気

も失せるような紙質なんですけど、継続されるおつ

もりなんですか。 

○船越敍希広報課長 市報の紙質については、配布す

るのに、あまり分厚いと配布が大変になるとか、そ

ういったところもありますし、今、カラーでお見せ

してる中でできるだけ見やすい紙面でっていうとこ

ろと、そういった経済性とか見やすさなどを総合的

に判断して、今の紙質になっております。 

  雨のときに濡れてというところについても、配布

業者には雨に濡れないようにというような指導はし

ながら配らせていただいているという経過でござい

ます。 

  現時点では来年度、発行については契約の変更が

ありますので、業者の変更がありますので、その際

に、もう一度紙については現行でいいのかどうかと

いうのは再度確認したいなというふうに考えており

ます。 

○藤木栄亮委員 いや、紙質が厚かったら配りにくい

というのは、配布業者からの御意見なんですか。 

○船越敍希広報課長 配布業者から聞き取ったという

わけではありませんが、そういったこともあるだろ

うなというふうに検討しているところです。あまり

厚過ぎたらという考え方です。 

○藤木栄亮委員 逆に、何を根拠に配りにくいってい

う話なんですか。 

○船越敍希広報課長 重みが増すというところです。 

○藤木栄亮委員 だから、配りにくいですか。ちょっ

とよく分からないですけどね。部長、いいんですか、

そんな答弁。何の根拠もなく、何の業者からの意見

もなく、重いから配りにくいだろうと。それが吹田

市の公式見解なの。 

○山下栄治総務部長 広報課長が御答弁させていただ

きましたけども、一般的に、物を運ぶ、委託契約を

するときに見本を見せて、この部数で、この重さで

あろうということで見積もりを頂いて契約をしてい

ると。年度途中で変更するとなりますと、極端に重

くなると、その分費用が跳ね返ってくるだろうとい

うことが容易に考えられますので、こういう御答弁

をさせていただいたということでございます。 

○藤木栄亮委員 だろうですけど、近隣他市比較はさ

れましたか。 

○船越敍希広報課長 近隣他市との比較は具体的には

していません。 

○藤木栄亮委員 質疑が終わってからでもいいので、

約40万人前後の全自治体の広報紙に係る、いわゆる

配布部数、それとあと重さ、あと配布業者との契約

金額、また出しておいてください。 

  それとあと、ユーチューブのほうなんですが、吹

ちゅ～ぶか。あれも前回決算委員会で費用対効果が

悪過ぎるという意見を申し述べましたが、来年度も

当然、予算見てないんだけど、来年度予算額を教え

てください。 

○林 滋之広報課主査 来年につきましては約420万

円計上させていただいております。 

○藤木栄亮委員 決算で600万円ぐらいでしたっけ、

同じ400万円でしたっけ、決算額。 

○林 滋之広報課主査 今年度の決算見込みとしまし

ては広報課としまして340万円、決算委員会で出さ

せていただいたのは670万円になります。 

○藤木栄亮委員 ということは200万円ぐらい減額さ

れてたということですか。その積算根拠、減額根拠

を教えてください。 

○林 滋之広報課主査 ８年度につきましては、回数

を一旦見直しさせていただきまして、お伝えさせて

もらいました420万円前後の積算をさせていただい

ております。 

○藤木栄亮委員 回数比較、ちょっとして、何回から

何回になったんですか。 

○林 滋之広報課主査 これまでは毎週の配信という

形で約年間50本つくらせていただいてた部分を月１

回をベースにさせていただいた本数として約十五、

六本ぐらいにはなっております。 

○藤木栄亮委員 毎週が月１回になると４分の１ぐら
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いになるんだけど、４分の１にはなってないという

ことですかね。 

○林 滋之広報課主査 委員おっしゃるとおり、４分

の１にはなっておりませんが、要因としましてはロ

ケの回数であったりとか、50本つくる上でのスケー

ルメリットなどが生じるところから、４分の１に単

純にはなっていないというところにはなります。 

○藤木栄亮委員 決算委員会でも何やかんやとか答弁

されてたけど、結局あんまり費用対効果というより、

費用じゃなくて効果がないと受け取ってはるんじゃ

ないんですか、広報課のほうも。もうそんなんやっ

たら辞めてしまったら、月１回とか、週１回とか。

ああいうのって割と頻繁に更新しないと回数回らな

いっていうこともね、傾向にもあるし、回数回すた

めにやってるんじゃないって、何か前おっしゃって

たけど、次はまたこの指摘受けて、月１回が半年に

１回になるの。そんなんやったら、もうやめてもう

たら。いかがですか。 

○船越敍希広報課長 週１回、これまで更新してきた

中で、２年続けてきて、一定再生回数についても、

回らない回数もあるんですけども、全体としては総

再生数が増えてきているというところがあります。

一定、定着が図れてきたということで、来年度につ

きましては月１回以上は配信したいなということで

考えておりまして、市報とかＳＮＳだけでは伝えに

くい市の魅力であるとか、市政情報についてユーチ

ューブ、若い方見られてるっていうところもありま

すので、いろんなターゲットにアプローチするとい

う観点で、吹ちゅ～ぶ、番組形式でも市政情報を発

信していきたいというふうに考えているところでご

ざいます。 

○藤木栄亮委員 ちょっと観点違うんだけど、僕らの

業界でよくやるのはＳＮＳに広告を出すんですよね。

あれはターゲット層を絞れて、まあまあ効果的に広

告を出せるんだけど、そういうのにシフトしていっ

たら、一つ何か核になるような動画があると思うん

ですね、吹田市の魅力を発信するようなね。何を目

的にするかというのは一つあるんだろうけど、当然、

今、人口減少の中で、どれだけ人口、吹田市も中・

長期的には人口が減るという予想だけど、それをど

れだけ延命させるかっていうね、今の課題の中で、

人口流入にという観点からすると、やはり子育て世

代をこちらへ、吹田市に呼ぶというね、一つの中で

そういうのをターゲット層にして、家庭持って子供

できて、どこに家買おうか、マンション買おうかっ

ていったときに、吹田市を選んでもらうというよう

な、動画１本つくってさ、１本だけでいいやんか。

それをＳＮＳの広告費に今の何や、月１回と、週１

回とか、そういうのじゃなしでね。１本つくったら、

もうそれをＳＮＳの広告に流していくっていう考え

方もあると思うんですよ。同じお金をかけるにして

もね。もうそういうことで、そちらの提案じゃない

からいいんだけど、そういうこともやっぱり含めて、

時代の流れに沿った広報の在り方、予算のかけ方っ

ていうのを今後検討していっていただいたらいいの

かなと。あまり期待してませんけども、お願いして

おきます。 

○乾 詮󠄀副委員長 広報課にお伺いします。予算書の

118、119ページのところからなんですけど、昨年度

に比べて、今回、広報費の予算額が283万4,000円増

額となっているようですけど、これの理由を教えて

ください。 

○船越敍希広報課長 増額の要因としましては、市報

の発行委託に関する委託料と、ホームページの保守

に関する委託料の増額が主な要因でございます。 

○乾 詮󠄀副委員長 その要因というのはどのような理

由で今回増額になったんでしょうか。 

○船越敍希広報課長 市報につきましては、来年度、

入札でまた、発行業者が変わる中で、単価が、紙代

が今、高騰しているというのを聞き及んでおります

ので、紙代の高騰を見込んで、単価の上昇を見込ん

でます。 

  それから、ホームページにつきましては人件費で

あるとか、そういったところが高騰しているという

ところで、委託業者から聞いているところでござい

ます。 

○乾 詮󠄀副委員長 やる内容が特に増えるわけじゃな

いですけど、諸般の物価、人件費高騰による影響で

増額せざるを得なくなっているということなのです

ね。 
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○船越敍希広報課長 委員おっしゃるとおりでござい

ます。 

○乾 詮󠄀副委員長 次に、同じページのところから、

ｉＪＡＭＰの利用料が入ってるんですけど、ｉＪＡ

ＭＰ、これ、どのように利用されてますか。 

○高岡達夫広報課長代理 ｉＪＡＭＰにつきましては、

時事通信社の発信してる行政情報サイトになります。

現在はサイトのライセンスですね、閲覧できるライ

センスっていうのを30ライセンス契約しておりまし

て、原則部長級職員及び部長級職員から指定を受け

た職員が閲覧しているという状況になります。 

○乾 詮󠄀副委員長 それでは山下部長お伺いします。

ｉＪＡＭＰは大体どれぐらいの頻度で御覧になって

ますか。 

○山下栄治総務部長 記事の内容によりますが、見出

しだけでいきますとほぼ毎日見ております。 

○乾 詮󠄀副委員長 見出ししか御覧になってないとい

うことですし、本当に各部長、ライセンスを配られ

てどれだけ御覧になってるんでしょうか。その辺り

の実績をつかんでの再度の予算要求でしょうか。 

○高岡達夫広報課長代理 ｉＪＡＭＰの管理アドレス

というのがあるんですけども、そちらのほうで、そ

の閲覧回数っていうのが分かりませんので、毎年度、

人事異動に伴いまして、ｉＪＡＭＰを閲覧できるラ

イセンスが必要かどうかを各部局に照会しておりま

して、そちらのほうで必要な部署にライセンスって

いうのを付与しているという状況にあります。 

○乾 詮󠄀副委員長 しっかりと活用していただいてい

るという実績があって、それが行政に反映されてい

るということであれば、利用価値があるんでしょう

けど、先ほど御質問させてもらったように、諸般の

経費が上がっていってる中で、もし、こういうもの

が利用頻度が高くないのであれば、見直しをしてい

く必要があるのではないかと意見をしておきます。 

  次に、市報すいたの広報の広告料収入とかが雑入

の中で、700万円以上の雑入で計上されてるのが行

政経営部から頂いた資料で分かるんですけど、広報

紙、それとあと、ホームページのバナー広告等、こ

れが一括でここの雑入に入ってるかと想像しますけ

ど、広告収入料はここ近年の推移で、上昇でしょう

か、下降でしょうか、いかがでしょうか。 

○西村知華広報課主査 広告収入につきましては、市

報のものに関しましては、ここ５年間で毎年上昇し

ているような形になっております。 

○乾 詮󠄀副委員長 上昇傾向にあるということはいい

ことなんですけど、そこにはどういう努力をされて

いるんでしょうか。 

○西村知華広報課主査 特段何か市のほうから営業活

動をかけたりとかはしてはいないんですけども、毎

年、入札で広告代理店を選んでおりまして、入札時

に複数者参加していただいているので、競争性が働

いて、金額のほうが増加していっているのかと考え

ております。 

○乾 詮󠄀副委員長 今全体的に財政状況、収支の不均

衡がある中で予算編成も大変なところだと思います

ので、特定財源の確保についてはより一層の努力を

していただきたいと思うんですけど、その点につい

てどのように今後お考えされているのか、積極的な

広告収入、先ほど営業はされていないということで

したけど、その点のお考えはいかがでしょうか。 

○船越敍希広報課長 市報につきましては先ほどの答

弁のとおり、委託業者さんのほうで営業かけていた

だいてるというところがありますし、人口増えてい

る中で市報の発行部数が増えているっていうところ

で、広告価値は一層高まってるのかなと思いますの

で、そこは事業者さんのほうにしっかり広告を取っ

ていただくっていうところは仕様の中で定めたいな

というふうに考えておりますし、先ほど御質問の中

に含まれていましたホームページのほうのバナー広

告というのは、実は近年では減少傾向にあります。 

  そういったところで、もう少し頑張れる余地があ

るのかなというのは考えているところですので、そ

ういったところは今後、検討していきたいなという

ふうに考えております。 

○乾 詮󠄀副委員長 少しでも特定財源の確保に努めて

いただくよう努力いただきたいと思います。 

  置いておきます。 

○泉井智弘委員 今の質疑聞いて思い出したことがい

ろいろあったんですけど、この委託のね、市報の配

布業者って今何者ぐらいでやってるんですか。 
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○西村知華広報課主査 全戸配布している業者につき

ましては２社となっております。 

○泉井智弘委員 その業者はどうやって決めてるんで

すかね。ちなみにどことどこですか。 

○西村知華広報課主査 業者につきましてはリビング

プロシードという民間事業者と、あと、障がい者の

働く場事業団という業者になっております。 

○泉井智弘委員 その２社の１件当たりの配布金額と

いうのは一緒ですか。 

○西村知華広報課主査 それぞれに配布単価は異なっ

ております。 

○泉井智弘委員 何でそれは差があるんですかね。そ

の理由と割合を教えてもらっていいですか。どっち

が高いですか。 

○西村知華広報課主査 配布の割合につきましてはリ

ビングプロシードが、具体的な割合は今ここでお答

えがなかなかできないんですけども、半数以上の場

所がリビングプロシードが担当している場所になっ

ております。 

  単価につきましてはリビングプロシードのほう、

民間事業者に委託するほうの配布単価が入札で業者

のほう決めておりますので、そちらで入札金額入れ

ていただいた金額で決まっているものになっており

ます。 

  働く場事業団の単価につきましては、事業団のほ

うから毎年見積りのほうを請求させていただいて、

それを基に決めさせていただいているものになりま

す。 

○泉井智弘委員 いや、だからですね、その金額はど

っちが高いんですか。 

○西村知華広報課主査 金額のほうは働く場事業団の

ほうが高い金額となっております。 

○泉井智弘委員 その、何で高いんですかね。何かそ

れがよく分からないんですよ。入札もしてないんで

すよね。その理由は何ですか。 

○西村知華広報課主査 働く場事業団の金額につきま

しては、その民間事業者の金額を参考に、それに手

数料がかかったり、あと、今、人件費も高騰してい

るっていうところを勘案して決めさせていただいて

いるものになります。 

○泉井智弘委員 いや、その人件費がちゃんと、障が

い者の方が多分配ってると思うんですよ。そっちに

行ってるのかっていうのがね、これ、福祉部の所管

になるんですけど、その辺ちゃんと見極めてますか、

その出すほうとして。 

○船越敍希広報課長 先ほどの答弁のとおり、民間事

業者の価格も参考に、実態としては働く場事業団の

ほうにおよそ10％ぐらい高い金額の単価を設定して

いるような形になってまして、それは働く場事業団

のほうで調整いただいて、各作業者のほうとかに配

布するのを調整していただいてるっていうので、手

数料がかかるというところを聞いていますので、実

際にその配る方には民間事業者の方が配るのと同等

程度の単価が入るような積算になるような計算の仕

方ができているというふうに考えております。 

○泉井智弘委員 何が言いたいかって、何でそこにわ

ざわざ振ってるんかっていう話なんですよ。半分弱

の配布を。民間と同等の給料が行くようなって、今

発言ありましたやんか。それね、ほんまにそうなっ

てんのかって。なってないんやったら振る意味ない

んですよ。そんなん全体でもっとね、倍ぐらい出す

からもっと安くしてくれって入札かけたらいいじゃ

ないですか。その理由を知りたいんですよ、わざわ

ざそこに振ってるっていう。そういう既得権みたい

になってるわけじゃないですか。 

○西村知華広報課主査 働く場事業団へ委託している

理由といたしましては、吹田市障がい者就労施設等

からの物品等優先調達推進方針に基づいて、委託の

ほうをさせていただいているものになります。 

○泉井智弘委員 要するに、その何とか方針の所管は

福祉部ですか。障がい福祉なんですね。 

  その辺、見直していかなあかんの違うかなと思う

んですよ。ほんまに障がい者のほうに工賃として入

ってるんやったらいいんですけど、そうはなってな

いっていう、僕の憶測ですけどね、多分そうなんで

すよ。 

  でね、それやったら何のためにそっちに振ってる

かっていう理由づけが、全く理由にならないですよ

ね、優先する。それはまた、こっちで調べさせてい

ただきますけれども。 



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 37 － 

もう一つね、さっき副委員長の質問の中で、広告

会社を入札して決めてるから広告費が上がってるっ

て言うんですけど、広告会社に払っている金額は大

体どれぐらいなんですか。 

○船越敍希広報課長 広告業者からは歳入として頂い

ているので、費用は、吹田市からは発生しておりま

せん。市報の広告につきましては、広告業者が何百

万という形で年間の枠を買い取って、それを営業さ

れているので、広告をやられてますので、市として

は広告業者からまとめて広告代を、広告料を得てい

るっていうスキームになります。 

○泉井智弘委員 ということは市報の広告枠は1,000

万円やったら1,000万円で買い取りますって言って、

その先は広告会社が1,500万円になろうが2,000万円

になろうが市には1,000万しか入ってこない。要は

その広告会社一択に売ってるってことですよね、要

は。 

○船越敍希広報課長 おっしゃるとおり、広告業者の

ほうが買い取るという言い方があれなんですけど、

広告業者のほうで営業されて広告を取ってこられる

という仕組みになっております。 

○泉井智弘委員 それ、もうちょっとやりようあるん

ちゃいますかね。それやったら、もう700万円やっ

たら700万円って決まっているじゃないですか。 

  いや、何が言いたいかって、例えばですよ、すい

たフェスタや何やらって都市魅力がね、寄附を募り

に行くわけですよ。それも広告ですよね。１日の広

告ですけど、多分もっと稼いでるんちゃいますか。

稼いでるっていう言い方おかしいですけど。 

  それやったらね、吹田商工会議所であったりとか、

吹田の企業に、別に吹田市広報課として営業をかけ

ていってもいいんじゃない、そんな大した仕事にな

らないですよ。 

  ほんで基本的にこんだけ長年やってるんで出すと

こって、結構もう定着してきてると思うんですよ。

そういう考えにはならないですか。だって、頑張っ

ても、幾らで買い取りますかって言って、そこでも

う一番高いとこで売ってるわけでしょ。それ、独自

でやったらもうちょっと努力次第では収入になるん

違うかなって思うんですけど、そういう考えにはな

らなかったですか。 

○船越敍希広報課長 これまでの市報の広告について

は、広告代理店の方に買っていただいてっていう形

で掲載してきておりまして、その営業していくノウ

ハウっていうのが正直、職員のほうでは現時点では

ないのかなというふうに考えておりますし、広告の

審査なども１個１個基準に基づいてしていくという

ところで、それも最終審査は今も広報課でやってる

ところあるんですけど、一定ふるいをかけて、業者

のほうでふるいをかけていただいてというところも

あります。継続して広告出される業者さんもあれば、

新規の業者さんを獲得していただいたりということ

で、民間の事業者のほうで広告を開拓していただい

てるっていう側面もありますので、事業者さんのほ

うにやっていただくほうが経済合理性が高いのかな

というふうに考えております。 

○泉井智弘委員 都市魅力部とかに１回聞いてみたら

どうですか。どうやって営業してるか。何かもうち

ょっといけそうな気がするんですけどね。時間もあ

れなんで終わりますけど、さっきの特に配送のほう

に関してはまた、明確な理由をね、別にこの場でじ

ゃなくてもいいんで、教えていただきたいなという

ふうに思います。 

○井上真佐美委員長 ほかに質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第31号中、総務部所管分及

び議案第19号中、総務部所管分に対する質疑は終了

します。 

―――――――――――○――――――――――― 

○井上真佐美委員長 以上で、本日の分科会を閉じた

いと存じます。 

  次回は、３月５日（木曜日）午前10時に再開しま

すので、よろしくお願いします。 

  本日は、これにて散会します。 

（午後２時53分 散会） 
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（午前10時 開会） 

○井上真佐美委員長 ただいまから、予算常任委員会

財政総務分科会を再開し、本日の会議を開きます。 

  これより議事に入ります。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○井上真佐美委員長 議案第31号 令和７年度吹田市

一般会計補正予算（第９号）中、行政経営部所管分

及び議案第19号 令和８年度吹田市一般会計予算中、

行政経営部所管分を一括議題とし、質疑を行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

○今西洋治委員 議案第31号の去年の歳入の寄附金の

うち、指定寄附金の予算が400万円から1,400万円と

1,000万円ほどアップして上方修正しているんです

けれども、これって内容はほとんど企業版ふるさと

納税だと思われるんですが、議案第19号の令和８年

度予算の指定寄附金の予算は2,500万円と大幅にま

たアップしてるんですが、これって現実的な数字な

のかどうか、金額なのかどうかお答えください。 

○小柏 円企画財政室主幹 まず令和７年度の補正で

すけれども、こちらは企業版ふるさと納税のものも

含まれてはいるんですけれども、それ以外の寄附金、

指定寄附金についても計上しているものでございま

す。 

  令和８年度の予算につきましては、企業版ふるさ

と納税も含まれてはいるんですけれども、増要因と

しましては、大学版ふるさと納税、こちらを始める

ことによる増でございます。 

○今西洋治委員 また新たなふるさと納税が出てきて、

何か非常に頼もしいなとは思うんですけども。 

  ただ、企業版ふるさと納税なんですけれども、何

ていうのかな、期限付っていうか、ずっとやれるわ

けじゃなくて有効期限が決まっているみたいな話、

３年延長されたみたいな話にもなってるんですけど

も、例えば静岡県裾野市は、市単体で十数億円、企

業版ふるさと納税を受け取ったりしてたりとか、大

体のところは仙台市とか石川県とか被災地が多いん

ですけれども、単体でも10億円以上ぐらい収入があ

るというところもあるので、市単体でも。 

吹田市でも、今回ホームページ見させてもらいま

したが、阪急さんとかああいうところで大口のは入

ってるのかな、金額非公表なんで何とも言えないで

すけど。非公開なんですけど大口が入ってきてる部

分もあるので、非常に税収に対してポテンシャルを

見込めるので、ちょっと工夫してみたらいいのかな

とは思うんです。 

  思うにですけど、使用目的を選んでもらって企業

がやってくれるというところなんですが、アピール

の仕方っていうかＰＲの仕方と、あとどこの企業を

指名するわけでも指定するわけでもないですけども、

企業にとってメリットのあるような、ここに寄附し

たらこんなメリットあるかもしれないなぐらいのと

ころとかあると思うんですね。 

あと、吹田市でも予算というか、吹田市の魅力的

な部分がある、例えば健都だとか、あとパナスタだ

とか将来的にはアリーナかもしれないし、そういっ

た事業とかとちょっと直接的にやってみたりとか、

あとＪＲ吹田の再開発とか、そういうところとかも

目的に入れてみたら興味を引いてもらえるのかなな

んて思いますので、今回の今年っていうか、来年も

やるにしても、今年もやるにしても、工夫をしてみ

てはいかがかなと思います。 

先ほど言った、例えばパナスタとか健都とかそう 

ういったところと結びつけるようなやり方って、一

応考えてたりはするんですか。 

○小柏 円企画財政室主幹 現状、企業版のふるさと

納税につきましては、やはり他市の状況と比べます

と、本市はまだ少ないというような状況がございま

す。ただ、令和６年度からの実績が出てきたという

ところで、広がりつつあるのかなとは思っていると

ころです。 

  具体的に、健都とか分野っていうところまでは検

討はしてないんですけれども、やはり企業さんが応

援したい取組と本市がやりたい取組っていうのがマ

ッチすると、非常に財源的には助かる制度ではある

ので、できるだけ本市が目指す施策っていうのを効

果的、効率的に進めていけるように、そういった形

で歳入確保策全体の中で検討はしていきたいという

ふうに考えております。 

○今西洋治委員 継続的によろしくお願いします。 

以上です。 
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○泉井智弘委員 決算のときもちょっと話題出たと思

うんですけど、金利２％でしたっけ。あれはどう考

えてるんですか、今後。いろんな話が出たと思うん

ですよ。過去にも後藤委員がいろいろ指摘したって

いう話をちらっと聞いたんですけど。何十億円って

借りてるわけじゃないですか。それに対する２％っ

ていうのは、これはもう普通に考えて民間の感覚と

はかなりかけ離れてるっていうか。その辺のお考え

はどうですか。 

○小柏 円企画財政室主幹 やはり、利率につきまし

ては後年度の負担になってくるというところがござ

いまして、実際2.175％というふうに申し上げたん

ですけれども、やはり安くはない金額ですので、で

きるだけ抑えていけるように借り方等も含めて、手

法も含めて検討はしていきたいと考えておりますし、

検討しているところでございます。 

○泉井智弘委員 いや、安く考えていただいてるのは、

それはそのとおりなんですけど、検討もくそも、何

でそもそもそういう金利になっているんですか。そ

れはもう慣例的なもんなんですか、銀行との。 

○小柏 円企画財政室主幹 借り方っていうところが

やはり大きいところにはなってくるかと思うんです

けれども、決算のときにも申し上げましたとおり、

現状では吹田市の指定金融機関との相対交渉で実際、

銀行等引受債についてお借りをしているという状況

で、その手法を見直すことで利率はできるだけ抑え

ていけるのかなというふうには考えているんですけ

れども、今現状、指定金融機関で発出をする経費で

あったり、振込手数料であったり、そういったもの

もトータルで見直していく必要がございますので、

そういったものと併せて見直しをしていきたいとい

うふうに考えております。 

○泉井智弘委員 見直ししていただかないといけない

っていうのはそのとおりなんですけど、具体的にプ

ランっていうか、いつまでにそれをまとめられると

かってありますか。決算はいつでしたか。11月やっ

たらいうてももう数か月たってるわけじゃないです

か。決算のときにある一定の見直すみたいな答弁あ

りましたけど、そこからすぐ取り組みましたか。 

○小柏 円企画財政室主幹 検討については行ってい

るところではあるんですけれども、実際に手法を変

えていくというところになりますと、指定金融機関

の発出経費等の見直しの年度が令和９年度になりま

すので、そちらと併せて実際には変えていけるよう

にということで検討していきたいというふうに考え

ております。 

○泉井智弘委員 今実際、全部でどれぐらい借りてる

んですか。 

○小柏 円企画財政室主幹 銀行等引受債、令和６年

度債、令和７年の５月に借りたものでいいますと、

約30億円弱だったと記憶しております。 

○泉井智弘委員 それは、借換えとかもできるんです

か。普通やったら借り換えますわね、金利高いから、

こっちのほうが安いからっていって。これ分かんな

いですよ、行政手続的にどうかっていうのは分かん

ないですけど、普通の感覚でいったらもうそうなり

ますよね。 

○小柏 円企画財政室主幹 仕組みとしましては可能

でございます。 

○泉井智弘委員 それやったらもう早いほうがいいと

思うんですよ。利息だけで、逆にどれぐらい払って

るんですか。どういう払い方なんですか、その利息。 

○小柏 円企画財政室主幹 銀行等引受債につきまし

ては、10年償還となっておりますので、半年に１回

利息をお返しする、利子を払うということになりま

すので、半年分の元金均等でお借りをしております

ので、それが10年間続くというような払い方になり

ます。 

○泉井智弘委員 それ単年度で借りたのが10年かけて

っていうことでしたら、毎年借りてますよね。って

ことは、ずっとそれが積み重なってるわけじゃない

ですか、相当な額になりますよね。大きい事業をす

るときに何十億って借りたりもするでしょ。それも

10年。で翌年また何かの事業で借りて、また10年っ

て。それを今までずっと払い続けてたと思うんです

けど、それはどれぐらいの額になるのか。 

  例えば、令和８年度だけでもどれぐらい返さない

といけないんですか、過去のも含めてですよ。分か

んないですか。 

○中村暢之企画財政室参事 申し訳ありません。銀行



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません 

－ 3 － 

からだけのっていうところの抽出した金額ってのは

今すぐに持ち合わせていないんですけれども、過去

に借りた分っていうのは、確かに先ほど借換えの話

もございましたけれども、なかなか銀行さんとの話

で、そこを今後、見直したからといって過去の分を

遡って換えるってのは難しいかなというのも考えて

おりますので、確かに御指摘いただいたように前か

ら時間がたっているんじゃないかという話もござい

ますけれども、今後の各課の一応、経過も踏まえて

前向きには考えていきたいと思っております。 

  ただ、一定、銀行との時間調整もかかると思いま

すので、先ほど申し上げた令和９年度というのを見

据えて着実に進めていきたいとは思っております。

時間はもう少し頂けたらなと思っております。 

○泉井智弘委員 いや、時間かけたらあかんと思うん

ですよ、こんなん。過去のやつ借り換えられへんこ

とないじゃないですか。行政手続上可能ということ

なんですけどね。これちょっと個人に照らし合わせ

て申し訳ないですけど、住宅ローン借りてて、ほか

の銀行が金利もっと安くなって、手数料払っても月

払い安くなりますよっていったらすぐ借り換えるじ

ゃないですか、残ってたとしても。そういうことは

できないんですか。もう、１回借りたら、10年間は

もうずっと利息を払い続けないといけない、何かそ

ういう契約か何かなってるんですか。 

  極端な話、今残ってる借金、全部うち貸しますよ

っていって、金利0.3％にしますよって、それでも

いいわけじゃないですか。そんな簡単じゃないって

いうのは分かってるんですけどね。そういうのはで

きないもんなんですか。 

○小柏 円企画財政室主幹 借入れの際の契約の細か

いところまで、すみません、資料を持ち合わせてな

いのであれなんですけども、もし今の段階で、もと

もと10年で借りてるものを借換えをするとなります

と、もしかしたらちょっと追加の費用等何か支払わ

ないといけない費用がかかってくる可能性もござい

ますが、仕組みとしては可能かなと思います。 

○泉井智弘委員 一括返済するのに絶対手数料取られ

るんですよね、それは分かってるんですけど、それ

を踏まえたとしても、ほかで金利が安いんやったら

そっちのほうが安くなるっていうのはよくある話な

んですよ。 

  幾ら返してるかっていうのも把握できてないぐら

い借りてるわけですか、逆に言うと。利息でどれぐ

らいかかってるかっていうのを分かってないってこ

とですよね。銀行との契約、どういう契約になって

るかっていうのも分からずに借りてるんですか、毎

年毎年。そこはちょっと大きいですよ、２％って。 

○中村暢之企画財政室参事 その辺り正確な数字を把

握できてなくて申し訳ございません。 

全体で見ますと、公的資金から借りているところ

が大きいというところもございますので、銀行債と

いうのは一部ではございますけれども、ただそこの

金利がほかと比べて高いっていうのも事実でござい

ますので、その辺りの把握と、今後、制度をしっか

り把握する、それからどういった対応ができるのか

っていうのは借換えも含めて、今後の見直しのとき

にできるもの、できないものっていうのを検討して

いきたいと思います。 

○泉井智弘委員 今聞いてる限りでは、行政がお金借

りようが、個人で借りようが同じような仕組みには

なってるんかなっていうふうに思うんですけど。 

  これ、例えば変動とかってあるじゃないですか、

固定とかって。それはどちらなんですか。変動型な

んですか。 

○小柏 円企画財政室主幹 今借りてるものにつきま

しては、固定でございます。 

○泉井智弘委員 ちょっと額が結構あると思いますん

で、そこはしっかりスピード感持ってやっていただ

きたいなというふうに思います。 

銀行さんとのいろんなこれまでの付き合いもある

と思うんですけど、決算のときにも言いましたけど、

銀行さんは銀行さんで、銀行の都合をすぐ言ってく

るわけじゃないですか。幾らこちらがお願いしてる

っていっても。そういう意味でいうと、別にそこに

こだわる必要はないと思いますんで、その辺はしっ

かり検討していただいて、スピード感持ってやって

いただきたいなというふうに思います。 

○後藤恭平委員 まず質問の前に、先に会計室のほう

来ていただいていいですか。 
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○井上真佐美委員長 ただいま後藤委員から会計室の

職員の出席要請がありましたので、出席を求めます。 

  暫時休憩します。 

（午前10時18分 休憩） 

（午前10時19分 再開） 

○井上真佐美委員長 分科会を再開します。 

  会計室の職員に出席していただきました。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○後藤恭平委員 議会質問でも聞かせていただいたん

ですけども、今、本市のほうは先ほど金融機関の話

ありましたけども、決済用口座を歳出の現金の部分

はそうですね、決済用口座を使ってて、ほかは運用

しているということなんですけど、決済用口座を普

通預金にできないのかっていうような質問だったん

ですけど、すごいリスク管理という意味で今の決済

口座を使っていて、物すごい理解もできるんですけ

ども。全てをそうしてしまってずっと固定でしてし

まうというのも、またそれはそれで機会を逸失して

るっていう部分もあるんじゃないかなっていう見方

もできるので、今後、何か変更する点とか、これま

での取扱いとか、そういったところで何かあればお

願いします。 

○福島計哉会計室主幹 普通預金につきましては、

1,000万円までしか預金保護されませんので、公金

管理には適さないと考えております。 

  一方、決済用預金につきましては、無利息の預金

ではありますが、預金額が全額保護されますので、

公金を安全、確実に保管するという観点から、引き

続き決済用預金に預け入れをしたいと考えておりま

すが、今後につきましては、ペイオフの範囲内での

短期的な預金につきましても検討していきたいと考

えております。 

○後藤恭平委員 全部普通口座にしてる自治体もある

っていうふうにも伺ってますし、都銀が潰れるとか

っていう、それもう国家の信用に値するぐらいのリ

スクやとは思うんですよね。そのときに、災害のと

きに国が自治体に援助するのと同じで、さすがに決

済用口座をそのまま、ほんまに破綻したからといっ

て誰もどこも救ってくれないとはなかなか思えない

ので、そういうリスクっていう部分で考えると、答

弁はしやすいですよね、安全のためにっていうのは、

確かにそうなんですけども、一部運用できる部分は

賢くちゃんとしていただいて。経営するとか、歳入

確保とかってよく言うてるのでね。 

せっかく行政の大事な部分をつかさどっているこ

の会計室なんで、ぜひ積極的にやってもらって、ほ

かの部署にも示してほしいなというふうに思います。 

管理者から何かあればお願いします。 

○伊藤さおり会計管理者 ただいま担当からも御答弁

させていただきましたとおり、確かに現状では、や

はり預金の安全性ということで、基本は決済用預金

に現金のほうは管理していきたいと考えております

が、６月ぐらいから秋ぐらいまでは一定、支払い資

金に余剰がある時期もございますので、その部分に

ついて、まずは短期的な運用で、今、金利が上がっ

ている状況も踏まえまして、少しでも増やすといっ

たことに取り組んでまいりたいと考えております。 

○後藤恭平委員 分かりました。 

先ほど泉井委員もおっしゃったみたいに、金融機

関との在り方っていうのも一つ大きな視点で、会計

室も金融機関と当然話をしてると思うんで、行政経

営部の先ほどの金利の話もやっぱり高過ぎますよね、

どうしても金利が。手数料の話もあるって言っては

ったんで、すごい何か交渉しにくい。僕、言い出し

たの大分前だと思うんですけど、全然身動き取りに

くいんかなとは察してはおるんですよ。長年の付き

合いとか、担当者の付き合いなのか、歴史なのか分

かんないですけど、その辺配慮はしながらのつもり

ではあるんですけど、あんまり放置しとくのもよく

ないかなとは思うので。 

できるところから、預けてる金利と手数料と借入

金利とバランスがあったりとか、指定金融機関なん

で来てもらってるとかいろいろあるんやとは思うん

ですけど、ほかの市の状況もお調べされてはるんで

すよね、多分。借入金利、全部の市がこの金利って

わけではないとは思うんですよね。上手にしてると

ころもやっぱあるんじゃないかなというふうに思う

んで、そこは支出を減らしても歳入確保にはなると

思うんで、その考え方をぜひできるだけ予算にすぐ

反映できるようにお願いしたいなと思います。 
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  もう１点、質問で出させていただいてた水道事業

のほうへの繰り出しについてお聞きしたいんですけ

ども、ちょっと簡単に説明しますと、一般会計から

水道のほうにお金を繰り出すと、そのうちの半分程

度は交付税措置されると。その繰り出す基準も、今

回でいうと管路整備とか、前までは消火栓であった

りとか人件費の部分もあったと思うんですけど、管

路整備も拡充されて、今後も総務省のほうは拡充し

ていくだろうと言われている中で、事業実施するけ

ども、繰り出してはなかったという予算を今回、組

んではるんですけども。 

最初１点目聞きたいのは、交付税措置をするかど

うかで事業を選んでるわけではないという答弁だっ

たんですけども、事業実施したのに交付税を取らな

かった事業って、本市で今まであるんですか。 

○今峰みちの行政経営部長 この件に関しましては、

水道側で繰り出しの対象になり得る事業をしている、

それに対して繰り出しをすれば、そこが交付税措置

される。その繰り出しっていうか、事業をすれば交

付税措置っていうのではなくて、そこに繰り出しを

すればということなので、交付税措置されることそ

のものをやっているのに、算定に入れないというこ

とは基本的にはないというふうに考えております。 

○後藤恭平委員 分かるんですけども、繰り出してた

ら同義ですよね、要は。繰り出してたけども交付税

を措置、要は選択しなかったってことはあり得ない

という、この答弁、一緒ですよね。普通に考えたら

事業実施してたら、それが交付税措置の対象ですよ

ってなったら、それ算出の計算式に当然入れて積み

上げていきますよね。予算のほうを見てると、需要

額と収入額、基準財政の差額と予算で計上してる普

通交付税の金額見てると、９割から10割交付税とい

うふうに毎年下りてるっていう算定してんのかなっ

ていう気もせんでもないんですよね。 

  そう思うと、今回でいうと、これも実計の数字な

んではっきりその数字ではないかもしれないんです

けども、水道のほうは1.4億円、およそその額を、

事業を実施するとなってて、交付税措置でいったら

約7,000万円、6,000万円とか5,000万円なんかもし

れませんけど、一般会計からはその金額を起債を起

こして繰り出しておけば、水道は1.何億円かは水道

事業が助かる、資本的収支の中に入るという状況で

あるにもかかわらず、この事業を実施しなかったの

であればそうですけど、すると言っている状態で交

付税措置も出ると言ってるのに起債を起こさない。 

  答弁では、何か会計的な状況やって言ってはるん

ですけど、起債をここで1.4億円を起こしても、キ

ャッシュフローでいったら、逆に収入しかないわけ

ですよね、予算で見ると。支出は再来年ぐらいから

スタートするはずなんで、キャッシュがないってこ

とも当然あり得ないと思いますし、公債費の比率で

考えても、その1.4億円を起債することによって、

何か財政的に基準の数値が超えるとかそういった状

況にあるとも到底思えないんですけども。 

  水道事業を実施するのに、水道事業は1.4億円

丸々現金が入ってくる状況になるわけですよね。ど

の会計で見ても、別にキャッシュフローがどれも潤

う状況になるわけですよね。本市の一般会計も短期

的には7,000万円ぐらいお金が入ってくるし、支払

いが２年後、３年後ぐらいから発生するというだけ

で、水道事業は1.4億円丸々資本的収支に入ってく

るという状況で、会計的に何かしんどい部分が当面、

その1.4億円借り入れることによって生じるとは到

底思えないんですけども、答弁ではそう言われては

るんですよね。 

そこが、事業を実施するのに、一般会計から繰り

出さない理由を独立採算とも言ってはりますけど、

総務省のほうでは、これは独立採算を阻害するもの

ではないだろうというような視点で、繰り出してい

いよというふうになってるんかと思うんですよね。

だから、繰り出さない理由がよく分からないんです

よね。 

水道料金の値上げの話があるのに、今回出さない、

次出しますとかっていう考えは普通あり得なくて、

値上げの議論がもう令和８年度からすると言われて

いるので、この時点で行政経営部足並みそろえて本

市全部の事業として水道料金値上げするんだったら、

一般会計からの繰り出しを複数年度でこう見ていき

ましょうというふうにしていかないと、出したり出



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません 

－ 6 － 

さなかったりなんてしだしたら、その計算式にどう

やって入れるのってことになってしまいますよね。 

  その考え方、今回その予算を組むに当たって、水

道からは当然上がってきてる話だと思うんですよね、

出してくださいと。でも、それを今回お断りして蹴

った理由が、今のところ私は答えが見いだせないの

で、それを教えてほしいなと思うんです。 

○板谷康次企画財政室主幹 まず、独立採算のお話い

ただいてました地方公営企業法であったり、法の施

行令におきまして、経費の負担の原則として一般会

計が負担するもの、企業会計の収入をもって充てる

ものっていうのが書かれております。 

  さらに、詳細な部分として、繰り出し基準が総務

省から毎年通知されておりまして、そこに沿った繰

り出しであれば、当然、独立採算を阻害するもので

はないと思っております。 

  ただ一方で、繰り出し基準が基本的な考え方とし

て示されているものでもございまして、地方公営企

業の実態に即しながら運営することを求めるという

ふうな記載もございます。その辺りで市町村におい

て、双方の会計や実態を把握して判断する必要があ

るというふうに考えております。 

その中で我々としては、本会議の答弁でもあった

ように、今後の料金の動きであったり両方の会計の

財政状況であったり、あとは繰り出しがそれぞれの

会計に与える影響であったり、様々なことを総合的

に考えて判断すべきと考えておりまして、令和８年

度当初予算においては繰り出しの予算計上に至らな

かったものでございます。 

○後藤恭平委員 もう予算組んじゃったんで、非常に

私も聞くの心苦しいんですけど、私、９月の議会で

も１回これ言ってるんですね、指摘して。値上げも

あるし、値上げは急いだほうがいいと。やるんであ

れば、後の世代に負担を残してしまうので、だから

今回これ取れるもんがあったらちゃんと取ったほう

がいいんじゃないですかっていうのを９月に言って。

で、今回予算に計上されてなかったっていうので、

当然、その事業も水道部としては実施しているとい

う状況の中で。行政経営部は、今年はこうだ、来年

はこうしますとか、本当にそれで値上げの話とマッ

チしていくんかなと。出すか出さないかですよね。

出したり出さなかったりっていう考え方ってあり得

るんですか。 

  今回出さないってことは、令和９年も出さないが

通常じゃないのと。値上げの話をしていって、市民

にもその資料を公開して、審議会にもその資料を出

して、値上げの話をするっていうのに、資本的収支、

毎年何億円って入ってくる一般会計からの繰り出し

があるとないとでは、水道料金の値上げ幅もどっと

変わってくるわけですよね。それは、令和８年の僕

が指摘した段階で一緒に議論しとかないといけない

ですよね。今後、検討していきますっていう言葉が

通用していいのかなと。いや、それは水道部ともう

話が出来上がってるんですって言いはるんやったら

いいんですけど、それはそれで内々で水道料金の値

上げをずらしてるとしか思えないんですよね。 

  令和８年の段階で議論して、令和９年からします

という答弁をもらってるわけですよ、うちも。水道

料金のほうは。それをずらすのを勝手に内々で合意

して進めていくのも、それはそれで行政の執行側の

権限でできんこともないんでしょうけども。 

でも、この予算を出す出さないは、今回しないと、

決めておかないと。出さないって決まったら、独立

採算って何だったんですかっていう議論になります

し、出すとなればなったで、今回出しておかないと、

令和９年からしますとかってなったら、じゃあ令和

８年度のこの損失分、誰が補塡してくれるんですか

とかっていう話になりますよね。 

  上手に答えてはくるんかもしれないですけど、失

われた利益っていうのは明らか存在しているので、

令和９年から出しますっていう考えになり得るのか

どうかっていうところが、分かりますか。令和８年

の段階で答え出しておかないといけないですよね、

出すか出さないかは。これから検討しますが、妥当

なのかどうかっていうところをお答えいただいてい

いですか。 

○中村暢之企画財政室参事 今回は、令和８年度当初

予算での取組というのを見送ったというのは先ほど

の答弁のとおりなんですけれども、まず加えて、繰

り出しの指針については、具体的な料金改定の規模
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や内容と併せて一体的に議論する必要があるという

のは思っておりまして、その考えは変わっておりま

せん。料金改定自体、繰り出しの有無っていうのも

料金改定自体の有無とか、スケジュールが大きく変

わるものっていうものでも、規模感的にも考えてお

りません。 

  今後、水道部のほうで審議会のスケジュールであ

ったり、どういうふうな決定をしていくかというの

はまだ未定かとは思うんですけれども、一定、今後

ですね、来年度も含めて審議会での議論が始まって

いく過程として令和９年度という話も出ておりまし

たけれども、そこに並行して我々の議論も、繰り出

しをどうするかっていう議論も並行して進めていく

っていうのがまだできるというふうには考えており

ます。今回の令和８年度当初予算で判断をしなかっ

たからといって、今後、その議論ができないという

ふうには考えておりません。 

○後藤恭平委員 言わんとすることは分かるんですけ

ど、じゃあ令和８年度予算のときは何の協議をした

んですか。今後協議するのと、今まで協議した内容

って何が変わるんですか。 

○中村暢之企画財政室参事 先ほども申し上げたんで

すけども、実際どれぐらいの料金改定が必要なのか、

影響がどうなのかというところが今の段階では見え

ないので、そこは現時点では判断できないと。そこ

を来年度以降に見えてきたタイミングで、かつスケ

ジュールのほう、十分調整が必要と考えております

けれども、そこを見極めながら判断をしていきたい

というふうに考えております。 

○後藤恭平委員 違う、違う。令和８年度の予算の段

階で出してくださいって言われて、出しませんと言

ったその協議の中の話は、そこの内容は当然把握し

てるわけじゃないですか。出してほしいんですと。

でも出しませんという判断をしたっていうその流れ

の協議は今後も同じじゃないですか。 

  料金改定の話じゃなくて、予算を出すかどうかっ

ていう話は、もう協議し尽くしてるわけでしょ。し

尽くさずにこの予算つくったんですかっていう話で

すよね。もう十分した中で決めた決定ですよね。独

立採算とか規模感とかっていうのは、もう話した結

果ですよね。令和９年からっていう内容と、それは

料金改定の話であって、繰り出すかどうかのあれじ

ゃないですよね。繰り出すかどうかは、だから令和

８年の段階で決めておかないとおかしいじゃないで

すか。 

○中村暢之企画財政室参事 繰り返しの答弁になって

申し訳ないんですけれども、我々としましては、料

金改定の中身がある程度見えてからでないと判断が

できないっていう考えをしておりますので、繰り出

しをまずすることを前提にして料金改定の御議論い

ただくのではなくて、料金改定の議論を進めながら、

どれぐらいの影響があるのか、それから先ほど申し

上げたように、一定聞いてる部分はございますけれ

ども、今後の両会計の財政がどうなるのかというの

も踏まえて一体的に議論をしていきたいということ

で、今回は見送ったということですので、今回、議

論を尽くしたというよりは、判断できないところが

あったので見送っているという認識でございます。 

○後藤恭平委員 いや、水道部はもう公開してる資料

あるじゃないですか。判断できひん基準がどこにあ

ったのかがさっぱり分かんないんですけど。それは

一般の人が見ても分かるようにグラフつくってると

思いますし、その数字がうそかどうかとかって言わ

れたらそれは分からないですけど、そんなもん公開

しないですよね。すいすいビジョンもちゃんと検討

した内容を公開してはるわけですよね。それを行政

経営部はこれだけじゃ分からないって言ってるわけ

ですよね、今の話だと。そんなことありますか。 

○中村暢之企画財政室参事 すいすいビジョン等々で

お示しされている内容というのは公開されているも

のですし、近い将来に資金不足が起こるというのは

前提は把握しておりますけれども、その上で繰り出

しをすることが必要かどうかっていうのは、繰り返

しになって申し訳ないですけども、料金改定の中身

と一緒に議論をする必要があるということですので、

一番最初にも申し上げましたけれども、繰り出しの

有無にかかわらず料金改定が必要であるというとこ

ろもあると思いますので、それは一旦、理解してお

ります。その上で、料金改定の中身が見えてから判

断をするというところでございます。 
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○後藤恭平委員 いやいや、繰り出すかどうかで料金

改定の中身が変わるわけじゃないですか。料金の算

定はもうそこそこできてると思いますよ、当たり前

ですけど。どんだけ足りませんって分かってるわけ

ですから。 

  なので、令和９年から出しますってなったら、令

和９年の３月、今ぐらいにまた議論をして、そこか

ら市民に説明するんですかという話になるじゃない

ですか。その時期のタイムスケジュールがおかしく

ないですか、ちょっと。 

○中村暢之企画財政室参事 仮に令和９年度から変わ

るという前提で申し上げると、確かに令和９年度予

算ということでしたらスケジュール的に間に合わな

いというところもございますので、そこは年度途中

での何らかの判断というのも視野に入れて検討して

まいります。 

○後藤恭平委員 なら、補正予算があり得るという考

えでいいんですか。いや、本当にまだ何も詰めてな

いと言ってはるんやったら、それはそれでああそう

ですかと。僕も何か腑に落ちない部分ありますけど、

まあそうですかと言わせていただきます。 

  でもね、令和９年度予算って言われたら、ちょっ

と待ってと。それはどう考えてもスケジュール感お

かしいよと、もともと聞いてる話と。内々でずらす

のは可能かもしれないけど、もともと言ってる話と

違うやんっていうのは、僕は早めに値上げしはった

らどうですかと前から言ってて、去年の９月にも質

問させてもらって、こんなんありますよって言わせ

てもらってるんで。別に値上げするなとか言ってる

わけじゃないんですよ。 

  ただ、一緒に行政全体としてちゃんとそういうこ

とをやっていこうよっていう中で、まだ水道部はこ

ういうスケジュールでこうやりますって言ってんの

に、行政経営部はまだ協議してませんとか、まだ整

ってませんとかっていう姿勢がちょっとどうなんか

なと。分かりますか、言ってること。じゃないと、

スケジュールずらしてしまうことになるじゃないで

すか。だって、今言ってはる内容は今すぐ協議でき

る内容ですよ、繰り出すかどうかの話って。 

水道部からしたら全部資料出してるわけなんで、

何が足りてないんですかと、何の話が足りてないん

ですかって、逆に水道部言いはると思いますよ、今

の話だったら。先が見えませんとかっておっしゃい

ますけど、いや、見えてるじゃないですか。じゃあ

逆に、どんな資料が水道部が用意できたら市民に説

明ができるんですかという話ですよね。もう全部整

えてるから、審議会にも出してるって答弁してます

やんか。それ以上の資料、何を用意しはったらいい

んですかと、水道部もっていう話になるじゃないで

すか。 

  だから、補正予算で用意しますっておっしゃるん

やったらもうこれ以上質問しませんけど、令和９年

度だとおっしゃるんやったら、ちょっと待ってとい

う話になりますよね、どう考えても。令和９年に上

げますって言ってんのに、令和９年度予算で出して

きて、そこから市民に説明して、また説明会の期間

短過ぎなんじゃないですかとかっていう話になって、

どんどんずれ込んじゃいますよね。今までの値上げ

の議論考えてても、それはもう答え見えてるじゃな

いですか。 

だから、そのスケジュール感をもう一回、協議を

するっていう内容もよく分かんないですけど、でも

補正予算でも令和８年度の交付税措置も多分受けれ

ると思うんですよね。別に今すぐ当初予算に入って

ないとあかんというわけでもないと思うんで。ただ、

工事を執行してしまったら多分もう無理やと思うん

ですよね。だからそれまでの間やったら今年度の予

算も話ができると思うんで、その辺どう考えている

のかお答えいただいていいですか。 

○中村暢之企画財政室参事 スケジュールに関しては、

まだ水道部のほうの審議会のスケジュールであった

り、判断のタイミングというのがありますので、そ

こを十分確認する必要があると思っておりますけれ

ども、そこと併せて料金改定の中身が見えてきた段

階で、補正予算なのか別の判断なのか、まだ未定な

ところがございますけれども、少なくとも年度始ま

ってすぐにというタイミングではないかなというふ

うに考えております。 

○後藤恭平委員 普通に考えて繰り出さないっていう

考えがあるのかというふうに思うんですよね。今の
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答えも、節々に令和９年からっておっしゃってるよ

うなもんに聞こえるんですよね。出さない判断やっ

たら、もう最初に、今後も出しませんって言ったら

いいじゃないですか。だってその協議を令和８年度

予算段階にしてるわけじゃないですか、その担当部

とね。検討しますって言ってる時点で、出すけども

今回漏れましたみたいな話にしか聞こえないんです

よね。だって普通はちゃんと資料提出して、出して

ほしいんですって言われて、駄目ですって判断して

るわけですから。令和９年から出す理由を今から探

しますっていってやってるようにしか聞こえないん

ですよ、もう。出さないんだったら、出さない答弁

とか、出さないオーラが出るわけですよ。そうでは

ないから。その宙ぶらりんの状態をいつまでやるん

ですかという、だからそのスケジュール感を教えて

ほしいと。 

もう早く決断してあげたらいいじゃないですか。

向こう、もう協議し尽くしたと思ってますよ、新た

に出せる資料もないのに、向こうも、水道部も。料

金改定の状態をとかっておっしゃいますけど、そん

なんもう全部用意してはるわけですよ。それで予算

の要望に臨んでると思うんですよね。それを、今後

の協議っていうのはちょっとどうかなと思うんで、

ちゃんとしたスケジュールをお願いしたいです。 

○今峰みちの行政経営部長 先ほど来答弁しておりま

すとおり、繰り出しの判断というところに料金改定

の具体を示してもらって、足並みそろえてというこ

とを委員もおっしゃいましたけど、まさに私どもと

しても水道側と一般会計側と足並みそろえた議論が

必要だというふうに思っておりまして、料金改定の

ほうが、水道部側の、何ていうんですか、見通しと

して、令和８年度議論をして令和９年度から上げれ

たらというような見通しの下で審議会にというよう

なことの動きは、もちろん承知しておりますけれど

も、その上での最終といいますか、料金改定、それ

と、それもセットで繰り出しの有無の判断というも

のを同じ俎上にのせて、市として議論し、判断する

というようなことをいつすべきかということを、そ

こを水道部と今後調整してそごのないようなスケジ

ュールで進めてまいりたいと、そういうふうに思っ

ております。 

○後藤恭平委員 分かりましたと言わせてもらいます

けど、本当は料金改定と関係なくても、国が出すっ

て言ってて、独立採算にそこまでこだわる必要がな

ければ、もう出したらいい話じゃないですか。ほか

で交付税下りるよってなってて、事業を実施します

ってなってて、その事業を選択してないときなんか

ないって自分たちでもそうおっしゃってるわけなん

ですから。 

料金改定に合わせるどうこうの話以前に、もうそ

の事業が出てきた時点で、普通選択、メニュー提示

してるわけですもんね、だって。このメニューの中

から担当部も選んでやりたいですって言ってはるは

ずなんで、その時点でもう検討を終わらせとかなあ

かん話なのに。今、料金改定っていうのは、私が言

ったから無理にそれに合わせてそう答弁してはる気

もするんやけども、本来はそんなことなくても、交

付税措置が出るってなってんだから、その事業にの

っとってやるべきじゃないかなというふうに思うん

で、取りあえず早めの答えをお願いしたいと思いま

す。 

  以上です。 

○乾 詮󠄀副委員長 すみません、行政経営部資料で財

産運用収入の内訳資料の中に、会計室に非常に関連

する予算の資料となってますので、会計室に質問を

後ほどしたいと思います。 

  すみません、資料ありがとうございます。 

  行政経営部資料の財産運用収入の内訳のところの

利子及び配当金の一覧の中で、この資料、今、会計

室、お手元にありますでしょうか。聞きたいところ

の番号を言いますので、左の番号の１番、４番、８

番、10番、11番、12番、14番、この基金で貸付金利

子が大きく前年度よりも歳入予算増額になっている

公債利子が昨年度よりも大幅に増額の歳入予算とな

っている、この内容について教えていただけますで

しょうか。 

○檀野良美会計室参事 まず、企画財政室の貸付金利

子につきましては、普通預金の利率のほうが、それ

までと低い0.01％から0.1％に上がりましたことか

ら、その分の利子を見込んでおられるというふうに
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認識しております。 

○乾 詮󠄀副委員長 すみません、今お願いしたほかの

基金の公債利子が大幅に昨年度より増えている内容

なんですけど、これについてはそれぞれの基金の公

債利子の増額の要因っていうのを教えていただけま

すか。 

○檀野良美会計室参事 すみません、失礼いたしまし

た。公債利子のほうにつきましては、債券の運用を

積極的に行っている結果であるというふうに思って

おります。 

  特に住宅政策室なんかは、昨年度、令和６年度の

ほうの積立額が多かった関係で、債券のほうの運用

のほうもより多くなったものというふうに思ってお

ります。すみません、個別のほうは少しお時間頂け

たらと思うんですが、総合的にはそういうふうに見

ております。 

○乾 詮󠄀副委員長 先ほど後藤委員からの質問にもあ

りましたように、積極的に基金の運用、それぞれに

この公債利子のところでは、昨年よりも倍増してい

たりとかっていうことで、やはり運営益が、利率が

上がってきてるっていうところで、非常に歳入確保

の一つの方策としてしっかりと運用していただくこ

とがこれから肝腎になってくるかと思いますので、

よろしくお願いします。 

  財政調整基金の貸付金利子、これは行政経営部と

会計室と両方に関係するところかと思うんですけど、

一時借入金、繰替運用の利率、今年度の予算では貸

付利率何パーセントで見込んでおられますか。 

あわせて、公共用地先行取得事業特別会計の用地

専用特会への貸付けも利率を幾らでされてるか、多

分同じではないかとは思うんですけど、今回、令和

８年度の予算上の利率は何パーセントで見込んでお

られますか。 

○板谷康次企画財政室主幹 まず、財政調整基金の貸

付金利子について御答弁させていただきます。 

  こちらは、指定金融機関の普通預金の利率を適用

しておりまして0.2％で積算しております。 

○乾 詮󠄀副委員長 0.2％ということで、会計室と企

画財政室が連携されて、資金が不足する際に一時借

入れということで基金からの繰替運用、これが収支

構造が悪化してくると、借入れの回数や借入れの額

っていうのが非常に回数も多く多額にもなってきて、

その分、利子も大きく影響するかと思うんですが、

0.2％ということなんですけど、今朝の新聞報道で

は、大体メガバンクと言われるような銀行金利が普

通預金で0.5％辺りというようになってきてますの

で、金利の見直しは、予算上は今0.2％でしょうけ

ど、実行される際には、その時点の普通預金金利で

やられるということでいいんでしょうか。 

○板谷康次企画財政室主幹 内規で繰替運用の取決め

をしておりまして、前年度12月１日時点の利率を適

用するということを定めております。 

○乾 詮󠄀副委員長 前年度でいいのかっていうのは、

これまではゼロ金利政策で金利上昇というのはほぼ

ない、横ばいっていうところが、金利政策が変わっ

てきた中では、日銀も金利を上げていくっていう方

向性の中で、果たして昨年度12月の時点でというこ

とでいいのかどうかということは十分に検討いただ

きたいと思います。 

  ここでちょっと会計室の件は置いておきまして、

後ほど企画財政のほうに質問したいと思います。 

○井上真佐美委員長 ほかに会計室の職員に対する質

問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、会計室の職員は退席されます。 

  暫時休憩します。 

（午前10時54分 休憩） 

（午前10時55分 再開） 

○井上真佐美委員長 分科会を再開します。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○藤木栄亮委員 教育委員会の学校徴収金に係る貸付

金の予算が今議会で提案されております。貸す側、

要は債権者側の観点から行政経営部に聞きたいと思

います。昼からまた文教のほうで教育委員会には質

疑をするという予定になっておりますので。あと、

時間も限られてますので、答弁のほうは簡潔にお願

いしたいと思います。 

  まず、最初にお聞きしたいのは、我々の代表質問、

去年の９月定例会におきまして、今峰部長は学校徴

収金の管理について、関与をしておらず、判断でき
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る立場にないと答弁されておりますが、この答弁は

現在でも変わりありませんか。 

○今峰みちの行政経営部長 学校徴収金そのもの、事

務のそのものの部分につきましては、所管、学校教

育部のほうでしているという認識でございますので、

直接的な関与というのがないというのには変わりは

ございません。 

  ただ、この間のいろいろな御指摘を受けての学校

教育部側での改善の方策を、政策調整会議に諮りま

した上で、今回、貸付けというような歳出計上に至

っているというようなことでございますので、改善

に向けたプロセスの一環であるというふうに関与を

考えております。 

○藤木栄亮委員 ちょっと今、聞こえにくかったんで

すけど何とか会議っていうのをもう一度御答弁お願

いします。 

○今峰みちの行政経営部長 政策調整会議という会議

におきまして、この件の取扱いについての改善策、

幾つか方向性が見いだされております。今回、歳出

のほうに計上しております貸付金につきましても、

その中で方向性を定めたものでございます。 

○藤木栄亮委員 それでは、教育委員会と当然だとは

思うんですけど、この貸付けに関しては協議をなさ

れたということですが、いつどのような形でされた

のかお伺いいたします。 

○小柏 円企画財政室主幹 政策調整会議の、すみま

せん、ちょっとアバウトになるんですけれども、何

週間か前に教育委員会のほうと協議はさせていただ

きました。 

○藤木栄亮委員 ということは、それは一度だけ、時

間的にはどれぐらいですか。 

○小柏 円企画財政室主幹 回数は一度だったと記憶

しております。時間は約１時間ぐらいであったと記

憶しております。 

○藤木栄亮委員 それでも９月の段階では一切関与し

ていない、知らない、知らないというか、中身は分

からないということだったとは思うんですが、それ

以降、この700万円の予算ですけど、貸付けに関し

ては一度きり１時間の協議で貸付けを決定したとい

うことでよろしいですか。 

○宮崎直子行政経営部次長 先ほど、一度、１時間と

申し上げたところなんですけれども、そのほか企画

財政室全体としましては、会議の調整であるとか、

あるいは部長との協議というのもありますので、そ

れが何回っていうのはあれですけれども、１回きり、

１時間のみということではなかったかとは思います。 

○藤木栄亮委員 まあいいでしょう。 

あと、一般論としてお伺いしたいんですけれども、

要は吹田市の一般会計から特定の団体に公金を貸し

付ける場合、財政当局としてどのような審査、確認

を行うのか。 

  例えば、貸付先の法的地位の確認、これ法人格を

取ってるかどうか、個人はないやろうけどね、そう

いうことの確認だとか、当然、お金を貸すわけです

から返済能力の審査もせなあかんよね、金融機関同

様。債権保全措置の設定、また回収不能時の処理方

針等について、一般的な手続を教えてほしいんです

けど。 

○小柏 円企画財政室主幹 貸付先の団体等の具体的

なところにつきましては、財政としまして直接何か

書類等で確認をするというところは今のところして

いないんですけれども、そういったところを満たし

ているという前提で所管のほうで要求はいただいて

いるというふうに考えておりますので、その点を踏

まえて実施計画として協議をしているものでござい

ます。 

○藤木栄亮委員 それは一般論の話ですか。 

○小柏 円企画財政室主幹 この事業に限らず、実施

計画、そうした手続で進めているところでございま

す。 

○藤木栄亮委員 何もどんな団体なのか、どんな財務

内容なのか、何も分からず審査もせず、要は言い値、

向こうの要求どおりに判断しているということなの

か、そんなことあり得るんですか。 

○小柏 円企画財政室主幹 どんな団体であるかとか

そういったところにつきましては、一定、所管のヒ

アリング等で把握はいたしておりますが、実際その

返済能力があるかどうかとかっていうところの具体

的なところまでは、書類としてこちらで把握をする

ということはいたしておりません。 
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○藤木栄亮委員 いや、最初の答弁で何か、何も団体

について確認しないと言ってて、２回目は何か一定

するとかいって、ちょっと今の答弁に矛盾があるん

ですけど合ってるのか。ちょっとよく両方とも正確

には話し言葉なんで覚えてないんだけど、合うてる

のか。 

○宮崎直子行政経営部次長 貸付金につきましては、

この５年間ほど新しい民間団体に貸し付けるという

ようなところというのはなくて、そういった意味で

は例年同じところに貸付けの予算を計上させていた

だいておりますので、そういう意味では、今までの

信頼とかいうところもございますので、新たな何か

をこちらで判断をしていたっていうようなところは

なかったのかなというふうには思ってございます。 

○藤木栄亮委員 もう信頼関係で貸してるということ

です。これ一般論でお聞きしましたので。 

  では、今回の予算についてお伺いしたいんですけ

れども、700万円ということですね。全く、そした

らこの教育委員会の貸付先については、把握されて

おらない、教育委員会だから、学校だから信用して

るんだろうということで政策決定されたということ

でよろしいですか。具体的に教育委員会に対しての

言及をください。 

○今峰みちの行政経営部長 信頼関係ということであ

りますと、見ず知らずの民間団体というようなこと

では、まずはないということが一つにはございます。 

  それと、この貸付けの件に関しましては、政策調

整会議においてもいろいろ確認をいたしました。学

校徴収金の未収金ですね、そこの部分への対策、

様々な対策と併せて公会計化していくまでの経過措

置としての必要性ということを議論されておりまし

て、そこに関して必要性が判断できたということで

予算としても承認し、計上に至ったというふうに考

えております。 

○藤木栄亮委員 その事前協議の中で、令和６年度の

未納金が310万円で、今回の予算700万円なんだけど、

この積算根拠については何か教育委員会からレクあ

りましたでしょうか。 

○小柏 円企画財政室主幹 説明はございました。 

○藤木栄亮委員 その内容を教えてください。 

○小柏 円企画財政室主幹 すみません、ちょっと具

体的に説明を受けた際の資料というのを持ち合わせ

ておりませんので、数字ではお答えできないんです

けれども、今現状で実際に滞納等の金額っていうも

のを踏まえまして積算をしたというふうに聞いてお

ります。 

○藤木栄亮委員 令和６年度では310万円だったのが、

令和７年度の何月言うたかな、12月か11月でしたっ

け、事前協議があった時点では700万円程度の未納

金があるという説明だったということでよろしいで

しょうか。 

○小柏 円企画財政室主幹 今のところ、ちょっとお

答えができない状況ですので、後ほどお答えをさせ

ていただけたらと思います。 

○藤木栄亮委員 お願いします。 

  それじゃあ次、行きますね。管理団体、要は貸付

先の団体についてお聞きしたいんですけれども、当

然、公金を貸し付けるということで、今おっしゃっ

た信頼がおける、教育委員会ということですからそ

れはそうなんでしょうけども、どのような、例えば

口座、どこの口座に振り込まれる、どこの口座で管

理している、その口座名義は誰なんだというところ

は調べられましたか。 

○今峰みちの行政経営部長 今回の貸付金に特化して、

口座名義のところまでを協議等で確認したという記

憶はございませんが、この学校徴収金自体を管理し

ている口座につきましては、昨日、本会議での御質

問に御答弁する際に、教育委員会名義でということ

を確認した記憶がございます。 

○藤木栄亮委員 細かい話なんですけども、教育委員

会名義と教育委員会教育長名義とはちょっと違うん

ですね。そこは確認されてないとは思うけど、僕も

確認してないんだけど、教育委員長にこれ確認して

ないんですけど、教育委員会、今、大江教育長名義

だったら、個人に貸すことにならないですか。 

  ちょっと質問変えて、もし個人名義であれば、こ

れ制度的に貸せるんですか、一般論として。そうい

う質問に変えます。 

○小柏 円企画財政室主幹 そちらについても、確認

させていただいて、後ほどお答えさせていただきた
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いと思います。 

○藤木栄亮委員 すみません。これ多分、答弁調整し

たほうがよかったかな思うんです。いいです、その

辺は別にもう調べてまた答えてください。 

  それでは、もう一つ口座関係の話だけど、教育委

員会は、この学校徴収金口座っていうのは当然、私

費なんですよ、保護者から集めた教材代だとか修学

旅行の積立金とか、当然私費ですよね、公金ではあ

りません。そこに、もしですよ、これもうたられば

なんだけど、公金を、この貸付金を入れるっていう

ことに関して公私混同になりませんか。制度的にこ

れはできるんですか。どのような管理をされるのか。

管理するのは教育委員会だけど、その口座に、私費

の入ってる口座に公金を貸し付ける、公金を入れる

ということは制度上できるのですか、お答えくださ

い。ちょっと難しいかな。 

○宮崎直子行政経営部次長 私費が入ってるところに

公金を貸し付けるわけではなくて、教育委員会であ

る公のところに一時的に貸付けを行って、そこから

支払いを行っていくというふうに考えております。 

○藤木栄亮委員 ということは、これは教育委員会に

確認しないといけないけど、行政経営部が聞いてる

話だと、学校徴収金を管理している口座と別に、教

育委員会の口座がありますよということでヒアリン

グを受けているということでよろしいでしょうか。 

○宮崎直子行政経営部次長 そのような形で明確に確

認をしたわけではないですけれども、そういう認識

でこちらとしてはおるものでございます。 

○藤木栄亮委員 それは、ということは資金前渡口座

という性質のものだということでよろしいでしょう

か。公金ですので。 

○宮崎直子行政経営部次長 すみません、そこまでは

確認はしておりませんが、私費と公費とが一緒にな

るっていうものではないと考えております。 

○藤木栄亮委員 ちょっと議論戻るんですけども、協

議があった時点で、今の仮称なんですけど、貸付金

の仮称、これ教育委員会が示している仮称なんです、

学校徴収金円滑支援金っていうんですね。 

で、ちょっと違和感があるところは支援金なんで

すよ。支援金って、普通は給付金の意味なんです。

これ私の私見じゃなくて、いろんな資料を見てもそ

うなんです。返還せんでもいいですよと、返還不能

のお金を支援金って言うんですよ。これ行政的にも

そうだと思います。 

  部長、ちょっと聞きたいんですけど、この協議が

あったときはこの仮称だったんですか。それとも、

こういう仮称はついてなかったのか。というのは、

この仮称がついてて、支援金となってて、貸付金を

行政経営部が認めるって普通おかしいじゃないです

か。返ってこないですよっていう意味じゃないです

か、こんなの支援金って言ってるんですよ、教育委

員会。 

  未納者の補塡を業者にすると、それも要はもう不

納欠損ありきの名称じゃないですか。返さんでもい

いですよ、返す気ありませんよと。こういう支援金

という仮称は、その協議のときには出てたんですか、

そこを確認します。 

○今峰みちの行政経営部長 12月だったかと思うんで

すけれども、事前協議の時点でこの仮称までが資料

として明示されてたかどうかというのはちょっと記

憶してございません。貸付けを行うという、その経

過措置の一つ、改善に向けた経過措置の一つの策と

しての説明を受けたという記憶でございます。 

  仮称ということで、多分、議案参考資料等にもそ

の支援金という名称が示されているのではないかと

思いますけれども、今、御指摘の件も含めて、教育

委員会として、今後、貸付けに必要な要領等の制定

というのを御議決いただいた後に実務をスタートす

る時点で、正式な名称を改めて検討していく際には、

御指摘の点も踏まえた適切な名称を検討していくよ

うに、教育委員会とも話をしていきたいと思います。 

○藤木栄亮委員 ちょっと２点あるんですけど、１点

は記憶にございませんいうことはどっちなのか分か

らないっていうのことなのか、こういうものが出て

なかったっていうのか、どちらですか。まずその１

点確認します。 

○今峰みちの行政経営部長 協議の際の資料の中に名

称、仮称なりこういう名称で考えていますよという

お話まで具体に提示されていたかどうかを記憶して

いないということでございます。 
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  貸付けをする、一般会計のほうに歳出で計上する

形で貸付けをする方向で考えているというようなこ

とというのは、協議では確認したというそういう記

憶でございます。 

○藤木栄亮委員 だから、これ資料としては出てなか

ったということでよろしいですか、この名称が。資

料あったんですか、その協議に。 

○今峰みちの行政経営部長 恐れ入ります。協議の時

点の資料に明記があったかというのは記憶してござ

いませんが、公開されております政策調整会議の資

料で、仮称ということで、支援金という名称が政策

調整会議時点では、その名称を目にいたしておりま

す。 

○藤木栄亮委員 明記してたということは、その政策

調整会議か何かの会議では、もう出てたっていうこ

とですか、資料に出てるっていうことは。 

  記憶にないのは、僕だって全部資料記憶ないけど

さ。出てたという事実でよろしいですか。 

○今峰みちの行政経営部長 政策調整会議の資料には

示されてございました。 

○藤木栄亮委員 部長はそれ記憶にないということで、

この中で名称を記憶にある方いるんですか。資料見

たよと、その時点で。 

○今峰みちの行政経営部長 政策調整会議のほうは、

企画財政室のほうが事務局職員として入っておりま

して、そのほか両副市長、関係部長等が出席をした

ものでございます。 

  その中で、仮称ということでの名称というのは目

にはいたしております。 

○藤木栄亮委員 私、もう支援金なんて見たら、何か

もう見た瞬間、違和感を覚えたんだけど、誰も違和

感を覚えなかったということね。この名称で貸付金

を決定したということはね、そういうことでよろし

いか。誰も違和感を覚えなかった。誰一人として違

和感を覚えてない。貸付金なのに何で名称が支援金

なのっていう違和感は誰一人として覚えなかったと

いうことでよろしいでしょうか。 

○今峰みちの行政経営部長 まだ仮称という形で示さ

れてたということもございまして、名称自体につい

て、政策調整会議の場で会議構成員から何かしらの

意見が出たということはなかったかと思います。 

○藤木栄亮委員 じゃあ、私の意見とか聞いてて、今、

部長は違和感を覚えられますか。何か今さっきちょ

っと変えるような方向で話しする言うてることは、

違和感を覚えるということでよろしいでしょうか。 

○今峰みちの行政経営部長 仮称として議案参考資料

にもお示ししている中で恐縮ではございますが、御

指摘の点等を踏まえた、改めて正式名称としてどの

ような名称で制度をスタートさせるべきかというこ

とにつきましては、教育委員会と議論してまいりた

いと思います。 

○藤木栄亮委員 じゃあ次、行きます。返還、回収の

話に移行させていただきますけども、予算案による

と、返還が令和10年度つまり令和11年３月、３年後

で一括返還となってるんです。この一括返還ってい

う意味合い、これは例えば、性質上、未納額の補塡

なんですよ。でね、未納者に取立てというか、回収

に行った時点で普通は返還されるべき性質のお金だ

と思うんですけれども、これ一括返還なんです。 

  業者の支払いは、１学期、２学期、３学期って、

大体１学期で１回で分けるというか、１学期の分は

１学期。当然ですよね、事業者だってそんなに１年

も売り掛けできへんからさ。１学期の分で納入した

ドリルや何やは１学期の７月ぐらいに支払いをする、

それが２学期、３学期って続くんだけども。 

  これ、ちょっとその前に請求はどうするんか、

700万円の予算じゃないですか。今回、これ未納が

ゼロだったら貸付けしなくてもいいんですね、実際。

どのようなお金の流れになってるんか。ちょっと議

論飛んで申し訳ない、論点整理できてないんで申し

訳ないんだけど、どのようなこれ貸付けのスキーム

になってるのか。 

  例えば、１学期で50万円足らへん思うから、50万

円貸してとかそういうもんなんですか。ちょっとそ

こ、どんなスキームなってるのか教えてください。 

○井上真佐美委員長 学校徴収金に係る貸付金ってこ

とで、教育費なんですけれども、行政経営部でお答

えできますか。 

○宮崎直子行政経営部次長 すみません。我々が貸す

のではなくて、教育委員会の予算として、今回、計
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上させていただきまして、教育委員会のほうからそ

の団体に貸付けをするという形にはなりますので、

細かいスキームというのは、こちらでは要領をつく

るとかっていうこともお聞きはしてますけれども、

その内容についての詳細は把握はしておりませんが、

今回、計上しております700万円をそちらに入れて

おくと言ったらあれですけども、一括で貸付けをす

るという形での認識かと思っております。 

○藤木栄亮委員 ちょっとだから教えてほしかったん

ですよ。 

  じゃあ、債権者は教育委員会。教育長が債権者な

のか、債務者は保護者なのか。私は、債権者が行政

経営部で、債務者が教育委員会かなと思ってたんや

けどそうじゃないねんね。 

○宮崎直子行政経営部次長 そうですね。教育委員会

のほうの予算で歳出を組んでおりますので、そちら

のほうが債権者になります。 

○藤木栄亮委員 債権者が教育長ですか、教育委員会

ですか。どこまでは聞けるんですか、部長。ちょっ

と教えてください。 

○今峰みちの行政経営部長 次長申し上げたとおり、

貸付けそのものは教育委員会の事務として行います。

ここまで御答弁させていただいたのは、その議論の

経過等に関与している部分ということでお答えをさ

せていただいたかなというふうには思っております。 

○藤木栄亮委員 そうすると、ちょっとこれややこし

い話なんで、どこまでかっていうと。そうすると、

行政経営部はこの700万円の貸付金が当然、焦げつ

くことがないという判断で政策決定したということ

でよろしいですか。そこは、そちらの判断ですよね。 

最初に戻りますけど、当然、貸すほうの相手が返

してくれへんかったら駄目なわけで、市民の血税で

すからね。そういう判断だという、その700万円に

関しては全て返還される、もちろん貸付金ですから

返還されるというお考えの下、市民の血税は１銭と

も無駄になりませんよという判断の下、政策決定さ

れたということですね。ここは、行政経営部の判断

でいいのかな、ちょっと教えてください。 

○今峰みちの行政経営部長 この貸付けを政策調整会

議、あるいはその予算計上ということでの政策判断

をする過程で関わった立場で申し上げますと、まず

はこれまで本会議等で御指摘されてたような未納の

保護者がいると。その分の教材費とかの出を止めら

れない分を、納めている保護者からお預かりしてい

る徴収金から納めてない人の分に回していることが、

やはり大きな問題ということがあったかと思います。 

そのため、そういうふうにほかの保護者から預か

っている分を充てるのではなくて、未納があった分

の原資としての公費を貸付けという形で埋めるべき

だろうというような必要性で判断したというふうに

考えております。 

  細かなスキームは、先ほど御答弁のとおり教育委

員会でということにはなるんですけれども、未納が

あった保護者からの徴収の部分の努力、あるいは未

納を今後、極力減らしていけるようにするための努

力の策ということも併せて、公会計化するまでの経

過措置として確認をさせていただいておりまして、

未納がゼロになるのか、あるいは未納された保護者

の分が全て未納後、納められるのかといったところ

の100％っていうところっていうのは、恐らく厳し

いんではないかということは意識はしておりますけ

れども、まずは未納者の分の穴埋めにほかの保護者

の分を充てるんだというところを正して、公会計化

に向けて改善策の一つということで、必要な策とい

うふうに考えたところでございます。 

○藤木栄亮委員 そしたら、もう一つだけ確認したい

んですよ。同じこと聞きますけど、貸付金ですから

ね、債権者が教育委員会で、債務者は保護者ですか。

それは協議の中で何かレクありましたか。誰が債権

者で誰が債務者なのか。それ、法的に整理してない

と貸し付けなんてできないじゃないですか。焦げつ

いたときどうするんですか。どこに法的措置を取る

んですか。いや、だからそこはレクで受けられまし

たか。こういう聞き方やったらいいですか。 

○今峰みちの行政経営部長 債権者、債務者の名義と

いいますか、細かく誰がっていうようなことまで協

議では確認はしておりません。これは、未納された

保護者個人に教育委員会が貸付けするものではなく

て、私会計でお預かりして学校ですかね、教育委員

会で管理をしている徴収金としてまとめて管理をし
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ているところへの、はっきりとした名義で申し上げ

れなくて申し訳ないんですけれども、お預かりして

いるところへの貸付けというふうに考えてございま

す。 

○藤木栄亮委員 じゃあ、その辺の議論は文教委員会

でさせていただくなり、これちょっと部またがって

るんで、総括質疑でもできるのかなとは思っており

ます。 

  一旦置いときます。 

○柿原真生委員 資料ありがとうございました。性質

別の資料、予算のね、資料頂いてます。この間の市

の動きと、あとはこの性質別で見た場合にどういう

関係があるのかなっていうのをちょっと知りたかっ

たんで、幾つかお聞きをしようかなとは思ってます。 

  まず、人件費なんですけれども、令和７年度、こ

れ予算なんで、決算ベースじゃないんで実績とは違

うということが前提にはあるんですが、人勧を反映

して新年度についてはこれだけ上がるというような

見込み、主な要因としてはそういうことでよろしい

んでしょうか。 

○大塚猛志企画財政室主幹 人件費の中の主な要因な

んですけれども、退職手当が２年に一度の支出時期

になりますので、その分の増であったり、あと地域

手当の増、そういったものが増要因として計上して

おるものでございます。 

○柿原真生委員 それから物件費なんですけど、委託

や指定管理の金額というのが物価高に対応して上が

っていくのかなというふうに思ってるんですけど、

ここではそんなに影響がないのか、その辺りどんな

感じでしょうか。 

○大塚猛志企画財政室主幹 物件費でございますが、

令和７年度に臨時的な大きいものがございましたの

で、その分で減ってるものっていうものも入ってお

ります。 

○柿原真生委員 それは、どういったものでしたか。 

○大塚猛志企画財政室主幹 ＧＩＧＡ端末の関係で購

入したものがあるんですけれども、その分が令和７

年度多かったというところがございます。 

○柿原真生委員 それから、維持補修費はいいわ、置

いといて、扶助費です。これも金額は増えてますけ

ど、割合としてはそんなに変わってないのかなと。

令和７年度でいうと、第２子の保育料の無償化とか

そういうのもあったのかな。この辺り、令和７年度

でがんと伸びて、今年度は同水準ということで計上

されてますが、その辺りはいかがですか。 

○大塚猛志企画財政室主幹 扶助費についてでござい

ますが、大きな要因につきましては、児童手当の予

算を実際の決算ベースに見込み直して上げたもので、

減ってるところが大きい要因でございます。 

○柿原真生委員 ごめんなさい。今、児童手当の分を

決算ベースで見直したので、それは令和８年度には

減ってるっていうそういうお話でしたか。 

○大塚猛志企画財政室主幹 委員おっしゃるとおりで

ございます。 

○柿原真生委員 分かりました。令和７年度はあれで

すよね、高校生年代までの児童手当の引上げとかが

あったのもあるんかな。 

  それから、普通建設事業費です。これそんなに変

わってないんですけれども、逆に何か建設事業いっ

ぱいやってるけどあんまり変わってないっていうの

はちょっとどういうことなのかなと思って、教えて

ください。 

○大塚猛志企画財政室主幹 普通建設事業費につきま

しては、委員おっしゃるとおり引き合いに比較しま

すとあまり変動ないんですけれども、令和８年度の

増要因といたしましては、エネルギーセンターの運

営事業であったり、佐井寺西土地区画整理事業とい

った辺りで増額ございます。 

  逆に令和７年度からの減でございますが、消防庁

舎管理事業であったり、指令事業、その辺りの減と

いったものが要因となっておりまして、比較すると

あまり変わってないような見え方となっております。 

○柿原真生委員 分かりました。 

  公債費飛ばして積立金ですけど、主なものとして

は財調になるんでしょうか。 

○大塚猛志企画財政室主幹 積立金につきましては、

都市計画施設整備基金積立事業としまして、変動が

あったものでございます。 

○柿原真生委員 ちょっと微妙に聞いてることに答え

てはれへんねんけど。財調は、ここには入れてない
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んですか。繰入れしかないんですか。もともと積ん

でないんやったら積んでないって言ってくれたら。

まあいいわ、もうちょっと時間ないから後で。 

○宮崎直子行政経営部次長 財政調整基金につきまし

ては、約2,300万円ほどでございます。 

○柿原真生委員 繰出金についてもほとんど金額は変

わってないのかなと。割合としては減ってますけど。

これ、他会計繰出金とかですよね。 

○大塚猛志企画財政室主幹 繰出金につきまして、介

護保険特別会計の増、後期高齢者医療特別会計の増

等がございまして、一部、下水道事業会計の減等も

ございました。 

○柿原真生委員 時間があればまた後で戻って聞きた

いと思います。 

  次にお聞きしたいのが、物価高騰に対応した国の

財政措置ですね。今回、本会議でもいろいろ聞かれ

ていた部分があると思いますが、どのように予算に

反映をされているのかと。せっかく国は措置をしよ

うとしているんだけれども、市が計上してませんよ

っていうことになっててはいけないと思いますので、

その辺りはどうでしょうか。 

○中村暢之企画財政室参事 物価高騰等の影響なんで

すけれども、まず予算の積算につきましては、例え

ば委託料等につきましても、まず各担当部局で人件

費、それから物価の上昇等を踏まえた積算を行い、

企画財政室で確認、精査を行っているところです。

それは従前から変わるものではございません。 

○柿原真生委員 それはもう各担当がそれを見越して

積算をして、予算要望して、それが反映をされてま

すと。そういうことですね。ちょっと今、ストレー

トにお答えが頂けてないんで。反映されてますとい

うことでいいんですね。 

○中村暢之企画財政室参事 要求があったものにつき

ましては、それの妥当性というのを確認して上昇分

を反映させているものもございます。 

○柿原真生委員 次にお聞きします。国が新年度かな、

臨財債の償還に対して、これもお金出しますよって

いう、財政措置しますよっていう話があったと思い

ます。これに関しては、吹田市の場合は、臨財債が

幾ら残ってるのかっていうのもよく分からないんだ

けど、基金に対してお金を出しますよというのが国

の対応なんですけれども。 

その辺りについての吹田市の対応はどうされるん

でしょうか。それと、臨財債の残高も分かったらお

願いします。 

○小柏 円企画財政室主幹 令和８年度当初予算時点

での臨財債の残高ですけれども、約43.7億円となっ

ております。 

  こちらにつきましては、先ほどおっしゃってた交

付税措置の部分かなと思いますけれども、基準財政

需要額のところに、償還金額だったと思います、こ

の部分が乗っかってくるというところで、交付税措

置されるものというふうに考えております。 

○中村暢之企画財政室参事 御質問にありました交付

税の中で、基金に対してというところなんですけれ

ども、その制度につきましては令和８年度から始ま

ったものではなくて、数年前からあるというふうに

認識をしております。これまでは再算定の中で措置

されてきたものが、次からは当初算定で見れるとい

うようなことも情報を得ております。 

  これまでの取扱いですけれども、比較的、臨財債

の借入れが全体の規模に対して少ないこともござい

ますので、特段、基金をもって運用するまでの対応

というのはいたしておりませんので、一旦そこは一

般財源として受け入れて、収支の中で見ていくよう

な考えをしております。 

○柿原真生委員 これ基金を設置しないと国からお金

出ないっていう話を今回私、ちょっと聞いてるんで

すけど、一般財源としてっていうお話だと、最初に

おっしゃられた基準財政需要額にその償還分が乗っ

てますよという話だと思うんですけれど、この基金

を設置して、償還金の返済に充てていくというふう

にされたら、国からお金が出るんじゃないんですか。 

○中村暢之企画財政室参事 どちらかというと、交付

税措置、交付税として交付をするので、基金をつく

るなど適切に管理をというような内容だったかと認

識しております。 

  ただ、金額等総合的に勘案して、そういった対応

は現在のところ必要ないということで実施しており

ません。 
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○柿原真生委員 そしたら、これは交付税の額が増え

るわけじゃないんですか、基金を設置して償還金を

管理していくと。 

○中村暢之企画財政室参事 設置したら増えるという

ものではなく、これまでも過去数年間分、臨財債の

ちょっと名称は今、記憶にないんですけども、そこ

の措置分というのはこれまでも数年間も入ってきて

おります。 

○柿原真生委員 ちょっとごめんなさい。私の認識と

違ってたんだけど、結果としてもらえる金額が一緒

なんだったら別に基金設置する必要ないんだけれど

も。私が聞いてる話とちょっと違いがあるので、そ

こは、臨財債ってほんまやったら交付税として全額

交付されるものが、国がお金が足りませんよってい

うことで借金認めますよっていう制度だったから、

本来はその臨財債、交付税措置やなくて、全部くだ

さいよ、丸々っていうのが本来の趣旨かなとは思う

んですね。 

  だから、それは何ていうのかな、算定の中でって

いう話じゃなくて、償還金については国が責任を持

つべきだというふうに思うので、もらえる額が違う

んであれば、それをしっかりもらっていったらどう

ですかっていう趣旨の質問なんだけど、ちょっとそ

れはまた確認をします。 

  次にお伺いしたいんですけど、予算編成の在り方

とか実施計画の決定の在り方についてちょっとお伺

いします。 

  吹田市は、令和２年、２年度かな、から普通建設

事業に関しては、都市計画部のほうでその役割を担

うということで、財政担当の方とかがそちらに移ら

れたのかなというふうに思いますが、ちょっと答え

にくいかもしれないんですけど、こういうことをや

ってる自治体っていうのはほかにあるんでしょうか。 

○山本佳奈企画財政室主幹 申し訳ございません。他

市の状況等、把握をしておらない状況でございます。 

○柿原真生委員 令和２年からやから、もう７年ぐら

いですかね、こういう状況になってると思うんです

けど、これ元に戻すっていうふうな考えはないのか

なと。都市計画部のほうにも、どんな形でやってる

のっていうのを確認させていただいたんですけれど

も、財政担当の事務職員の方と、あと技術系の方も

担当になっておられると。いろんな現場を知ってい

る職員さんが確認したほうがいろんな判断ができる

ということで、メリットがあるんだっていうことだ

ったんです。それだったら、技術系の方も行政経営

部に行っていただいたらいいんじゃないかなという

ことが一つ。 

  それともう一つは、今回、令和８年度に機構改革

されて、都市計画部の中で企画の担当の部門が都市

計画室から計画調整室のほうに移るということを聞

いてます。企画担当と事業を実施する部門が同じ室

にあるということ自体がちょっと私には違和感があ

りまして、それはほかの部署でそんなことはないだ

ろうと思うんです。 

  最終的には、予算全体のとか実施計画については

行政経営部がグリップして、一元的にやっていくと

いうほうが効果的、効率的じゃないかなというふう

に思うんですが、行政経営部的にはお答えできるか

どうか分かりませんけど。 

  他市が、恐らく国の機関とかでも、そんなんやっ

てるとこないんちゃうかなと思いまして、効率的に

できるんじゃないかなという点が一つ。 

  それと、都市計画部のほうが査定をしたり、実施

計画についても一定の権限持っておられるというこ

となんで、そことの調整っていうのはどうやってる

のか、その辺りちょっと教えていただけますか。 

○宮崎直子行政経営部次長 令和２年度に、まさにお

っしゃるとおり、普通建設事業をこれまでも財政の

担当で査定をしておったわけなんですけれども、本

当に必要なものが入っているかとか、あるいは過大

に計上し過ぎているのではないかとか、そういった

査定をするに当たっては、やはり技術担当者が見た

ほうがよりいいのではないかっていうところで、都

市計画部のほうに移管をしたというような経過でご

ざいます。 

  おっしゃるように、財政をどちらかといえば締め

ていくような、出を抑えていくように当たっては、

行政経営部に戻すということももちろん我々として

も考えるところではございますし、そうしたほうが

一定、効率的、人員という意味ではやはり分かれて
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いるよりは一つに集めたほうが、もう少し少ない人

数でできるであろうということもございますので、

そういったところはもちろん考えておるところです

し、技術系が行政経営部に来て査定をするっていう

こともいいんじゃないかっていうところがございま

すけれども、今、建設事業なども一定、必要とされ

ている中では、今の時点では都市計画部のままで置

いて査定をするなり、普通建設事業のやりくりにつ

いても考えていくような形で、現時点では都市計画

部で置いておるところでございます。 

  日々の調整につきましては、様々ないろんな段階

がございますけれども、担当者同士、今、都市計画

部の建設予算担当というのは財政にいた者が行って

おりますので、そういった中では日々のやり取りっ

ていうのも非常に密にさせていただいておりますし、

協議なんかにおきましても、都市計画部と一緒に行

政経営部とでさせていただいているようなところで

ございます。 

○柿原真生委員 その予算を編成するに当たって、行

政経営部の所管部分は行政経営部で査定をしてこん

だけなりますよ、普通建設事業に関しては都市計画

部のほうでこんだけになりますよっていうのが、最

終的にドッキングしたときには、何かバランス取れ

てないよねとか、何かちょっと思ってたより多いよ

ねとか、そういうことが起きてないんですかねって

いうのはちょっと気になるんですけれど。 

  今おっしゃられて、密に調整してると。これは、

何ていうんですかね、そういうところは、だから大

丈夫なんですよというお話なんでしょうか。 

○今峰みちの行政経営部長 ハードを都市計画部で査

定を重ねて、ソフトの事業の側を行政経営部で査定

を重ねて、予算編成のプロセスを経ていく中である

程度の査定が整ってきたら、合計の収支を見てって

いうことをするんですけれども、そのプロセスごと

に両部で会議の場を持って確認をし合っております

し、あと個別の査定におきましても、大きな新たな

実計だとか、大きな建設系のプロジェクトの進捗状

況の確認だとかっていうような査定の大きな会議に

ついては相互に、私がハードのほうの査定に査定官

として入りますし、逆も含めて、個別のところでい

ろんな意見をお互いに言い合いながらということで

関わってやっているというのが現状でございます。 

○柿原真生委員 そこで、だからそごはそんなにない

んですよと。いや、吹田市役所としては一体的にや

ってますよという御答弁かなっていうふうに思うん

ですが、何か分かれてる理由がないんちゃうかなっ

ていうふうに思うんですよ、聞けば聞くほど。別に

一緒にやってもいいんじゃないのっていうふうに思

いますけど、ちょっと答えにくいと思うんで、これ

は意見にしときます。 

一旦置いときます。 

○井上真佐美委員長 暫時休憩します。 

（午前11時54分 休憩） 

（午後１時１分 再開） 

○井上真佐美委員長 分科会を再開します。 

  理事者から午前の委員会での藤木委員からの質問

に対する答弁の訂正について申出がありますので、

ただいまから発言を受けることにします。 

○宮崎直子行政経営部次長 申し訳ありません、２点、

訂正をさせていただきたく存じます。 

  まず、学校徴収金、貸し付ける名義、債権者につ

きましては吹田市長、借りる名義につきましては学

校徴収金管理会で、これは学校長の団体ということ

になってございます。１点目の訂正、そちらになり

ます。 

  それから２点目ですけれども、私、貸付金と未納

金を集める口座とは同じではないというふうに申し

上げたんですけれども、そちらは同じ口座での管理

となります。 

よろしくお願いいたします。 

○井上真佐美委員長 ただいま、理事者から発言を訂

正したい旨の申出がありましたので、許可します。 

  次に、午前の委員会での藤木委員の質疑で保留と

なっておりました答弁を受けることにします。 

○宮崎直子行政経営部次長 700万円の根拠でござい

ますけれども、令和５年度と６年度分の未納金の実

績が単年度で約300万円ほどでございますので、公

会計化する令和10年度までの２年間分として700万

円を貸し付けるというものでございます。 

遅くなりまして申し訳ありませんでした。よろし
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くお願いいたします。 

○藤木栄亮委員 そもそも債権者と債務者とかいうと

ころの答弁間違うってどういうことなんですか、部

長。そういう、それぐらいなんか700万円ぐらい、

何ていうんですかね、重要なことではないというこ

となんですか。債権者と債務者の答弁間違うって、

何か考えられないんですけど、いかがですか。 

○今峰みちの行政経営部長 貸付金に関しての、どこ

がどこに貸すのかといったところの御答弁に誤りが

ございましたこと、誠に申し訳ございませんでした。 

○藤木栄亮委員 もし、債務不履行が起きた場合は、

校長会の会長宛てに法的措置を取るということでよ

ろしいんですか。先ほど未納金がゼロになるような

ことはないと考えております言うけど、ゼロになら

なかったら700万円返ってこないじゃないですか。

返ってこなかったときの法的措置というか、処理は

どうするんですか。これは市長が債権者やからこち

らでいいのか、教育委員会になるのか、この答弁は。

ここが難しいんだよな、どっちに質問したらいいの

か。 

○宮崎直子行政経営部次長 市長なんですけれども、

その補助執行として教育委員会が事務についてはや

っておりますので、教育委員会になるかと存じます。

よろしくお願いします。 

○藤木栄亮委員 教育委員会、そうか、予算やから吹

田市長になるいうことやねんね、教育長じゃなくて

な。そこはまた教育委員会に聞きますけれども。 

  今のあれをすると、ただね、やっぱり公金という

ことと、それと一般論でいろいろ話聞いたけど、結

局、私費の口座に入れるっていうことになるんです

よ。そこが非常にこの今回の貸付金の複雑なところ

で、教育委員会に貸すんだけれども、性質上は私費

なんですよね。私の団体に貸すということなんです

よ。その学校徴収金の管理団体というのは、私費の

管理口座なので、そこの口座自体は私扱いなんです

よ。公金扱いじゃないんですよね。だから、資金管

理団体に700万円が吹田市から入った時点で、これ

はもう私費扱いになるということなんですね。 

  こういった貸付けに関して、同じ吹田市内の教育

委員会やから信用できるとかおっしゃってたけど、

この流れに関しては、後どうしていっていいかって

いうところは、結局はもうそういう公務として学校

徴収金というのを扱ってるわけですからね、当然、

報告義務は議会に対して、市民に対してしていかな

いといけないということになるんですけれども。 

行政経営部にはこういったお金の流れに関しては、

特に問題ないと。問題ないから当然、今こうやって

予算案として提案されているわけですけれども、全

く何も問題ないというお考えでよろしいですか。何

か危惧するようなことがあれば、また答弁いただき

たいんですけれども。 

○宮崎直子行政経営部次長 契約を結んで、市とこの

団体とで貸し付けるものですので、公私混同という

ことではないですし、あとその団体が今度は未納保

護者に対する債権者となりますので、そこで未納金

については回収していくものというふうに考えてお

ります。 

○藤木栄亮委員 そうですけども、一応、信用するか

しないかっていうのは、政策協議の段階で、当然、

行政経営部としては白だと、オーケーだという判断

を下されたわけですからね、700万円貸し付けてい

いかどうかと、この団体に。信用してるとかいろい

ろおっしゃってたけど、当然そんなに信用できない

団体ではないですけどね、もちろん。 

ただ、今おっしゃったように、そこの管理団体が

保護者に対してどれだけ督促できるか、未納の回収

率を上げるかっていうところも含めて信用されたわ

けですから、これはやっぱり行政経営部も全く700

万円も貸して、後はもう教育委員会の頑張り次第や

ということにはならないんでね。この700万円を貸

し付けるという政策判断されたのはあなた方なんで

すよ。だから、これはもう行政経営部と教育委員会

が連携して、やはり督促、目を光らすいうのも当然

だし、どうなってるっていう進捗状況も当然報告も

受けないといけないだろうし、この公会計化になる

までの２年間の後追いは、必ずしていただくように、

目を光らせていただくようにお願いを申し上げまし

て、この質問は終わります。 

○柿原真生委員 予備定数についてちょっとお伺いし

たいと思います。 
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  定数管理に関しては行政経営部ということですの

で、本会議でも職員の増減の理由なんかについてや

り取りがありましたが、予備定数25というふうに御

答弁されてたと思います。これ、どういう形での職

員配置になってるのか。どういう場合には、充てて

いくのか、その辺りどのような運用を、運用って言

ったらおかしいですけど、されているのかお答えく

ださい。 

○中田夏葉企画財政室主査 予備定数の配置の基準に

ついてなんですけれども、令和８年度につきまして

は、一定期間、長期で産・育休を取られる職員に代

替の職員を配置するような形で配置を見込んでおる

ものでございます。 

  25人を増員したということでございますけれども、

令和４年度との比較でございまして、令和４年度は

40人の予備定数の枠を準備しておりましたものを、

令和８年度につきましては拡充をいたしまして65人

の配置ということでございます。 

○柿原真生委員 これ増やしていくことによって、今

おっしゃられた産・育休の代替職員、若い方もたく

さん採用してますし、男性の育休の取得もかなり上

がってきているというふうに思います。必要に応じ

て休暇を取ろうと思っても、同僚に迷惑をかけると

思ったらやっぱり、それは皆さん真面目なんで自分

だけさいならっていうわけにはやっぱいかないです

よね。周りに迷惑かけてはいけないっていう圧が強

い国ですから、自分が休むことによってみんながま

た長時間の労働になってはいけないということをや

っぱり心配しないでいいようにやっていっていただ

きたいと思いますけれど、25人って結構大きな増員

ですよね。 

  今、何ていうかな、現状ではどれぐらいの。今は

40人目いっぱいおられて、そっからさらにもう25人

必要だろうという、およその大体見通しで、これ令

和８年度に変えられたっていう、そういうことなん

ですよね。 

○中田夏葉企画財政室主査 令和８年度の65人につき

ましては、およそ過去からの実績を基にこれぐらい

必要だろうということで、一旦拡充をさせていただ

いております。実際の配置につきましては、ちょっ

と保育教諭などが採用の関係でなかなか人材確保で

きてないということで、予備定数のほうまで確保が

追いついてない部分もございますが、およそ57人辺

りを配置できる見込みでございます。 

○柿原真生委員 今、保育教諭の話がありましたけど、

技術系の方とか、事務は比較的そろえやすいかなと

思うんですけど、そういう技術系の職員の方につい

ても、ある程度確保できてるんでしょうか。 

○中田夏葉企画財政室主査 技術職につきましても、

令和８年度は７名予備定数を配置予定でございます。

一応、各所管のほうから技術職の予備定数を配置し

てほしいというふうな要望を受けまして、一定程度

の要望に沿った形で配置ができているものと認識し

ております。 

○柿原真生委員 分かりました。引き続き、働きやす

い職場にしていただきたいというふうに思いますの

で、実情に応じて配置をしていただくようにお願い

したいと思います。 

  ちょっと先ほどの性質別の話のところに戻ります

けれども、繰出金のところで一つは新年度公立病院

の物価高騰に対する部分も増額されてるというふう

にお聞きしてるんですが、繰出金というか、負担金

なんですかね、吹田市の場合は独法なんで。これに

対しては、何か新年度は、その辺は加味されている

のかどうか、どういうふうになっているのか、お答

えください。 

○中村暢之企画財政室参事 病院への負担金に関しま

しては、もともと物価高騰とかそちらからのアプロ

ーチではないんですけれども、そもそも考え方の見

直しというのを行っておりまして、一定、増額にな

っていたかと思いますので、結果として物価高騰等

の国が示している趣旨に沿うような形になっている

のかなというふうには考えております。 

○柿原真生委員 見直しをされてる内容をちょっと教

えていただきたいと思います。 

  先ほど水道のほうの繰出金のやり取りがありまし

たので、基本的には所管の部局と財政のほうでいろ

いろ議論をした上で金額というのは決定していくの

かなというふうに思うんですけれども。今、答えれ

ますか、病院のこと。 
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○宮崎直子行政経営部次長 健康まちづくり室のほう

で運営費負担金については予算の計上をさせていた

だいておりますけれども、実績ベースにこれまで基

準としていたものについて、実績ベースで見直すと

いったものの項目を増やしております。 

  具体的には、救急に関するものとかについては、

実績の４分の３を見るような形での形となっており

まして、議案第19号のほうで健康まちづくり室のほ

うで上げておるかと思います。 

○柿原真生委員 だから、細かい積算とかは恐らく所

管課がこういう通知に沿って、基準に沿ってこんだ

け繰り出し求めますという話になってると思うねん

けど、同じ基準を見て行政経営部としても、それ出

すか出さへんかっていう話合いをして、最終的に落

ち着いたところで金額って決まってるんじゃないん

ですか。先ほどのやり取りから、私はそう思ったん

だけど。 

○板谷康次企画財政室主幹 繰出金の所管としまして

は、特別会計の繰出金であったり、企業会計の繰出

金、企画財政室の予算で所管をしております。 

  積算としては、事業を実施する側の所管で繰り出

し基準や法に基づいて積算をしまして、その予算要

求をいただいたものを一緒に中身を見ながら、ほか

の経費と同様に予算査定というフェーズを経て、予

算計上しているものでございます。 

○柿原真生委員 病院の場合は独法なんで、そこは健

康医療部がっていう話なんですね、今のお話だとね。

それは、そしたらもう健康医療部に確認しないとち

ょっと分かんないんだけど。特別会計の独立採算制

について、なかなか厳しい局面っていうんですかね。

昔はもっと働いてる人が多かったりとか、人口の何

ていうかな、構成が変わってきたりとか、あとは何

にこうお金がより必要になってくるかっていうこと

とかで、独立採算制の限界みたいなものも、一方で

は言われ出してるなっていうふうには感じてるんで

すね。 

  国も今回、吹田市は直接該当しないと思いますけ

ど、下水道なんかについても埼玉県の下水の事故も

あって、特に重要なものについては、繰り出しをも

っと増やしましょうっていうことで基準を緩和して、

本来であれば、それは料金で払ってくださいよとか、

独立採算でやってくださいよとかいうところを、も

っと公費を一般会計から入れていこうということを

しなければ、国民の生活が守れないっていうような、

そういう状況も一部には生まれてきてるっていうふ

うに思います。 

  先ほどのやり取りの水道に関しても、やっぱり水

道耐震化とか非常に重要だっていうことがこの間の

状況の中で生まれている中で考え方も変わってきて

いるのかなと。独立採算でやってっていうだけでは、

なかなかやっぱり進まないし、国民生活が守れない

ということでの変化なのかなっていうふうに思って

ますので、具体に今これでっていう話はないんです

けれど、ちょっとそこは行政経営部としても考え方

を少し変えていっていただかないといけない、そう

いう状況が進んでいるのかなというふうに思います

ので、その点については要望しておきたいと思いま

す。 

一旦置いておきます。 

○塩見みゆき委員 たくさん資料を用意していただき

ましてありがとうございました。資料を使わせてい

ただいて質問をさせていただきます。 

  まず初めに、システム等標準化対応に係る歳入歳

出額の推移ということで資料を頂きました。構築を

始めた2021年から新年度の予算までということで出

していただいたんですけれども、２枚目の合計額で

いいますと、入ってきたほうが19億9,000万円ぐら

いですね、約。出るほうが44億4,000万円ほどとい

うことで、この差額については、市が持ち出しとい

うことになるんですけど、これも以前からちょっと

確認はさせていただいてて、その中に、この構築の

作業というか、国の対象外になるものとならないも

のとがあって、この差額である24億4,000万円ほど

は対象にならないと。これは、本来こういう形で標

準化がなかったとしても、市としては必要だったお

金ということでいいんでしょうか。 

○妹尾果琳デジタル政策室主任 こちらの市負担に係

る費用なんですけれども、単純に標準化がなければ、

全て、もともと市で負担するべきものだった額とい

うものとも言い切れないものでして、中には、もし
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標準化をしなかった場合、吹田市で独自サービスと

して持っている機能に関しての部分であったりとか、

そういったものに関しては、標準化をすることによ

って外部システムという形で保持する必要がありま

すので、そういったものに関しては、国の標準仕様

に載っていないものになるので市の負担になるとい

うものになっております。 

○塩見みゆき委員 一応、標準化するけれども、市独

自でいろいろやっていった制度というか、それにつ

いては守っていくために、今、言われたようなカス

タマイズして、別のそういうシステムをつくらない

といけなかったので、その分についてのお金もこれ

に含まれているということですね。 

○妹尾果琳デジタル政策室主任 今おっしゃられまし

たように、吹田市として必要なサービスを維持する

ための費用として、標準仕様に含まれていないもの

になりますので、標準システムとしてそれを維持す

ることはできませんので、標準システムではなく、

外部システムとして維持していくための費用がこの

補助対象外経費の中に含まれております。 

○塩見みゆき委員 それぞれ金額でいうとどれぐらい

とかっていうの分かりますか。 

○谷口博之デジタル政策室参事 個々の詳細につきま

しては、各所管から細かい分まで聞き取りのほうは

しておりませんので額として正確なものは持ち合わ

せていないという状況でございます。 

○塩見みゆき委員 分かりました。また別の機会に聞

かせていただくことにします。 

  システムの移行については、本来ならこの年度末

までにということだったのが、いろいろベンダーさ

んの不足とかあって2030年までは延ばしてもいいよ

ということになってると思うんですけど、吹田市と

してのめどですね、大体どれぐらい完了予定と見込

んでいるのか。 

  それと、たしか決算のときにお聞きしたときは、

今年度はまだ６事業残してるよっていうことだった

んですけども、令和８年度でどれぐらい完了する見

込みなのか教えてください。 

○妹尾果琳デジタル政策室主任 まず、標準化の終了

見込みなんですけれども、国の方針にのっとり遅く

とも令和12年度末までに完了する見込みでございま

す。 

  また、令和８年度末の時点では、６業務残してい

るところのうち、２業務に関しては令和８年度中に

移行が完了する予定でして、令和９年度以降で４業

務残る予定でございます。 

○塩見みゆき委員 それと、運用経費のことですね。

以前もお聞きしてます。本会議で別の議員さんのや

り取りもあったかなと思うんですけど、確認をさせ

ていただきたいと思います。移行前どれぐらいかか

ったものが、移行後、どれぐらいになっているので

しょうか。 

○妹尾果琳デジタル政策室主任 移行前の運用経費に

関しましては約2.9億円かかっていたところ、現時

点で標準化に移行したシステムの運用経費、移行後

の運用経費を積算したところ、約8.8億円の計上を

しております。 

○塩見みゆき委員 分かりました。やっぱり他の自治

体でも言われているように、約３倍ぐらいの費用に

なってるってことですよね。これは、以前からそれ

ぞれの自治体も、当初は政府のほうが経費について

は３割減るよということだったんですけれども、実

際に運用経費が非常に増大してるということで、令

和７年中核市の市長会なんかも要望を出してるんで

すけど、その後、何らか国から財政負担に対して見

るよというような何か回答があったのか、進展があ

ったのかお聞きしします。 

○妹尾果琳デジタル政策室主任 国のほうから運用経

費について様々対策を検討するというようなことが

示されておりまして、現時点では、まず運用経費に

ついての見積りの精査というものを国が実施してお

りまして本市としてもそちらの精査の国からの支援

を受けるような取組を実施しております。 

  また、今後になりますが、運用経費について一部

補助が出るような話も出ておりますので、そういっ

たところも国の制度を十分に活用していきたいと考

えております。 

○塩見みゆき委員 そうですか。多少はそういう改善

はあるということですけど、これ、全てが移行した

ら、さらに運用経費っていうのは上がっていくって
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いうことになるんですか。 

○妹尾果琳デジタル政策室主任 先ほど答弁申し上げ

ました移行後の費用というのが、現時点で標準シス

テムのほうへ移行しているシステムの金額の積算に

なりますので、今後、残っている業務のほうが全て

標準化しましたら、その分も加算されるということ

になります。 

○塩見みゆき委員 いろいろ国のほうもこうやってＤ

Ｘっていうかいろいろ、それとこういう一元管理を

国がやるっていうことで、この間、何年もかけて進

められてきているわけですけれども、やっぱり私た

ちはいろいろその情報がどんなふうに使われるのか、

法律自体も変わって、なかなか個人情報保護の面で

は緩和されてるし、さらには企業が利益のためにそ

ういう情報を使えるっていうような心配する面もあ

ります。そういうことにすごくたくさんのお金がや

っぱり使われてるっていうことは、どうなのかなっ

ていうことも思っています。 

  これを進めることで業務プロセスの改善につなが

るっていうことを常日頃、何が変わるんですか、何

がメリットなんですかっていうことでお聞きしたと

き、そんなふうに言われるんですけれども。業務プ

ロセスの改善という中身ですね、具体的に何がよく

なって、住民にとって何がメリットなのか、ちょっ

とその辺を教えてください。 

○安倉弘志デジタル政策室主幹 標準化に伴って、ま

ず業務負担の軽減ということがうたわれてます。標

準化をしますと、標準仕様書っていうものに基づい

て業務を行う必要が出てきますので、そちらについ

ては、業務フローの改善っていうのが職場でまずさ

れることになります。一定の業務改善っていうこと

が出てきます。 

  また、標準仕様書っていうことにつきますと、今

までであれば各自治体ごとにシステム構築してたも

のが、それが統一されたシステムになっていきます

ので、そこに対して個別の改修っていうのじゃなく

て、国のほうの仕様書に基づいて各ベンダーが改善

することによって、そういうシステム改修の自治体

職員の負担が減ると考えております。 

○塩見みゆき委員 いろいろ業務としては確かに改善

されるところがあるのかもしれませんけど、住民さ

んにとってそれがどんなふうにメリットになってい

くんでしょうか。 

○溝口英毅デジタル政策室主幹 先ほど安倉主幹のほ

うから申し上げましたとおり、標準化ということで、

いろいろなシステムが統一されていくと。これに伴

いまして、システムを開発している業者さんにとっ

ても、そういったいろんな基幹系システムがデータ

をもらうであるとか、仕様が統一されてくることで

いろんなサービスを開発して、各自治体へ売り込ん

でいくということが可能になってまいります。 

  例えば、窓口で書かない窓口システムとか昨今、

フロントヤード改革の分野で出てきておりますけれ

ども、こういったいろんな便利なシステムがどんど

ん導入されてまいりますと、市民の方も直接受益を

するような形でシステムが整備される、それもまた

標準化の効果の一側面かと存じます。 

○塩見みゆき委員 この書かない窓口っていうのも、

なかなかうまくはいってないっていうことも聞いて

ますし、それが本当に何か住民さんにとってメリッ

トなのかな。結局、今、市民課の窓口なんかでも民

間委託になって、もちろん慣れてないっていうこと

をこの前も本会議の質問でもおっしゃってましたけ

れども、常に働く派遣会社の社員さん変わるわけや

から、慣れてないっていったら、もう慣れてないこ

との連続にもなりますし。やっぱり何よりも個人情

報を扱う場所で単に書かないからそれが住民さんに

なんかすごいメリットかなと。なかなかそこら辺の

判断っていうのはあれなんですけど。 

一方で、やっぱりこういう情報といいますか、イ

ンターネットなりデジタルのいろんなことに不慣れ

な市民の方なんかもおられるわけで、そういうとこ

ろについての対応というのはどんなふうにお考えで

すか。 

○谷口博之デジタル政策室参事 デジタルディバイド

の対応、一般的なお話かと思いますけども、我々、

デジタル政策1.0のほうで、デジタルディバイドに

関する取組を全庁的に推進すべきという観点で掲げ

ておりますので、それを各横串の計画という点で、

各所管が、特に福祉分野等で推進するという観点も
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ございますので、当然、我々その辺りも調査もしな

がら、広報にも協力しながら推進していける体制の

ほうを日々検討して進めていっているところでござ

います。 

○塩見みゆき委員 それと、もしも業務がいろいろ効

率的になって、５人いたところが４人でできるよう

になったよとか、３人でできるようになったよとい

うことになったら、その二人の方がやっぱりそうい

う福祉の職場とか、直接市民といろいろ話をしたり、

市民の支援に入らなければいけないところに行って

いただいて、そこを手厚くするとか、そういう形で

あったら市民サービスの向上なり市民にとってのメ

リットっていうことにはなると思うんですけども。 

 そういう職員定数についても管理をされてるところ

ですからね、そういう形で職員の方を振り分けると

いうのかな、そういうお考えはありますか。 

○吉川祐輝企画財政室参事 もちろん委託をしたり、

ＤＸ化で職員がそんなに要らなくなるっていうとこ

ろは出てきて、それはそれで減の要素としては出て

くるかと思います。 

  一方で、行政需要というのはそれぞれやっぱり出

てくるものでございまして、そういったところにコ

ア業務と言われてるところにその方を配置していく

っていうところで、職員数を増加させることなく、

一定に保ちながらいろんな財政、行政需要のほうに

対応してまいりたいと考えております。 

○塩見みゆき委員 そうです。もう、ここデジタル化

進んで、もう人少なくていいわっていうことで削っ

ちゃうということではなく、やはり本来の自治体と

しての役割が必要なところを手厚くしていただいて、

市民に喜ばれるように、それは考えていっていただ

きたいと思いますのでお願いをしておきます。 

  次に、頂いた資料で、財政調整基金の推移という

ことで頂いています。 

  期首残高っていうところでいうと約78億円、それ

ぐらいになってるんですけれども、また出納閉鎖と

いうか決算後にはどれだけかここにも積み増しがさ

れる、繰入れっていうのかしら、されると思うんで

すが、現在は見込額ということになってるんですけ

ど、大体例年の感じからいうと、どれぐらい繰入れ

ができるのかなって辺りではいかがですか。 

○板谷康次企画財政室主幹 委員おっしゃいますとお

り、今お示ししている令和８年度の一番右上の78億

円というのが、見込みの期首残高、予算ベースの残

高でございます。この後、出納閉鎖までの間に収支

固まっていきまして、繰り入れする場合は繰入額が

固まると。 

  そうなった場合に、例年でいきますと、大体近年

だと30億円台から40億円台の残高繰戻しがございま

す。例年どおりだとその程度になるのかなと推測し

ております。 

○塩見みゆき委員 じゃあ、少なく見積もったとして

30億円で、108億円ぐらいということになりますよ

ね。 

  この間、確かに頂いた資料を見るだけでも、コロ

ナがあったり、そういうこともありましたので、国

からいろんな対策を取ったことについては交付金が

あって、また歳出の分では抑えられたっていうので、

23年、24年ぐらいっていうのは積み上げて、何てい

うのかしら、積み立ててきたというか、額的には大

きくなってはきたと思うんですけれども。それは、

何かどうも吹田だけではなくて、全国的にもやっぱ

りどこの自治体もそういうような傾向があるみたい

なんですね。 

  一方では、これからどうするんだって、どんどん

減らしていってどうするんだというようなこともあ

るかもしれませんけれども、うちの会派はやはり不

測の事態に備えて、いろいろ財政の安定した運営が

行えるように、そういう不均衡を調整するというそ

ういう意味のものですから、必要なときには、やは

りしっかりこれも活用していただいて、市民の生活

を支えていくっていうことが大切だというふうに考

えています。市としては、今の傾向といいますか、

どんなふうにお考えでしょうか。 

○中村暢之企画財政室参事 近年の収支状況を見ます

と、市税収入と一般財源の堅調な伸びもある中、そ

れ以上に経常経費が伸びているという現状もござい

ます。 

  そんな中どうしてもやらないといけない取組、こ

れまで続けている建設事業もそうですけれども、今
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年度につきましても子育て世帯、子供への支援の充

実というのも図っておりますので、いかに経常的な

経費も抑えながら必要な取組を実施していく。なお

かつ、そこには市税収入の伸びとかも適切に見込ん

でいかないといけないと思うんですけども、その辺

をトータルで見極めていきたいというふうに考えて

おります。 

○塩見みゆき委員 今もおっしゃったように、必要な

ときにきちんと必要に使っていただくということで。 

先ほど柿原委員のいろんな項目別といいますか、

予算の資料も見せていただいたんですけれども、何

かがすごく突出してるっていうことではないんだけ

れども、ただやっぱりいろいろ細かく見ていくと、

建設というか土木関係とか、それから今でいうとい

ろんな建物の建て替えとかそういうのがありますけ

れども、一定建物については、公共施設の最適化に

従って年次的な計画がありますから。でも、それに

ついても、大規模改修くらいかなっていうのが、建

て替えやら集約化になってるものもあるのかなと思

ったり、すごい唐突感が否めないような道路の整備

があったり。長い間、市民の方からの要望がいろい

ろあると、それがかなったんだなみたいなね、私た

ちにもよく分かるような、そういう工事とかいうの

もあるんだけれども、あんまり何か聞いたことがな

いけど何でかなみたいな、そんなものもたくさんあ

るとは思いませんけれども、ちょこちょこあるのか

なとか思って。 

  だから、使うほうについても、やっぱり本当にき

ちんとした何か判断っていうのかしら、入るほうは

おっしゃったように、今、税収もそれなりに上がっ

ていますし、決して財政的なそういう意味ではマイ

ナスではないんだけれども、使うほうの、出る側の

ほうについても、やっぱりそこら辺の精査っていう

のは必要なのかなっていうようなことは思います。 

  次、物価高騰対策のメニューについても、この間

のメニューについて出していただきました。 

  それで、これについては、この間の補正予算のと

ころなんかのやり取りもありますので、何を基準に

してっていうか、何を判断基準にしてそういう物価

高騰の対策を考えていかれるかっていうところで、

一つは国の推奨メニューみたいなものもありますし、

あとはやはり市民がどれぐらい困ってるとか、どう

いう人たちが困ってるとか、そこら辺を市の職員の

皆さんにはやっぱり把握をしていただいて、本当に

困っている人に、みんな困ってるんですけどね。だ

けどもその中でも特に困っている人を、やっぱり実

態を把握するっていう意味では、行政経営部の皆さ

んには、いろんな部の室課の職員さんからそういう

様子を聞きながら、また要望を聞きながら決めてい

ただきたいなと思うんですけれども。 

  まだ恐らく、なかなか今回の対策で改善するって

いうようなものではありませんので、これからも必

要になってくると思うんです。国のいろいろ交付金

の動きとかもあると思うんですけれども、その辺り

について、少し前の補正予算のことも踏まえて、そ

の対策をどんなふうにしていこうと思っておられる

のか、ちょっとそこをお聞かせいただいてもいいで

しょうか。 

○大塚猛志企画財政室主幹 議会の答弁と一部重複す

るところもございますが、今回の支援につきまして

は、子育てであったり、地域経済の寄与といった辺

りに重点を置いての事業構成とさせていただいてお

りました。 

  今後につきましては、一定、国の動きであったり、

また同じような交付金があるのかといったその辺り

の動きも踏まえつつの判断になってくるのかなと思

うんですけど、また必要に応じて検討のほうを考え

てまいりたいと思っております。 

○塩見みゆき委員 広くやはり市民の声を聞くという

か、市民の実態を把握するっていうことは、それぞ

れの担当に、市民の方と関わっている部署の職員さ

んにも十分そこら辺は丁寧に把握していただきたい

し、そういうところに耳を傾けて、対策については

皆さんに検討いただきたいなというふうに思います。 

  それと、第５次総合計画については、大体各年度

でどれぐらいのお金が必要になるのかなっていうこ

とで、その表も頂きました。 

  それで、改定をね、今、第４次の分も中間の見直

しっていうのをされて、改定されてるんですけども、

今度は第５次総計の作成ということで。第３期のま
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ち・ひと・しごと創生総合戦略の策定と併せてされ

るということになってると思うんですが、この策定

支援業務っていうのを行うのは、この二つの計画で

すね、それの策定を担う事業者っていうのは、同じ

ところがするっていうことでいいですか。 

○安部聖子企画財政室主幹 両計画を一体で策定いた

だくというような形で考えております。 

○塩見みゆき委員 それは１者になるんですか、１事

業者というのか。 

○安部聖子企画財政室主幹 委員、御認識のとおりで

ございます。 

○塩見みゆき委員 参考資料のほうには、年度別の作

業が書かれてるんですけれども、今年度でいいます

と、７月に業者選定をされて、それから第４次計画

の検証と課題抽出、人口推計の案を作成されるとい

うことですけれども、ここは検証とか課題抽出って

いうのは、これはどんなふうにされるのか。これ事

業者が何か調査というか、アンケートを取るとかそ

ういうことになるんですか。あまり細かいことまで

はあれかもしれませんが。 

○河内僚一企画財政室参事 こちら第４次計画の検証

と課題抽出でございますが、契約しました事業者が

行うものと考えておりまして、第５次計画をつくる

ということで、第４次計画の振り返りをするという

ことがまず最初の一歩かなと考えておりまして、そ

れを令和８年度に行う予定と考えております。 

○塩見みゆき委員 検証をその事業者がやるっていう

のが、どんなふうにやるんですか。数字的なことは

割としやすいのかなと思うんですけど、どんな検証

になるんですか。 

○河内僚一企画財政室参事 こちら、検証を行うんで

すけども、主には基礎データの分析を行う予定とな

っておりまして、それは、今までのつくりました人

口推計の進捗でありましたり、本市と社会情勢等と

の関係を分析するっていうのが主な内容となってお

ります。 

○塩見みゆき委員 分かりました。またおいおいお聞

きしたいと思います。 

  それで、市民意見の聴取っていうのが来年度で出

てきたり、パブコメの実施とかいうこともあるんで

すけども、要所要所では市民の意見も聞くようにす

るっていうことでしたか、こういう、これの策定の

過程も公開をしつつ、市民の方の意見も取り入れて

っていうようなことも言われてたと思うんですけれ

ども、ちょっとその辺りをもう少し具体的にお聞き

できますか。特に、2027年度の市民意見聴取ってあ

るんですけど、それについてはどんな形でされよう

としているのか。 

○安部聖子企画財政室主幹 市民意識調査やアンケー

ト調査のほか、若い世代の方からも御意見を頂きや

すいようにＳＮＳの活用なども検討をするですとか、

あと、事業者のほうから市民参画の手法を御提案い

ただいたり、子供、若者の意見表明に関しての庁内

の検討状況なども参考にしながら、手法については

検討してまいりたいと考えております。 

○塩見みゆき委員 その辺りも、今のいろいろな媒体

っていうか、そういうのも使いながら、今後、事業

者の助言も頂きながら決めていくっていうことで。

今、確たるこれでやりますよっていうことではまだ

ないということなんですね。分かりました。 

  パブリックコメントなんかも何回かいろんなとこ

ろで言わせていただいてるんだけど、単に聞きまし

たよっていうことではなくて、やっぱりしっかりそ

の聞いた意見が反映できるような、そういう聞き方

もしていただきたいし、聞いたからにはやっぱり取

り入れていただくっていうか、そこら辺は丁寧にや

っていただくようにお願いをしておきたいと思いま

す。 

○乾 詮󠄀副委員長 よろしくお願いします。まず、頂

いた資料から質問させてもらいます。 

  企画財政室資料の地方譲与税から交安交付金まで

の予算積算の根拠を頂きました。それぞれ国資料で

対前年度比で当初見込みで伸ばしておられるという

ことなんですけど、補正予算見てましたら、当たら

ずとも外れずとも、相当に大きくはぶれなくとも、

一定、数億円程度減収していたり、特に地方消費税

交付金や交付税については10億円以上のぶれが生じ

て増収というような傾向になっているところなんで

すけど。積算について、この辺りあんまり当たって

ないんですよね。もう、ほぼほぼ当たったという感
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じやなく、ええにも悪いにも外れてる感じで。この

積算の見直しというのはどうなんですか、果たして

この前年当初予算に国が示す地方財政計画の歳入の

伸びを掛けているような状況を続ける以外に積算方

法っていうのは考えられないですかね。 

○板谷康次企画財政室主幹 副委員長おっしゃるとお

りなかなか見込むのが難しいところでございまして、

こちら２月定例会で御提案してます最後の補正予算

で一定、当該年度の実績に基づいて積算し直して増

額補正の対応をしておるところなんですけれども、

それでも結局は決算とぶれてしまうというぐらい正

直見込むのは難しいところでございまして。今のと

ころ客観的な根拠として、予算提案できる、予算提

案に足りる根拠というのが国の地財でしかないのか

なと思っておりますので、算定方法の見直しが今の

ところいい案は見つかっていない状況でございます。 

○乾 詮󠄀副委員長 一般財源としての歳入の見込みっ

ていうのは非常に重要な面もあると思いますので、

またその辺の努力をよろしくお願いしておきます。 

  次に、財産運用収入の内訳資料を頂いた中で、２

点、まず先に確認をしたいのが、泉町用地について、

これは南保育園の建て替えに関する用地の借地料か

と思うんですけど、月数とか見込みの内訳ですね。

もう１点は、健康まちづくり室の岸部新町用地、こ

れ高齢者住宅の貸付けかと思うんですけど、貸付け

だとすれば、地域福祉基金へこの貸付収入をまた基

金に積み立てていくとかいうような仕組みを取られ

てたかと思うんですけど、その辺について内容を教

えてください。 

○大塚猛志企画財政室主幹 まず、子育て政策室の泉

町用地の件なんですけれども、副委員長おっしゃっ

ていただきましたとおり南保育園の仮園舎建設のた

めの貸付けというふうに聞いております。 

  貸付期間なんですけれども、令和８年度の10月か

ら半年間を想定しております。ただ、このうちの３

か月は全額を減額、残りの３か月につきましても

75％減額予定というふうに聞いております。 

○乾 詮󠄀副委員長 岸部新町のほうは分からないです

か。 

○小柏 円企画財政室主幹 副委員長おっしゃいます

とおりウェルネス住宅の土地でして、平成27年に約

５億円で地域福祉基金を繰り入れて購入をした土地

でして、今現状、50年間で貸付けをしているもので

して、年額約1,000万円ほどで貸付けをしている最

中です。 

  一応、今現状では約8,000万円弱ほど貸付金が戻

ってきているというような形でして、そちらを地域

福祉基金のほうに積み立てているというような状況

でございます。 

○乾 詮󠄀副委員長 次に、同じ資料の中の教職員課の

旧教育会館への貸付収入があるんですけど、教育会

館ってもうかなりな老朽化して資産価値も、これも

う台帳の備忘価格ぐらいしかついてなかったかと思

うんですけど、まだ今後もこの収入を得られるよう

な貸付けは行われる予定なんでしょうか。 

○小柏 円企画財政室主幹 資産価値という点では、

やはり昭和30年代頃に建てられた建物で、非常に古

い建物ですので、価値という点ではなかなか落ちて

きているところではあるんですけれども。実際に、

今、現状でほかに活用したい旨の申出とかもなく、

かつランニングコスト的な面、管理経費なんかも一

応、借りている側の方が負担をするということにな

っておりますので、市として一定コストがかからな

いような状況になっているので、現状では貸付けを

続けていくというところで聞いております。 

○乾 詮󠄀副委員長 この点については、こちらで聞く

よりも、また今後、財産の在り方、活用の在り方に

ついてそちらのほうで質問していきたいと思います。 

  次に、また資料頂いた分の雑入の内訳のところで

お伺いしたいところがありまして、一番最初に上が

ってる派遣職員人件費負担金収入は、これはどちら

へ派遣された人件費の負担分を、どちらから頂いた

ものでしょうか。 

○大塚猛志企画財政室主幹 派遣職員人件費負担金収

入なんですけれども、複数内容ございまして、ＮＡ

ＴＳの派遣で１名分、輪島市の派遣で３名、国立循

環器病研究センターの派遣で１名、消防学校派遣の

２名の計７名分のものと聞いております。 

○乾 詮󠄀副委員長 以前、輪島の派遣の件については、

大阪府と話をされて特別交付税に算入されて、特別
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交付税で頂いておられるというようなことも聞いて

ましたけど、今回の予算ではきっちりと輪島市から

本来、法律に基づいて受援を受けたその団体から歳

入するということで、こういう予算計上をされてい

るということでよろしいですか。 

○大塚猛志企画財政室主幹 副委員長おっしゃるとお

り、輪島市のほうから歳入を受けているものでござ

います。 

○乾 詮󠄀副委員長 もう１点、同じ資料からお伺いし

ます。 

  雑入の中で下水道の負担として、光熱水費の下水

道部負担分、被服の下水道部負担分、財務会計シス

テムの下水道部負担分ということで、総務室や人事

室、会計室からこの雑入を下水から受けておられる

予算が計上されてるんですけど。 

企業会計になってこういう負担が必要で、下水道

部から企業会計の負担として一般会計が収入すると

いうところだと理解するんですけど、本庁舎のフロ

アの貸付けについて、これは下水道部に負担は求め

ておられないのでしょうか、いかがですか。 

○大塚猛志企画財政室主幹 現状、負担を求めてない

状況でございます。 

○乾 詮󠄀副委員長 一般会計も、やはり収入について

しっかりと収入確保していただかないといけないと

思うのですが、下水道部から本庁舎フロアの負担を

求めていない根拠、考え方ですね、それを教えてい

ただけますか。 

○大塚猛志企画財政室主幹 本庁舎のほう、行政財産

となっておりましてその使用許可につきましては別

法人に対して行うものとなっております。 

  下水道部のほうは本市から独立した法人格を有し

ていないということもございますので、使用許可の

対象としておらず、負担については求めていないと

いう整理を行っているというふうに聞いております。 

○乾 詮󠄀副委員長 今後、やはり収入確保という点と、

企業会計と一般会計、はっきりと区別していくって

いうところ。過去には、下水道部が正雀処理場の跡

地を一般会計に売却した際に、一般会計も何十億円

か相当の負担で下水道特別会計、当時は特別会計だ

ったと思うんですけど、特別会計から一般会計がそ

の用地を購入するということで、その金銭のやり取

りについては会計間できっちりされてたと思います。 

  今後、一般会計の収入確保という観点からは、見

直しをされてはと思うんですけど、その辺はどうお

考えでしょうか。 

○中村暢之企画財政室参事 今回、令和８年度当初予

算編成に当たりまして、もろもろの見直しをした結

果、先ほど御説明したフロア代については対象外と

したものでございます。 

  今後、負担を求めていくのが、中身としましては

電算処理分担金、本庁舎の光熱水費、職員の被服、

人事給与システム、人材マネジメントシステム、文

書管理システム、財務会計システム等々について負

担を求めていく予定です。電算処理分担金の一部と

財務会計システムについては、従前からの負担をい

ただいている分でございます。 

  ですので、全体的な見直しを図った上で、先ほど

のフロアの分については整理をしているというとこ

ろで御理解いただきたいと思います。 

○乾 詮󠄀副委員長 またこれは、今後も負担を求めて

いかれるかどうかの考え方は、押さえていきたいと

思います。 

  次に、予算書関係から質問させてもらいます。 

  予算書ですね、一般会計予算書の320ページのと

ころで、職員の人件費についての表がありまして、

これ人事に聞きましたら、定数管理のほうで質問し

てほしいというような趣旨でしたので。 

会計年度任用職員を除いて37人の職員が対前年度

で増加しているというところとなっているようです

が、先ほどから他の委員も御質問されてたりするん

ですけど、ＤＸ化や窓口委託、そういうことで職員

の減員をした内容、それからまた働き方改革、本会

議での部長答弁でも働き方改革での職員の対応の増

員要素等があったというような答弁があったと思い

ますが、その辺の今回、令和８年予算人員について

どういうものが令和７年より減らして、そして増加

要因として増やしたもの、この内訳を教えていただ

けますか。 

○中田夏葉企画財政室主査 令和７年度から令和８年

度にかけて、職員定数の増減の内容でございますけ
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れども、まず増のものとしましては、保育教諭の配

置基準の見直しのほうでおよそ19名の増がございま

す。また、予備定数の拡充分としまして７名の増と、

消防本部のワーク・ライフ・バランスの充実の対応

としまして６名の増などがございます。 

  減の要素としましては、市民部の窓口定型業務の

一部委託に伴いまして７名減がございまして、また

国勢調査の対応終了でありますとか、選挙事務の対

応終了のほうで５名ずつ減がございます。主な要素

については以上でございます。 

○乾 詮󠄀副委員長 性質別資料、他の委員が要求され

てた資料とかを見ましても、人件費っていうのがか

なり増員要素とそれと性質別に占める割合、義務的

経費に占める割合、そういうことから考えますと、

今後の財政の硬直化の要因の一つとして改善してい

く必要もあるかと思いますが、なかなか職員につい

ていきなり人数を減らすなんていうのは難しいこと

だと思いますので、総人件費の在り方の考え方で、

今後どのように考えておられるか、その点について

教えてください。 

○吉川祐輝企画財政室参事 総人員につきましては、

今の現有の定数を増やさない中で、新たな財政需要

にも対応していくということを一つ考えてございま

す。あとは、指標等を定めまして、例えば住民

1,000人当たりの職員数であったりというところで、

その辺りを中核市平均並みにしていくとかいうとこ

ろの目標を持って進めさせていただいているところ

です。 

  人件費につきましては、これも中核市平均並みに

とは思っているところでございますが、何分、給与

改定とかがかなり大きなものがございますので、金

額ベースでどこに持っていくっていうところは、特

に持ち合わせてございません。 

○乾 詮󠄀副委員長 また経常収支比率とか影響すると

ころの総人件費の在り方も、十分、今後注意してい

ただきたいと思います。 

  一般会計の予算書の336ページからお伺いします。 

  １等級職員が対前年度比で２名減員されてますけ

ど、これは部長級を２名減らす予算となっていると

いうことでよろしいんでしょうか。 

○宮崎直子行政経営部次長 こちらの表、定数という

ことではなくて、実際に60歳の役職定年を迎えられ

る方とか、そういった状況を見た上での人数となっ

ております。 

○乾 詮󠄀副委員長 部長級職員で役職定年を迎える方

が、たしか２名いらっしゃったのかなと思いますし、

その辺、部長級職員について、予算上もしくは今後

の考え方として、理事とか減らしていかれるお考え

があるのかどうか、また予算に反映されているのか、

いかがでしょうか。 

○宮崎直子行政経営部次長 部長に限らずですけれど

も、まず役職者の考え方としましては、ピラミッド

型ということで、上が多いとかいうことではなくっ

て、部長、次長、課長っていう形で徐々に下が増え

るような形での構成っていうのをもちろん考えてご

ざいます。 

  それから、今回、定年退職になる方っていうのは、

任意職の方になるかと思いますので、そういった意

味での二人の減というようなあたりになっているか

と思います。そういった任意職につきましては、特

命事項があるようなときといったような形で整理を

しておりますので、そういった形での配置の仕方っ

ていうものは、配置につきましては人事室にはなる

んですけれども、そういった考え方については共有

をしておりますので、そういった形で出てくるもの

かというふうに考えております。 

○乾 詮󠄀副委員長 役職手当とかのこともあるでしょ

うし、他団体と比較して部長級、次長級、課長級が

多いのか少ないのかっていうところでも、十分な精

査が必要なところがあると思いますので、よろしく

お願いします。 

  少しまた質問の内容を変えまして、今回の財源補

塡として財政調整基金を大きく取り崩して繰り入れ

た結果の予算となってますし、補正予算を見まして

も財政調整基金の繰入れの戻し額についても、本会

議でも質問させていただきましたけど、その後の予

算残高の見込みとしては19億円少々しか残高として

予算編成後残らないという環境にもありますので、

今後は、先ほど他の委員の質問の答弁にもありまし

た30億円ぐらいが決算で戻ってくるだろうという予
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測をしたとしても、49億円というような残高、当初

予算後の決算を受けての残高が49億円ぐらいとなれ

ば、今後の補正をどう見込んでいかれるか、今後、

補正の財源という対応はどのように考えておられる

んでしょうか。 

○板谷康次企画財政室主幹 まず、現状19億円ほど残

っておるというところで、５月補正については、こ

ちらで対応ができるかと思っております。 

  そもそも第４次総計で定めておりますところでい

いますと、標財の５％というところにはまだ19億円

では至っていないところでございますが、先ほど申

し上げた決算での戻りを加味しますと、残高は標財

の５％まで達するものとは見込んでおりまして、そ

ちらで一定、必要額は満たされるのかなというふう

には考えております。 

○乾 詮󠄀副委員長 そうすると、５月補正は対応でき

るけど、５月補正のときどれだけ財源補塡されるか

だけど、標財の５％の四十四、五億円というあたり

の残高は確保されるんでしょうけど、その後、９月

補正、11月補正っていうふうに重なっていくと、結

果的にはやはり以前からここの場でも答弁されてる

標財の５％の確保というのが維持できない状況下に

令和８年度もあると思うんですけど。この状況、本

会議でも聞きましたけど、これまでの答弁とそごが

ありますよねと。５％を確保できたらいいんです、

そこは死守されるのかなと思ってたんですけど、ど

うですか。 

この令和８年当初予算を組んだ後、また決算の後、

49億円か50億円かというような程度の財政調整基金

の予算残高を確保されたとしても、その後、財源手

当を補正予算の際に臨時財政対策債に求めることは

難しい、５％を確保するには難しいと思いますので、

今後、補正対応についてはよほど抑制されるのか、

その辺の考え方はいかがでしょうか。 

○板谷康次企画財政室主幹 第４次総計で定めており

ます５％の想定でございますけれども、災害や感染

症等の不測の事態への対応を含む年度途中での補正

予算分という想定でございますので、５月補正に補

塡をして５％を下回るという部分も一定想定されて

いるものなのかなと思っております。 

○乾 詮󠄀副委員長 大分厳しいっていう、御答弁も苦

しいような気がしますので、我々から、議会からと

か、どこかから押しつけられた指標じゃなく、行政

の側で考えられて総合計画の中で財政運営のための

指標として定められたものですから、そこについて

はやはりぶれることなく、その指標、目標達成、達

成が難しいという中でも、どのようにして努力をさ

れるのかっていう姿勢をお示しいただきたいと思う

んですが、行政経営部長いかがでしょうか。 

○今峰みちの行政経営部長 財調残高の改善、回復と

いったところの課題認識は持ってございます。総合

計画の指標で示しているところとの近年のいろんな

経済対策含めた財政需要への対応の中で収支が厳し

くなり、そこの指標が目安として持っておるところ

に至っていないというところは、重く受け止めては

おりまして、そこの財政需要への、今後も対応は必

要ですし、収支改善を図って、どう不測の事態等に

備えていくのかっていうところとの均衡、バランス

感覚を大事にしながら持続可能な財政運営に努めて

まいりたい、このように考えております。 

○井上真佐美委員長 理事者から先ほどの乾副委員長

の質問に対する答弁の訂正について申出があります

ので、ただいまから発言を受けることにします。 

○大塚猛志企画財政室主幹 先ほど副委員長に派遣職

員人件費負担金の内訳のほうで、人数のほうを消防

学校派遣２名というふうにお伝えしたんですけども、

１名の誤りでございました。申し訳ございません。

それに伴いまして、合計も７名から６名になります。 

○井上真佐美委員長 ただいま、理事者から発言を訂

正したい旨の申出がありましたので、許可します。 

  引き続き、質問があれば受けることにします。 

○泉井智弘委員 今、いろんな質疑聞いてちょっと思

ったんですけど、会計年度任用職員の話であったり

とか、人数全体を増やすことなく配置を考えていく

っていう話もあったんですけど、働き方改革とかで

もちろん人員が必要になってくるっていうのは分か

るんですけども。 

それにしても、委託であったりとかデジタル化が

進んでるわけじゃないですか。その中でまず財政と

いうか、人件費に係る部分というのはかなり大きく
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なってきている中で、人件費、そもそもお金がかか

るから委託とかしてるわけですよね。効率化を図る

ためにデジタル化してるわけじゃないですか。それ

で、何で人が減らされへんのかっていうのがちょっ

と理解できないんですけど、じゃあ、何のためにや

ってるんですか。そんなにほかの配置にそれだけの

人員が必要になってるってことなんですか。 

○吉川祐輝企画財政室参事 ただいまの質問に対しま

して、例えば先ほどうちの中田のほうから御答弁さ

せていただいた保育士配置基準の見直しにつきまし

ては、令和８年度だけで19名増員しなければならな

いというところで、保育士の定数については増員傾

向にございます。ただ一方で、ある程度全体をキー

プしておりますので、事務職の職員数とかは逆に減

少となってるところとかございますので、一様に同

じ数字を目指すとは言いながらも、必要なところに

置き換えてるような形にはなってることになってる

かなと思っております。 

○泉井智弘委員 学童とか保育士とか、その辺分かる

んです。そもそも足りへんし、足りへんというか辞

めるんで、何が原因か分かんないですけど。そこに

増員というか補強していかないといけないというの

は分かるんですけど、じゃあ一般事務のほうでどれ

だけ減らしたんかっていう人数の把握はされてるん

ですか。 

○中田夏葉企画財政室主査 事務職につきましては、

令和８年度は令和７年度と比較しまして18人の定数

減となっております。 

○泉井智弘委員 １増ですよね、今の話だけでいうと。

じゃあ、これ５年前、10年前と比較してますか。多

分、後藤市長になったときに一般の正職のほうです

よね、採用人数増やしたと思うんですよ。会計年度、

パートとかアルバイトとかっていう括りになってた

かと思うんですけど。 

  あと、もう一つ聞きたいのが、会計年度任用職員

さん、総務の人事室のときかな、話がちょっと出た

と思うんですけど、一般職員さんと同じ仕事をして

るっていう話が出てきたんですけどね。これは、行

政経営部に聞いていいのか分かんないんですけど。

それは人事か。同じ仕事なんてしていいんかなって

いうのが、仕事の内容によるんでしょうけどね。そ

れはいいですわ。 

  取りあえず、人に関してはもうちょっと、何か腑

に落ちへんところがあるなっていうのは伝えておき

ます。 

  ちょっと質問変えます。あとは市民病院の負担金、

11億円、12億円出てると思うんです。ちょっと前ま

で８億円ぐらいでしたよね。それ行政経営部として

お金を出すって決めるじゃないですか。根拠はある

と思うんですよ、これだけ必要だっていう。これは

僕、過去にも言ったことあるんですけど、僕はよく

福祉部のことを言うんですけど、言われたことをど

う調査してそれを決定づけているのかっていうのは、

市民病院に関しては、どこをちゃんと見て、経営状

況であったりとか、いつまで負担するんかなってい

うのが正直な意見なんですよ。 

  先日の健康福祉常任委員会の質疑、市民病院の方、

来られてたかと思うんですけど、黒字化になったっ

ていう話。黒字になったか、何かそんなニュアンス

で言ってたと思うんですけど。それは、この市から

の負担金、交付金を入れて黒字なのか、入れずに黒

字なのかとか、経営状況というのは確認されてるん

ですよね、もちろん、市民病院の。言われたから出

してるっていうだけじゃないですよね。 

○宮崎直子行政経営部次長 もちろん言われたからと

いうことだけではなくて、実態であるとか、法的根

拠も含めて、計上されたものを確認をして判断をし

ております。 

  今、委員おっしゃった黒字化については、恐らく

コロナの、私も細かくは聞いてないんですけれども、

前年度ではなくてコロナのときに一時的に黒字にな

ったことはあったという記憶はしておりますので、

前年度、黒字にはなってないと思いますので、そう

いった部分は確認はしております。 

○泉井智弘委員 聞いてたら、僕もずっと聞いてたわ

けじゃないんですけど、何か目標を高く上げ過ぎて

いつも目標達成できへんとか、救急搬送受入れがほ

かの病院より少ないとかね。いつも言うんですけど、

病院の財政状況とかチェックを果たすに当たって、

行政経営部の中に病院の会計を見れる方っていらっ
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しゃるんですか、諸表。 

要はもう一つ言うと、出入りする業者がいつも同

じとこだとか、何かそういう話があったみたいなん

ですけどね。 

  いや、チェックしてお金を出すって決めてるんや

ったら、専門的に見れる、チェックできる人が必要

じゃないですか。これ福祉部のときに結構言うたと

思うんですよ。言われっ放しじゃないですかって。

ほんで、結局蓋を開けたら条例にも違反してるよう

な補助金出してたわけじゃないですか。これ今に始

まったことじゃないですよ、僕が今、言うてんのは。

それも必要だという答弁もらってたんですけどね。

毎年10億円、11億円、12億円って出してるわけじゃ

ないですか。それなりの理由が必要ですよね。それ

こそ無駄遣いしてへんのかとかね。 

  もう一つ言うと、さっき副委員長の話で輪島市と

か出向してるところからの歳入があったって話なん

ですけど、これ市民病院も二人行ってますよね。そ

れは入らないですか、市民病院は。さっき名前、挙

がってなかったですけど。 

  質問、今二つしてるんで、二つとも答えてくださ

い。 

○大塚猛志企画財政室主幹 先ほど申し上げた歳入と

はちょっとまた別の名称にはなるんですけれども、

地方独立行政法人吹田市民病院人件費負担金といた

しまして2,400万5,000円を計上しているものでござ

います。 

○今峰みちの行政経営部長 御質問の前段のほうです

けれども、行政経営部はこの病院への負担金に関し

ては、健康医療部側からの予算要求を査定をすると

いうような立場にございます。その査定をする立場

でございまして、査定の中で病院、どこのというか、

医療機関の財務状況などを専門的に分析できるよう

なスキルなりがあるような職員がいてるという状況

ではございませんので、事務職としての知識、スキ

ルの範囲の中で聞き取りをして、挙証資料等を確認

をしながら金額等の妥当性を査定させていただいて

いるというものでございます。 

  それは、ほかの部局からの予算要求に対する査定

に関しても、そこは同じでございます。 

○泉井智弘委員 何かそこがね、病院からしたら、も

うしめしめなんですよ。言葉として適切か分かんな

いですよ、分からないですけど、簡単なわけですよ

ね、場合によっては。だから、そこでちゃんと見れ

る人がいなかったら、ほんまに必要かどうかって分

かんないじゃないですか。そういう経営努力してる

かっていうのもちゃんと見ていかないといけないで

すし、もうそれやったらお金かけて会計事務所でも、

監査法人でも入れたほうがいいんじゃないかなと思

うんですよ。ほんまに無駄がないのかっていうね。 

○今峰みちの行政経営部長 査定においてのチェック

の専門性のところというのは、なかなか大きな課題

なんだとは思いますけれども、病院負担金につきま

しては、一定国の示す基準なども参照しながら、独

法化する際、あるいは今回、独法化後10年たつ中で

状況、変化等も踏まえた見直し等々を所管のほう、

健康医療部からの要求を受けて査定をさせていただ

きました。 

  その中で、何ていうんでしょうか、丸々要求どお

り、分かりました、要るんですねっていったような

判断というのはしておりませんで、一定の精査を加

えて抑制を図ったというようなことでの努力はして

おります。 

○泉井智弘委員 だから、何回も言いますけど、専門

性がないのに何を抑制するんですか。どこが駄目だ

って言ったことあるんですか、じゃあ逆に。健康医

療部から上がってきたことに対して、いや、ここは

ちょっとおかしいん違うかって行政経営部として健

康医療部に言ったことあるんですか。いや、記憶の

範囲内で。だって、毎年出してるんでしょ、これ。 

○宮崎直子行政経営部次長 今回の健康医療部のこの

病院の査定に関しましてはですけれども、今回から

考え方を改めて、収益性が実績ベースを基本とした

形なんですけれども、それと収益差額の４分の３と

するか２分の１とするか、そういったところにつき

ましては、本当に市として負担すべきものなのかど

うなのかっていうところを突き詰めて議論をさせて

いただいて、ここの項目については違うんじゃない

かというようなやり取りはさせていただいておりま

す。 
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  おっしゃるように専門性について、これに限らず

ですけれども、課題であるところはあるんですけれ

ども、各職員につきましては、やはり所管よりも詳

しくあろうというような形でいろんな努力はしてい

るかなというふうには考えております。 

○泉井智弘委員 この件については、またちょっと興

味も持ったんで調べさせていただきますけど。 

  あと、行政経営部っていうその行政を経営するっ

ていう名前がついてるんですけど、さっきのこれも

副委員長の質問で、岸部新町のこの歳入2,200万円

でしたっけ、ウエルネス住宅が年間1,000万円入っ

てきてますっていう話あったじゃないですか。５億

円で買ったんですよね。この50年で貸付けですよね。

年間1,000万円ですよね。50年で５億円ですよね。

５億円ですよね。５億円で買って50年かけて５億円

回収するんですか。 

○宮崎直子行政経営部次長 すみません、先ほどの岸

部新町の用地のウエルネス住宅に関しましては、定

期借地っていう形での土地の貸付けになっておりま

すので、その金額が50年間で名目上回収できるよう

な形での貸付け、1,000分の20だったかと思います

けれども設定をしておりますので、それで返ってく

るということ。 

  それから、ちょっと先ほど補足をすればよかった

んですけれども、2,200万円のうち1,000万円ほどは

別のイノベーションパークの土地を貸し付けている

金額というのも入ってございます。 

○泉井智弘委員 何が言いたいかっていうと、５億で

買って50年かけて５億円回収してどうするんですか

って話なんですよ。企業って、これお金借りるとき、

大体10年とか20年なんですよ。 

  じゃあ、ここを入札か何か分かんないですけど取

った企業からしたら、言うたら毎月の支払い半額で

この駅前の土地を買い付けて、そこから運営費や経

営した利益っていうのは全部企業に入るわけじゃな

いですか。そういう、市有地を使うっていうかね、

何かあまりにもちょっと安いとかじゃなくて、何か

もうちょっと何とかなれへんのかなと思うんです、

そういう考え方。 

  いや、別に企業さんにもうけてもらうんはいいん

ですけど、ただ、ここに入ってんのは別に市内企業

じゃないじゃないですか。これが市内企業とかやっ

たらまだ分かりますよ。巡り回って帰ってくるって

いうのは分かるんですけどね。そういうわけでもな

いじゃないですか、運営してる会社。 

  だから何かね、ただ単に、何か行政経営部ってい

う名前ですけど、ただ単に管理してるだけじゃない

んですか、言われたことを。っていうのを、何かも

うさっきから話聞いてたらすごい思うんですよ。そ

のチェック機能一つにしてもそうですし、最終判断

するとこでしょ、こちらが、お金を出すかどうかっ

ていうのは。いや、それやったらもうちょっと各分

野の専門的な人を少しずつでも配置してとか、それ

ができないんやったら、もうそれこそそれができる

ところに委託してとか。額が大きいんですね、この

市民病院にしても。その土地利用にしてもですよ。 

  だから、そういう感覚をもうちょっと考えていた

だきたいなというのは、いろんな質疑を聞いてて思

うところなんで、ちょっとその辺はまた改めていた

だきたいなというふうに意見をしておきます。 

○柿原真生委員 物価高騰対策についてちょっと改め

てお伺いしたいんですけど、当初予算には提案をさ

れていなくて、これまでもいろんな場面で、本会議

等で物価高騰対策について吹田市として何かないん

ですかっていうことをお聞きすると、国からの財源

がないとなかなかそれはないんですというような話

で、先ほどの塩見委員の資料でも、ほとんど市は持

ち出しをしてないというのがこれまでの実績やと思

うんです。 

  ちょっと、金額が大きくなると確かに吹田市とし

てどこまでできるのかっていうのはあるんでしょう

けれど、考え方をちょっとお示しいただきたいんで

すけどね。財源の話はひとまず置いといて、前回も

補正予算のときにありましたが、物価高騰対策とし

て広く市民に還元できるように暮らしを支えていか

なければならないというこの考え方は、国がやるん

やということを前、おっしゃってたと思うんです。

電気、ガス代のこととか言ってはったかなと思うん

ですけど。それでいいんでしょうかと思うんです。

電気、ガス代とか、いろんなガソリン税とか、いろ
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んな暫定税率とか、いろんなものは広く国民なんで

すけれど、それにプラスして子育て支援にという話

でこの間あったと思います。 

  子育て支援を何でやるんかっていうことを聞いて

てたんじゃなくて、なぜそれ以外を支援しないのか

っていうことをずっと疑問に思うわけです。素朴な

疑問なんです。そこに対して、どのようにお考えな

のか、ちょっと改めてお聞きしたいと思います。 

○中村暢之企画財政室参事 基本的にはこれまでの御

答弁で申し上げてきたとおりでございまして、国で

する施策も踏まえた上で、市で対象者や迅速性等の

バランスを見て予算提案をしてきたところでござい

ますので、我々としましては妥当な予算編成だった

と考えておりますし、今後につきましては、国の動

きも注視して検討していくというところで変わりは

ございません。 

○柿原真生委員 妥当な判断だと。ということは、今

後また同じような、どうなるか分かりませんよ、今、

世界情勢も非常に不安な状況になってますし。ただ、

また国からほんなら財源示されましたって。妥当や

って言ってはんねんやったら、また同じような内容

が出てくると、そういうことですか。本当に生活が

困っている人には、何かしないといけないっていう

発想はないんでしょうか。 

○今峰みちの行政経営部長 ここ数年の動向で申し上

げますと、物価高が賃上げだったり、あるいは年金

なんかも物価スライド等で上がったりはしてるかと

思うんですけれども、そこの、物価のほうが先行し

てて追いついてないよねっていうようなところって

いうところでの家計支援の必要性っていうのが数度

にわたる国の交付金という形で、地域でやってくだ

さいということで出てきていると。それに対して、

吹田市としてどういう判断をするんですかというこ

とが御質問の趣旨かと思うんですけれども、今回の

妥当性ということは、これまで御答弁で申し上げて

きたとおりです。 

  今後の財源がまた示されたときの考えというのは、

そのときの状況に応じて適宜判断してまいりたいと

いうふうに考えております。 

○柿原真生委員 今、年金のことをおっしゃられまし

たけど、年金が上がってる率よりも物価のほうが上

がってるんで、実質マイナスなんですよ。だから、

そういう状況も分かってはると思うので、今回は令

和７年度の補正で高齢者向けギフトカードっていう、

年金生活者に対してはそういう形で、年金生活者と

いうかデジタルディバイドっていう意味でそういう

ふうにやっておられるのかなというふうに思うんだ

けど、年金ももらってない低収入の方、その方々が

やっぱり取り残される。そのことが何ていうかな、

吹田市の姿勢が何かそこに現れてるなっていうふう

にすごく感じられて仕方がないんですね。 

  だから今後、財源が示されたら、またそのときは

そのときで考えますよというお話なんで、今回提案

されてませんから、提案されてないものをいろいろ

ここであんまり長くは言えないんだけれど、提案さ

れてから言ったって遅いんでね、提案される前に言

ってるんです。提案されたって、もうそれ変えよう

がないので。ですから、その点についてはしっかり

と今後に検討していただきたいというふうに要望し

ておきます。 

○井上真佐美委員長 ほかに質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第31号中、行政経営部所管

分及び議案第19号中、行政経営部所管分に対する質

疑は終了します。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○井上真佐美委員長 暫時休憩します。 

（午後２時45分 休憩） 

（午後３時15分 再開） 

○井上真佐美委員長 分科会を再開します。 

  次に、議案第31号 令和７年度吹田市一般会計補

正予算（第９号）中、税務部所管分及び議案第19 

 号 令和８年度吹田市一般会計予算中、税務部所管

分を一括議題とし、質疑を行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

○後藤恭平委員 ちょっと債権回収の仕方についてお

伺いしたいんですけど、国のほうは民間委託とかも

調査されて、してる自治体もあると思うんですけど、

本市の検討状況というか、検討されたことがあるの

かないのか、どこまで委託できるかどうかとかって



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません 

－ 36 － 

いう範囲も多分あると思うんですけど、その辺を教

えていただけたらなと思います。 

○平井健一債権管理課長 民間委託の検討なんですけ

れども、大きく三つございます。例えば、弁護士先

生であれば督促であったり、いわゆる法的事務とい

うところができるんですけれども、そこ以外の部分

に関しますと、ほか、サービサーっていう特定金銭

債権、いわゆる貸付金だけは代理で取れるとかいう

ところもあったりはするんですけれども、例えば、

強制徴収公債権みたいな差押えができるっていうと

ころに関しましては、基本的にはどこにもないとい

うところになりますので、最終的な考え方として、

もし法的な事務、支払い督促とかいうところも職員

じゃなくて委託の形で進めるというところであれば、

そういう委託っていうところもできるものだと思っ

てます。実際、水道部とかは弁護士名で催告等を送

っておりますので、そういうところで効率化という

か、委託のところというところは進めているところ

ではございます。 

○後藤恭平委員 何か意外にコールセンターが有効や

って書いてあったんですけど。また、その辺も検討

いただけたらなと思います。 

  それと、ちょっと債権回収のオープンデータを見

てたんですけど、生活保護法の第63条の返還金と第

78条の徴収金ってあると思うんですけど、生活保護

を受けてはる人の返還金とか徴収金って、普通に考

えたらそのまままた生活保護を受けてはるから、そ

っから取ったらいいやんと思うんですけど、これが

取れないっていう実態が多分あるんだなっていうの

は分かるんですけど。これだから本市にいない人も

当然おるんやと思うんですよね。どっかに行ってし

まったとかっていう、ほかの債権も含めてですけど。 

  その辺、実態というか、大体がどっかの市に行っ

てしまったのか、それとも本市におるけど全然取れ

ないっていう状況になってしまっているのか、その

辺、所管と連携を取りながらどういった情報になっ

てるのかっていうのは分かりますか。 

○平井健一債権管理課長 生活保護の部分に関しまし

ては、正直ちょっと悩ましい部分はございます。当

然ながら最低限の生活を受けるっていうところなの

で、例えば第63条、第78条というところに関しまし

ても全額を取るのではなくて、一定国がお示しして

いるような金額の範囲内で、例えば天引きをすると

いうようなところが今のところ関の山なのかなとい

うふうには思ってます。 

  ただ、一方で第78条みたいなところで、財産がた

くさんあったっていうようなものに関しましては、

場合によっては財産調査であったり、滞納処分とい

う方法も考え得るのかなとは思いますけれども、当

然ケース・バイ・ケースにはなりますので、今後、

向こうの所管のほうともそういうところに関しての

情報提供、連携というところはしっかりやっていき

たいと思いますので、適宜、財産と生活保護に関し

ましても、できる限りのことをしたいと思っており

ます。 

○後藤恭平委員 分かりました。ほかの市に行ってし

まった人とか、遠くに行ってしまったとか、そうい

うところにやっぱ民間委託の有効策が出るんかなっ

ていうふうには思うんですけど。どっか行ってしま

った人の市、例えば生活保護で亡くなられたとか、

このお住まいでなかなか払えませんというケースも

あると思うんですけど、どっか行ってしまってどっ

かでまた生活保護を受けてはるとかいうケースも当

然あるんやと思うんですよね。その場合に他市との

連携、債権、債務に関して、当然、よその市で債務

抱えて吹田市に来てるっていうケースもあると思う

んですけど、回収をしたいんですけどとかっていう、

連携したいんですけどっていう問合せも今んとこあ

んまないんですか。それと、こちらからもあんまり

そういうアクセスをしてないっていうような。 

○平井健一債権管理課長 ちょっと生活保護間の他市

間連携というところに関して、すみません、ちょっ

と明るくない部分ではあるんですけれども、一応、

第78条とかいうものであれば、他市に照会して住基

情報とかで相手が行っている、そこに対して他市に

照会して、生活保護情報を得るということに関して

はできるのかなというふうには思っております。 

○中村大介税務部長 過去、生活保護を担当したこと

があるのでかなり前の話になるんですけども、移管

されたケースで法第78条の徴収金の債権が残ってい
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る場合には、他市に移管された先の保護費の支払日

などに担当と連絡を交わしまして、窓口で納付書を

持っていって納めてもらうような連携を過去にして

いたことがございます。 

○後藤恭平委員 ほかの債権も含めて、他市と連携取

るって非常に重要なことなんじゃないかなというふ

うに思うんで。今、吹田市内では大分成熟してきた

債権回収やと思うんですけど、まだそういういろん

な手法が民間委託であったりとか、ほかの市との連

携とかでまだ徴収率上げてったり、費用対効果も見

ながら、高めていける部分もあるんじゃないかなと

思いますんで、ぜひまた研究をお願いします。 

○藤木栄亮委員 ずっと先ほどの行政経営部とあと本

会議で教育委員会のほうに学校徴収金の質問を継続

しておりまして、去年の９月か11月どっちか忘れた

んですけど、議会で学校徴収金の未納世帯の問題で、

未納分の問題で、生活保護世帯の代理納付制度を積

極的に活用するべきじゃないかというような質問も

したんですけれども、その後、この代理納付制度に

ついては教育委員会と何か協議されたという経緯あ

りますか。 

○平井健一債権管理課長 学校徴収金に関しましては、

今ちょっと公の債権にはなっていないというところ

はありますので、直接関与しているところではない

のですけれども、先ほど藤木委員おっしゃったよう

な中で生活保護からの天引きっていうところに関し

て、今後進めていくっていうところは教育委員会と

確認したところでございます。 

○藤木栄亮委員 今、予算で700万円ほど市から未納

分の貸付けということで、予算案が提案されており

ます。だから今後は、私会計、私費ということでは

なく、公金が、公会計制度に２年後に移行するとい

うことなんで、それの暫定措置として２年間貸付け

という、短期貸付けという形で今、市のほうは考え

て、結局、保護者のお金の肩代わりを市民の血税で

したというだけのことなんです。返したらそれでえ

え話なんですけどね、貸付けですからね、２年後に

一括、３年後か、一括返還するという制度設計で今、

予算案が提案されてるんだけれども、公金が投入さ

れるということで、今後、やはりそこはもっとこれ

から今、私費だということだったんですけれども、

来年度から公金が投入されるという予定ですので、

ここはもっと連携を密にして今後、積極的に制度の

活用、何かいろいろやはり教育委員会もその辺はま

だ分かってないところもあるので、いろんな知恵を、

知恵というか連携を取りながら進めていただきたい

ということを申し添えて、取りあえず終わっておき

ます。 

○柿原真生委員 新年度から債権管理課が債権管理室

になるということなんですけれども、これによって

具体的に何が変わるのかお答えください。 

○平井健一債権管理課長 まず、なぜ債権管理課を室

にするのかっていうところからちょっと説明させて

いただきたいと思います。 

  債権管理課ができて、昨今来、指導、助言という

ところもしましたし、場合によっては債権を移管し

て取ってきたというところもあります。その甲斐も

ありまして徴収率だけで申し上げるものではないと

思いますけども、徴収率は大分上昇したというとこ

ろでございます。 

  ただ、ほかはじゃあ全部完璧にできてるのかと言

われますと、まだまだ、例えば強制徴収公債権に関

しまして、まだなかなか滞納処分まで至っていない

というところもございますし、また昨年度、債権の

包括外部監査もありました。そこで、様々な御指摘

を頂いているところでございます。そこに対してし

っかりと措置もしていきたいというところでござい

ます。 

  そういうところも踏まえまして、当然、措置をす

るには全庁的にしっかり指導、助言をしていくとい

うところであったりだとか、それぞれの各所管の担

当だけじゃなく、長に対しても指導、助言をすると

いうところもありますので、長の指揮、命令系統を

上げるというところを踏まえて、今回、室とさせて

いただいたものでございます。 

  具体的に何が変わりますかと言いますと、指導、

助言を強化するというところで、特別何かするとい

うところではないのですけれども、先ほど申しまし

た特定の債権の所管の担当職員というところに関し

まして、債権管理課に職員を定数移管させていただ
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いて、また所管兼務という形で債権管理を担当する

というところをしっかりとまず明確にしたと。そこ

の兼務職員を通じて、しっかり指導、助言をして、

そこの課題のある室というところの債権管理の部分

をしっかりと進めていきたいというところでござい

ます。 

○柿原真生委員 今の話で大体理由はよく分かりまし

た。一つは、定数移管ということで、まず職員の体

制が兼務だけれども一応、増えるということですね、

室になるに当たって。 

  それと、どこの部局から兼務発令で来ていただく

のか、そこはもう決まってますか。 

○平井健一債権管理課長 兼務する所管につきまして

は、一定、案を示しておりまして、一応、考え方と

いたしましては滞納処分が不十分な強制徴収公債権

を所管しているところ、あとは包括外部監査におい

て指摘事項が多かった所管というところを鑑みまし

て、保育幼稚園室、高齢福祉室、生活福祉室、国民

健康保険課それぞれの職員の担当職員を移管させて

いただきたいというふうに、今、案として考えてい

るところでございます。 

○柿原真生委員 今のお話ですけれども、債権管理課

のオープンデータも大体所管ごとの、所管ごととい

うか、債権ごとといったらいいんでしょうか、国民

健康保険料とか後期高齢者医療保険料、介護保険料、

保育所保育料っていう分類で出していただいてるの

を見させてもらったので、多いところが今おっしゃ

られているように移管するのかなと。 

  プラス生活保護に関しては、これ今までは債権管

理課のほうには移管をされてないということで、資

料には上がってないのかな、そういうことでよろし

いんでしょうか。 

○平井健一債権管理課長 委員おっしゃるとおり、生

活福祉室の生活保護の債権に関しては、移管は行っ

ていないものでございます。 

○柿原真生委員 債権管理、本当は支払い能力がある

にもかかわらず、払っていただけないということに

対しては、一定きちっと対応すべきだというふうに

思いますし、そのことは債権管理課、今現状でもそ

のようにやっておられると思いますけれども、原課

から職員の人に来てもらって、またその方を通じて、

原課で取組を進めてもらうっていうのが今回、人員

を増やす、その理由もおっしゃってましたけれども、

ということで、何ていうんですかね、基本的には支

払い能力があるのに支払わないという方に対しては、

やっていただくということが基本的なスタンスやと

思いますが、そこはちょっと大丈夫なのかなって心

配もあるんですけど、どうでしょうか。 

○平井健一債権管理課長 基本的には、柿原委員おっ

しゃるとおり支払い能力のない者に対して取るとい

うことは基本できませんし、財産調査等を行って、

財産があるというところは確認できた、また、差押

予告をしたにもかかわらず反応がないというような

ところに対して差押えするというような、今までの

スタンスには変わりがないというところでございま

す。 

  基本的に何で今回兼務をつけたっていうところに

関しましては、やっぱりそこまでなかなか行き切っ

てないっていうところに関しまして、ちゃんと財産

調査をする、財産調査ができたら、財産が見つかっ

てちゃんと差押予告等を進めた中で適切なことを進

めていくっていうところをしっかりやっていくとい

うところで、御理解いただけたらと思います。 

○柿原真生委員 高齢でいえば高齢者、生活保護であ

れば障がい者の方とか、何ていうんですかね、こう

いう法的な手続を市役所としては進めていかれるっ

ていうのは分からんでもないねんけど、こういう

方々に対して、言ったら、何ていうか、よく理解で

きないでおられる場合もあるかも分かりません。必

要な配慮というものがなされるのかどうか、そこは

原課側の職員がやるっていうことなんで、そういう

状況も踏まえた中でやっていただけるのかなという

ふうにも予想はするんですけれども、そこはちょっ

とね。何ていうか、もう実務的に淡々とやっていく

ということじゃなくって、やっぱり生活実態を見な

がらでないと、本当に差押えをして、もうほんなら

例えば、お金なくなっちゃいましたよ、生活どうす

るんですか、さあ知りませんでは、やっぱり駄目な

のでその辺りをきちっと今後も見ていっていただき

たいということなんですが、その点に関してはいか
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がですか。 

○平井健一債権管理課長 柿原委員がおっしゃるとお

りだと思います。まず、基本的に福祉的な配慮とい

うところに関しましては、当然、分納を認めたりす

るっていうところはあるかなというふうに思います

し、法令に伴って減免ができるんであれば減免をす

るというところを進めていくっていうのは、これは

もう当然法令どおりに進めていったらいいのかなと

いうふうには思ってます。 

  ただ、基本的には債務者がやっぱりコンタクトを

取っていただかないと、そこで取って生活状況をし

っかりこちら市の職員に確認していただく、うそ偽

りなく債務者の協力を得るというようなところに関

しては、当然ながら分納を認めるというところは今

までもやってきているというところでございます。 

  そういうところに関して取りなさいというような

形ではないかなというふうには思ってますし、ただ

そこまでたどり着くまでには一定の法令に基づいた

部分というところは進めないといけない。財産を調

査して、当然、催告とか送ってる中で反応があれば

そっから進めますけど反応がないようなものに関し

ましては当然ながら財産調査して滞納処分を進めて

いくというところ。 

  ただ、そこまでなかなか至ってなかったというと

ころに関しましては、しっかり指導して進めていき

たいというふうに思っております。 

○柿原真生委員 分かりました。そこは慎重にやって

いただかないといけない部分かなと思ってますし、

市側は分納とか減免とかいろいろあるんですよって

いうのをありながらもですね、やっぱり市から様々

な滞納処分とか財産調査やりますよっていうことで

非常に不安に思ったり、あるいは不信感を持たれた

り、いろんな形で拒否反応っていうんでしょうか、

そういうこともあるかなっていうふうに思うんです。

実際に、私たちとかでも本当は支援をしたいのに、

その支援の窓口への拒否感から、支援に乗ってくれ

ない方とか、何ていうんでしょうか、こちらが思っ

てるほどハードルは低くないなっていうふうに思う

ところもありますから、その点は相手の方に十分理

解をしていただくという努力を進めながらお仕事し

ていただきたいというふうに、これは強く求めてお

きたいと思います。 

○乾 詮󠄀副委員長 よろしくお願いします。まず、予

算書からお聞きします。 

  150ページ、151ページのところの徴収費の過誤納

金還付金及び還付加算金についてお伺いします。補

正予算では7,500万円という減額補正がされており

ましたが、過誤納金の発生事由について説明をお願

いします。 

○吉田順一市民税課主査 法人の申告に基づいて課税

事務を行っており、申告時点では正しいものとして

申告の処理をしておりますが、例えば、予定申告で

納めていただいた内容が業績の悪化とかによりまし

て確定申告を出された際に還付が発生してしまった

りとか、確定申告で提出されたものが、更正請求が

出てまいりましてそのときに初めて還付が発生する

というのを把握する形となります。 

○乾 詮󠄀副委員長 それでは、令和７年度の還付金の

額について大きなもの、どういうものがあったか教

えてもらえますか。 

○下田理美納税課主査 令和７年度において主な償還

金に関しては、法人市民税が多くを占めるところで

ございます。 

○乾 詮󠄀副委員長 すみません、大口の金額とかって

いうのをお聞きしたいんですけど。 

○北川大輔納税課長 先ほど、法人市民税が一番大き

いと申し上げたんですけども、額的に２億2,540万

6,615円でございます。 

○乾 詮󠄀副委員長 それに伴う還付加算金というのは、

幾らでしょうか。 

○北川大輔納税課長 法人市民税に発生してる還付加

算金につきましては、令和６年度は139万8,100円で

ございます。 

○乾 詮󠄀副委員長 令和８年の当初予算で見込まれて

る還付加算金の利率っていうのは、何パーセントで

見込んでおられますか。 

○北川大輔納税課長 還付加算金の利率につきまして

は、地方税法などに規定されておりまして、年

1.3％と定められております。 

○乾 詮󠄀副委員長 1.3％っていうと、普通預金金利
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よりも定額預金に預けた金利よりも、はるかに高い

金利がこの還付について加算されるということのよ

うなんですが、先ほど御答弁にもあったような、納

付されるときに、見込みで納付されて、確定申告し

てみたら少額になったとかいうことで、還付につい

て発生してる、その前段の中間納付されるときの審

査とか、そういうものについては、どのようにされ

てますか。 

○藤本彰子市民税課長 事業年度開始から６か月に係

る中間申告の段階で、前年度の確定申告の半分の税

額を納めた法人に対して、確定申告では法人税割の

税額がゼロとなり、全額還付する可能性は地方税法

上あり得ます。あくまでも、事業年度の半分の時点

であり、半年後の業績がどうなるかについては見通

すことは困難でして、不正かの判断も困難と考えま

す。 

○乾 詮󠄀副委員長 なかなか判断が難しいという御答

弁なんですけど、やはり金利的なもので世間の相場

よりも高い金利で税法上そういう金利をもって還付

されるという、必要があるということですので、中

間で納付される納付額が適正なものかというのにつ

いて、できる限り審査をされるっていうことが必要

かと思うんですけど。 

  今後、そのような対応について他市事例とかを参

考にとかいうようなことで改善できる点については

いかがでしょうか。 

○吉田順一市民税課主査 予定申告につきましては、

前年度の法人税額の２分の１というのが決まってお

りますので、あくまでもそういう形での予定申告と

しては受け付ける形となっております。 

○乾 詮󠄀副委員長 なかなか審査していくのは難しく、

今後も検討するのも難しいというようなことかと思

いました。 

  じゃあ、またちょっと質問変えていきます。令和

８年度の税収の予算について、個人市民税、補正予

算を見ましても二十数億円の増額補正となっており

ますし、今回も個人市民税でいうと390億円という

ような額ですかね。令和７年当初よりも最終の今回

上がってきてる補正よりも、さらに令和８年当初予

算増収ということで予算計上されてますが、その大

きな要因について、どのような根拠で予算計上され

たのか教えてください。 

○亀野雄司市民税課主幹 令和８年度の個人市民税の

予算につきまして、給与所得や納税義務者の増及び

分離課税の増を見込んで算出しております。 

○乾 詮󠄀副委員長 今、御答弁いただいたのが増要因

ですね。反対に、マイナス要因として扶養控除等の

税制改正とかそういうものの影響っていうのは何か

個人市民税に令和８年影響するようなものはありま

したでしょうか。 

○亀野雄司市民税課主幹 令和８年度の市民個人住民

税に影響を与えるものとしまして、副委員長おっし

ゃっていただきましたとおり、103万円の壁の対応

としまして、給与所得控除の見直しでしたり、扶養

に取れる条件の見直し、また特定親族特別控除の見

直し、創設といったところで、約1.9億円の減額を

見込んでいるところでございます。 

○乾 詮󠄀副委員長 プラスのほうが大きい要因で、ま

た令和８年は予算計上が増額計上になっているとい

うことですね。これも、当初予算に税収見込みって

いうのは、もう全て今回計上されたのか、留保され

ているような税財源があるのかその辺りはいかがで

しょうか。 

○岡 美樹市民税課長代理 留保財源のほうはござい

ません。現在、見込み得る価格、金額、全て計上し

ております。 

○乾 詮󠄀副委員長 一応、全額出されたということな

んで、あとはまた増収傾向にある要因として考えら

れるもの、もう昨年、その前年からの決算等を見て

みますと税収は右肩上がりになって、過去最高額の

決算を打ったり、今回も過去最高の予算計上かと思

うんですけど、今後の増収要因として令和８年中に

増加傾向を見込めるような要因というのは何か考え

られるもの、これまでの実績等を踏まえて何かあり

ますでしょうか。 

○岡 美樹市民税課長代理 例えば、個人市民税にお

ける分離課税ですね、なかなかちょっと当初のほう

では見込みにくい、見込みが難しい部分なんですけ

れども、こちらにつきましては可能性が、例年のこ

れまでの税収の決算時の数値を見ていきますと、ゼ
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ロではないのかなとは思っているところです。 

  ただ、ちょっと可能性の話になりますので、現時

点で絶対ということではないんですけれども、すみ

ません。 

○乾 詮󠄀副委員長 じゃあ、固定資産税についてもお

伺いしたいんですけど、固定資産税、令和９年が固

定資産税の評価替えの年度ということで、まだ令和

８年についてはその影響がない時期ですけど、増収

を見込んでおられます。この増収を見込む根拠、そ

れと、今後についての増収に向けての展望について

いかがでしょうか、お伺いします。 

○永井達也資産税課主幹 今年度増収の主な理由とい

たしましては、土地に関しては複数年にわたり徐々

に税額を上昇させる負担調整措置というものがござ

いまして、それによる増収というふうになっており

ます。 

  また、今後の見込みに関しましては、次の評価替

え年度の基準日が令和８年１月１日になるんですけ

ども、令和７年１月１日まで出ている地価上昇を見

ていると上昇する見込みとなっております。 

○乾 詮󠄀副委員長 最後に、たばこ税についてお伺い

したいんですけど、若干たばこ税減収見込みとなっ

てますけど、吹田市が進めているスモークフリーで

すとか、卒煙ブースの設置における卒煙の推奨です

とか、そういうものがたばこ税に顕著に影響してる

のか、いや、そういう影響っていうのは税の担当課

として一切そういうことについては、そういう傾向

は見受けられないと判断されているのか、いかがで

しょうか。 

○藤原真紗子市民税課主幹 市たばこ税につきまして

は、あくまで吹田市内で販売されたたばこの本数の

税額というものになっております。そのため、直接

スモークフリーの影響を反映するものではないと考

えております。 

○井上真佐美委員長 ほかに質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第31号中、税務部所管分及

び議案第19号中、税務部所管分に対する質疑は終了

します。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○井上真佐美委員長 以上で、予算常任委員会財政総

務分科会を閉会します。 

  （午後３時53分 閉会） 


